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1 調達案件の概要 

（1） 調達件名 

令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務 

 

（2） 調達の背景 

農林水産従事者数の減少及び高齢化に加えて、地方公共団体の農政担当職員等も減

少している状況において、農林水産業を成長産業としていくため、行政手続の申請・審査

に係る労力を軽減し、農林漁業従事者が経営に、地方公共団体等の職員が農林漁業従

事者のサポートに注力できる環境を整備することが必要である。 

そのため、大臣官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チーム（以下「担当部署」

という。）では、農林漁業者等が自分のパソコンやスマートフォン、タブレットからオンライ

ンで申請が行えるようにする「農林水産省共通申請サービス（通称 eMAFF 申請。以下単

に「eMAFF」という。）」を令和元年度から令和 2 年度までの 2 か年をかけて構築した。

eMAFF により、農林水産省の所管する各種制度の申請等がオンライン化されている。制

度によっては、独自の申請・審査方法に対応するため、eMAFF の基本機能に加えて、個

別に追加機能を設計・開発しているものがある。このような追加機能を「個別アドオン」と

呼んでいる。 

平成 30 年 6 月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本

方針」が決定（最終改定は、令和 7 年 5 月 27 日「政府情報システムにおけるクラウドサー

ビスの適切な利用に係る基本方針」）された。この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」

が政府方針として出されている。 

これらの状況を踏まえ、eMAFF（個別アドオンを含む。以下同じ）はパブリッククラウドを

利用する。 

しかし、運用を開始したところ、eMAFF の利用実績が見込みに比べて低調であり、また、

eMAFF によるオンライン申請を実施しても行政手続の負担軽減効果が十分に発揮できて

いない実態が明らかになった。加えて、デジタル庁が所管する e-Gov や J グランツなど、

同様のオンライン申請システムに比べて運用経費が高騰し、利用件数が増加していくと

予算額もそれに伴って増加するコスト構造にもなっている。また、このことは、令和 6 年度

行政事業レビューの年次公開検証においても指摘された。 

ついては、上記課題を解消すべく、eMAFF は利用者からのニーズを踏まえた上で抜本

的に見直す必要があることから、令和 7 年度に eMAFF の後継となるシステム（以下「次期

オンライン申請システム」という。）の導入業務である「令和 7 年度次期オンライン申請シ

ステムの導入業務」の調達を行い、令和 8 年 10 月１日からの本格稼働（申請画面を公開

し、申請者が申請できる状態。以下同様。）を目指しているところである。 

これらの課題と状況を踏まえ、現在稼働中の eMAFF においては、資産及び機能の縮小

と、連携先システムとの連携解除を順次実施予定であり、次期オンライン申請システムで
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の本格稼働までの間の安定的な稼働及び最適化と、次期オンライン申請システム等への

安全な移行を実現する必要がある。 

 

（3） 調達目的及び調達の期待する効果 

これまでは、全ての行政手続を eMAFF で処理する方針であったが、運用改善の観点か

ら、単一のシステムに全ての行政手続を集約することを目指すのではなく、政府共通のオ

ンライン申請システムの利用も含めた複数の申請システムの併用、さらにはメール、紙申

請、FORMS 等の申請手段や AI-OCR による紙申請データのデジタル化も含めた多様な

デジタルツールにより処理・データ化できるようにし、これら統合的なシステム群を通じて

業務効率化・データ活用を実現していく。その中で、次期オンライン申請システムについて

は、運用保守費用を現行より大幅に抑制することが可能、かつ、農林水産業の現場でも

利用しやすい新たな申請システムになるよう整備していく。 

上記方針を踏まえ本業務では、eMAFF の安定的な稼働及び最適化、システムの利用

促進及び次期オンライン申請システム移行に向けた整備（eMAFF 改修・廃止と、それらに

伴うデータ移行等の必要な作業等）等に資する作業を実施するものである。具体的には、

「別紙 1 令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務要件定義書とその付属書（以下「要件定義

書」という。）」に沿って eMAFF の運用保守を行うことを目的とする。 

 

（4） 業務・情報システムの概要 

ア 業務の概要 

当省では、令和 7 年 9 月時点において各種法令に基づく申請等、補助金・交付金の

申請を所管しており、受付、確認、審査等の業務に当省の職員の他、地方自治体、関

係団体等が携わることから、申請経路は多岐に渡っている。 

eMAFF 導入前は、事務処理が既にシステム化されている法令に基づく申請等の手

続数の割合は 2％程度であり、それ以外は紙様式での処理が行われているのが実情

であった。令和 4 年度には当省が所管する全ての法令に基づく手続及び補助金・交付

金の申請手続のオンライン化率 100%を実現している。 

 

イ eMAFF の概要 

eMAFF は SaaS 上に構築されており、システムの概要は図 1 のとおり。「共通申請プ

ラットフォーム」上に申請や審査に係る基本機能が搭載されている。  

その他、eMAFF のシステム構成に関する特徴的な点としては、①eMAFF には独自

の認証基盤が構築されており、申請者及び審査者は本人確認を行った上で、「eMAFF 

ID」を取得し、eMAFF を利用している。②データ量増加等に対応するためのアプリケー

ションとして「拡張 DB」が導入されている。③個別アドオンは、共通申請プラットフォー

ム上に構築されている。④自治体職員の利用のため、LGWAN 接続されている。 
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図１ eMAFF 概要図 

 

 

図 2 eMAFF 連携先イメージ図（令和 8 年 3 月時点） 

 

ウ 汎用 REPS 連携基盤の概要 

eMAFF においては、MAFF クラウド（後述）の共通機能を利用することで、GSS 及び

政府共通ネットワークを経由して歳入金電子納付システム（REPS）と連携可能としてい

る。 
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図 3 汎用 REPS 連携基盤の概要図 

 

エ MAFF クラウドの概要 

農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政

の姿を踏まえ、令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)

重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」（令和 4

年 10 月 5 日に農林水産省行政情報化推進委員会決定）を策定した。 

同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、ガバメン

トクラウド、ガバメントソリューションサービス（GSS）、ベースレジストリ等の共通機能に

ついて、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはそ

の活用を徹底するとしている。その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備

し、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、

情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラ

ウド移行できるよう支援を行っている。なお、当該共通機能を利用するパブリッククラ

ウドを MAFF クラウドと言い、総合的な支援活動を行う組織を MAFF クラウド CoE と言

う。 

本システムのうち、「API 連携ハブ機能」については、MAFF クラウドを利用しており、

本調達期間においても MAFF クラウドを利用することを前提とする。 

MAFF クラウドの概要は図 4 のとおりである。 
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図 4 ＭＡＦＦクラウドの概要図 

 

オ MAFF アプリ（令和 7 年度末運用終了予定）の概要 

当 MAFF アプリは、当省と農業者等の利用者を直接つなぎ、相互に情報の受発信

を行うコミュニケーション・ツールである。 

 

図 5 MAFF アプリ、情報受発信システムの運用イメージ 

 

（5） 契約期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 

（6） 作業スケジュール 

本業務及び関連する調達案件の想定される主な作業スケジュールを図 6 に示す。また、

本業務のうち eMAFF 廃止・改修・移行等については詳細なスケジュールを図 7 に示す。

図 6 及び図 7 のスケジュールは、契約予定日、運用保守等の各工程間で関連性を有す
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る時点を表１のマイルストーンとして定め、確実な履行を実施するために必要な期間を踏

まえて想定したものであるが、担当部署の管理の下、当省の関連する他の部署（以下「制

度担当部署」という。）及び事業者と協議の上、必要に応じて見直しを行う場合がある。 

 

図 6 想定する作業スケジュール（全体） 
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図 7 想定する作業スケジュール（eMAFF 廃止・改修・移行等） 

 

表１ 主なマイルストーン（想定） 

 

2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 

（1） 調達範囲 

本調達のうち、運用保守については eMAFF の令和 7 年度年度までに開発された

No マイルストーン 時期 

1 eMAFF 運用保守開始 令和 8 年 4 月 1 日 

2 共通申請プラットフォームの廃止作業 

（IdP 認証基盤とそれに関連する機能を除く） 

令和 8 年度末 

3 個別アドオン機能の廃止・移管 「別紙 5 eMAFF 個別ア

ドオンシステムの離脱ス

ケジュール」に従い随時 

4 拡張 DB・バッチ機能の廃止 令和 8 年度末 

5 REPS の更改を踏まえた対応 令和 8 年度末 

6 データ移行作業・申請停止対応作業 令和 8 年度中 

7 MAFF アプリのリソース削除 令和 8 年度初旬 

8 本業務の実績報告 令和 9 年 3 月下旬 
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eMAFF の機能等が範囲となる。令和 8 年度に開発される機能が同年度中に運用開始さ

れる場合は、当該機能の運用保守についても本調達の範囲とする。運用保守の開始に

当たっては、開発事業者から引継ぎを受けること。また、令和 8 年 10 月（予定）に次期オ

ンライン申請システムが稼働することを踏まえ、次期オンライン申請システム追加開発・

運用・保守事業者と連携をして、eMAFF から次期オンライン申請システムへの円滑な切り

替え及びデータ移行と、両環境が継続的に利用できるために必要な支援を行うこと。なお、

移行先システムにおいて障害などが発生し切り戻し等の対応が発生した場合には、移行

先システム開発・運用担当事業者と協力の上、対応すること。離脱予定の連携システム

に関連する保守については、PJMO と調整の上、離脱後についても保守を行える体制を

確保しておくこと。 

本業務にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとする。ま

た、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。 

サービス利用料、ライセンス費用、物品購入等、その費用は受注者の負担とする。 

なお、Salesforce ライセンスについては別途必要数を購入しており、本調達の範囲には

含まれないが、ライセンス購入事業者と連携をして、環境が継続的に利用できるために必

要な支援を行うこと。 

開発・検証用の環境については、受注者の負担として、本調達の費用に含めるものとす

る。 

 

 

図 8 調達範囲 

 

また、表 2 に eMAFF の廃止・改修・移行等の内容を示す。受注者は、令和 8 年度中に

予定されている次期オンライン申請システムの運用開始及び eMAFF の廃止（IdP 認証機
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能を除く）に向けた対応のため、当作業を実施すること。なお、eMAFF の廃止・改修・移行

等に関する詳細な要件については、「別紙１ 要件定義書」に定める。 

 

表 2 eMAFF の廃止・改修・移行等に関する調達内容 

No 調達内容 本資料参照先 その他参照資料 

1 eMAFF の廃止 

（IdP 認証機能を

除く） 

3（3）廃止に係る要件  「別紙 1 要件定義書」 

 「別紙 4 eMAFF システムの

廃止離脱方針リスト」 

 「別紙 5 eMAFF 個別アドオ

ンシステムの離脱スケジュー

ル 」 

2 eMAFF の改修

（REPS 連携） 

3（4）改修に係る要件（REPS

の更改を踏まえた対応） 

 

 「別紙１ 要件定義書」 

 

3 データの移行 3（9）移行に係る要件  「別紙 1 要件定義書」 

 「別紙 4 eMAFF システムの

廃止離脱方針リスト」 

 「別紙 5 eMAFF 個別アドオ

ンシステムの離脱スケジュー

ル」 

 「別紙 6 eMAFF 本体制度の

廃止・移行方針リスト」 

 

（2） 調達案件及びこれと関連する調達案件 

調達案件及びこれと関連する調達案件に係る実施時期、プロジェクト間の関係等は次

のとおりである。 
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表 3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等 

 

（3） 調達案件間の入札制限 

監査の独立性及び客観性の確保の観点から、「令和 7 年度 eMAFF 脆弱性診断及び運

用計画等検討支援業務」の事業者、また、調達の公平性の観点から、「令和７年度農林

水産省次期オンライン申請の導入及び eMAFF からの移行に係るコンサルティング業務」

の事業者は、いずれも本業務の入札に参加できない。詳細については「9(5) 入札制限」

も参照すること。 

相互けん制の確保の観点から、本業務と「令和 8 年度農林水産省次期オンライン申請

システムの導入及び eMAFF からの移行に係るコンサルティング業務」は相互に入札制限

の対象とする。 
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3 業務の実施内容 

（1） 共通要件 

ア 本業務を実施するに当たっては、当省及び関連事業者（2(2）に記載の関連調達案

件の受注者、eMAFF 地図に関する案件の受注者、GSS ヘルプデスク、業務見直し

に関する事業者等）との連携を十分に行うこと。 

イ 運用状況やクラウドサービス利用料が逐次可視化されるため、それを確認し、定期

的に最適化の取組を行うこと。 

ウ 本業務は、当省の管理の下、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議に基づ

き実施すること。 

エ 本業務の実施に当たり、調査・設計変更等の依頼事項が生じた場合は、担当部署

と協議し、原則本業務受注者の負担において行うこと。 

オ 品質管理担当者を中心に本業務受注者内でレビューを実施するとともに、当省か

らのレビュー指摘を受けた場合、修正を実施すること。 

カ 本業務は、当省の管理の下、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議に基づ

き実施すること。 

キ フェールソフト（障害発生時に、早期に原因を特定し縮退運転で動作させ続ける考

え方）を念頭に既存の環境において、継続性を優先した開発設計及び保守・運用

設計に努めること。また、フェールソフトの実施にあたり費用を伴う大幅な変更が必

要な場合、取り纏めの上改善へ向けた提案を行うこと。 

ク 本業務の実施内容において、eMAFF 地図と連携する部分については eMAFF 地図

側と協議の上決定すること。 

ケ 受注者は、3（3）廃止に係る要件、3（4）改修に係る要件（REPS の更改を踏まえた

対応）、3（9）移行に係る要件の各業務に関する業務実施計画書及び設計開発実

施要領を、当省の指示に基づき契約後 5 日（行政機関の休日（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日をいう。以下

同じ。）を含まない。）以内までに作成し、担当部署の承認を得て、本業務を実施す

ること。 

(ア) 業務実施計画書には、当省が作成しているプロジェクト計画書等と整合性を確

保しつつ、調達仕様書及び要件定義書等に基づき、少なくとも以下の a から f

までの事項について記載すること。また、附属文書として、作業項目、作業内

容、スケジュールをより詳細に階層化し、担当者等を記載した WBS（Work 

Breakdown Structure）を作成すること。 

a 作業概要 

b 作業体制に関する事項 

c スケジュールに関する事項 

d 成果物に関する事項 
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e 開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等 

f その他（設計開発の前提条件、時間や予算等の制約条件等） 

(イ) 設計開発実施要領には、当省が作成しているプロジェクト計画書等と整合性を

確保しつつ、少なくとも以下の a から i までの事項について記載すること。 

a コミュニケーション管理 

b 体制管理 

c 工程管理 

d 品質管理 

e リスク管理 

f 課題管理 

g システム構成管理 

h 変更管理 

i 情報セキュリティ対策 

 

（2） 運用保守に係る要件 

受注者は、「別紙１ 要件定義書」に基づき、運用保守を実施すること。運用保守対象の

個別アドオンについては、「別紙 2 個別アドオン運用一覧（予定）」を参照すること。受注

者は、これらのことに留意して、以下のアからキまでの業務を実施すること。 

ア 前運用保守事業者からの引継ぎ 

受注者は、前運用保守事業者と協業して引継計画書を作成し、担当部署の承認を

得ること。運用保守の引継ぎにおいては、eMAFF 利用者へのサービス低下等が発生

しないように実施すること。引継ぎの状況については、進捗を管理し定期的に当省に

進捗報告を実施し、引継完了後は引継結果報告書を前運用保守事業者と協議し作成

し、担当部署に提出すること。 

引継期間は概ね 3 か月以内を想定しており、以下のイからエまでの作業終了後に

引き継がれた事項については、適宜、運用実施要領及び保守実施要領に反映させる

こと。 

受注者は、前運用保守事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システム

の引継ぎを受け、アカウントの契約の移管を行い、環境を維持すること。 

イ 運用計画書及び保守計画書の案の作成 

受注者は、定常時における月次の作業内容、想定スケジュール、障害発生時に想

定される対応等を取りまとめた運用計画書及び保守計画書の案を作成し、担当部署

の承認を得ること。運用計画書の案には運用体制、運用ツールを記載すること。保守

計画書の案においては、インシデント発生時の作業手順の中に、保守として対応すべ

き事項か契約不適合（成果物についてのシステム仕様書との不一致をいう。バグも含

む。以下同じ。）の責任の範囲で実施すべき事項か判断するプロセスを明記すること。 
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また、eMAFF と関連する他システムの運用保守事業者等との作業分担、実施手順

等を整理すること。 

記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（以下「標準ガイドライン」と

いう。）「第 3 編第 9 章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとするこ

と。 

ウ 運用計画書及び保守計画書の確定作業の支援 

受注者は、担当部署が eMAFF の運用計画書及び保守計画書を確定するための支

援として、技術的知見や過去の業務実績に基づくアドバイスを行うこと。 

エ 運用実施要領及び保守実施要領の作成 

受注者は、運用計画書等と整合性を確保しつつ運用実施要領を作成し、また、運用

実施要領、保守計画書等と整合性を確保しつつ保守実施要領を作成し、それぞれ担

当部署の承認を得ること。 

各要領には原則として以下の（ア）から（ク）までの事項について記載すること。 

(ア) コミュニケーション管理 

(イ) 体制管理 

(ウ) 作業管理 

(エ) リスク管理 

(オ) 課題管理 

(カ) システム構成管理 

(キ) 変更管理 

(ク) 情報セキュリティ対策 

オ 定常時対応 

(ア) 受注者は、以下を例とする定常時の運用業務及び保守業務を実施すること。 

a 運用業務 

(1) 監視作業 1 死活監視 

2 稼働状況監視 

3 ネットワーク監視 

4 性能監視 

5 セキュリティ監視 

6 データ監視 

7 不正行為抑止を目的とした監視 

(2) 情報システム

維持作業 

1 ログ管理 

2 データ維持管理 

3 データ一括処理 

4 データクリーニング 

5 バックアップ管理 
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6 計画停止 

7 情報資産管理 

8 システム構成管理 

9 情報システムの変更要求管理 

10 アクセス管理 

11 情報システムの設定変更 

12 業務運用支援 

13 マルウェア検知 

14 アプリケーションプログラムリリース 

15 ソフトウェア製品リリース 

16 ハードウェアリリース 

(3) 利用者サポー

ト業務 

1 ヘルプデスク 

2 定型的変更への対応 

 

b 保守業務 

(1) アプリケーショ

ン保守 

1 プログラムの不具合の報告・連絡の受付 

2 バージョンアップに伴う対応（影響分析、修正

等） 

3 クラウドサービスのリリースに伴う対応（影響分

析、修正等） 

4 データ移行等ツール 

(2) ソフトウェア製

品保守 

1 技術情報管理 

2 アップデートファイル・セキュリティパッチ等の提

供 

(イ) 受注者は、運用業務及び保守業務の実施において、以下の a から i までの事

項について対応すること。 

a 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新

を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、

更新した資料は、担当部署へ提出すること。 

b 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の

構成に変更が生じる場合には、担当部署にその旨を報告し、変更後の環

境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。また、

自動取得したソフトウェアの情報を把握し、農林水産省の求めに応じて

最新の構成情報の出力結果を提出すること。 

c ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策につ

いて計画し、承認を得た上で対応すること。 
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d 受注者は、パッチの自動適用を用いて、検証環境や品質保証環境などを

用いてパッチベースラインを検証し、その後に本番環境にパッチを適用す

るなど、パッチのリリース管理を行うこと。 

なお、パッチ適用に起因する不具合が出た際に行う切り戻しやアプリケ

ーション修正などの対応を予め計画すること。 

e MAFF クラウドを利用する API 連携ハブについては、MAFF クラウドを継

続して利用すること。MAFF クラウドについて不明点等がある場合は、担

当部署及び MAFF クラウド CoE と協議の上、作業を進めること。 

f 構成管理及びパッチの適用について自動化すること。なお、自動化とは、

対象を選定し、タイミングをコントロールして適用することをいう。 

g 利用するクラウドサービスの機能やマネージドサービスを活用して、運用

の可視化や自動化を図ること。 

h SaaS 等、クラウドサービス側で運用保守が提供されている場合には、

eMAFF のシステム運用保守に関する要件と同等の要件を満たしている

かを確認し、サービスレベルを維持すること。 

i 原則、メンテナンスの際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサー

ビスプロバイダーのサービス（AWS の場合、AWS Systems Manager 

Session Manager ・AWS Systems Manager Fleet Manager）を利用して運

用すること。 

j セキュリティ管理として、（AWS の場合 SecurityHub）が発報したセキュリ

ティアラートについて、対応ならびに無効化／抑制を検討するものとする。

なお、新たなルールの追加について、迅速に対応するものとする。 

k 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申

請書の内容（システム構成を含む）に変更がある場合、資料を更新し、担

当部署と MAFF クラウド CoE の確認を受けること。 

l 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業（AWS の場合、

Systems Manager Inventory と EC2 の設定。Azure の場合、インベントリ

収集用 Log Analytics の作成、仮想マシンと Azure Automation の設定）を

実施すること。 

なお、インベントリ収集機能はコンテナの構成管理に対応していないため、

コンテナを利用しているシステムは、MAFF クラウド利用ガイドラインの記

載を参考に、脆弱性対策を実施すること。 

(ウ) 受注者は、運用業務及び保守業務の実施について、以下の a から g までの資

料を担当部署に提出すること。 

a 受注者は、運用保守作業状況として、 

・運用保守の作業単位ごとに作業内容、回数、工数等の作業実績状況 
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・サービスレベルの達成状況 

・情報システムの構成と運転状況（情報セキュリティ監視状況を含む。） 

・情報システムの定期点検状況 

・情報システムの利用者サポート状況 

・教育・訓練状況 

・リスク・課題の把握・対応状況 

・AWS Security Hub のセキュリティスコア 

・クラウドサービスの利用実績（利用明細書の写し及び月額の運用サー

ビスの費用実績を一覧表に取りまとめたものを添付すること。） 

について、月次で運用業務報告書及び保守業務報告書を取りまとめるこ

と。月次の運用業務報告書及び保守業務報告書において、受注者は月

間の運用保守作業状況を評価し、達成状況が目標に満たない場合はそ

の要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案す

ること。 

また、受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の

写し及び月額の運用サービスの費用実績を一覧表にとりまとめ、月次で

担当部署に提出すること。MSP サービスを利用した場合は、その利用明

細書の写し及び月額の運用サービスの費用実績を提出し、運用サービ

スの共通化の効果を定量的に説明すること。 

運用サービスの共通化とは、以下の取組とする。 

・受注者が自社で MSP サービスを提供している企業の場合はそれを利

用すること。 

・受注者が自社でMSPサービスを提供していない企業は、運用品質の均

一化と不要なコストを削減するために 

i) 外部企業が提供する MSP サービスを利用すること、又は 

ii) 複数の運用案件を受注することで、自社内で運用サービス（サービス

デスク、監視サービス等）の Shared service（シェアードサービス）に取り

組み、費用を逓減すること。 

クラウド利用料について、提出した実績を踏まえ、当該年度の 9 月末まで

に次年度の利用内容及び契約予定額を担当部署と協議する。また、クラ

ウド利用料等の実績より、クラウドサービスの稼働状況やコストの遷移か

ら、見積の作成、不要リソースの削除検討を行うものとする。 

b 受注者は、年間の運用保守作業状況について年度末に運用実績報告書

及び保守実績報告書を取りまとめること。必要に応じて運用計画書及び

保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領に対する改善提案を行う

こと。なお、上記の改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運用体
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制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のク

ラウド運用サービスの活用についても検討し整理すること。検討した結果、

MSP サービスの活用を運用・保守計画に組み込めた場合は、実際にサ

ービス等の活用を開始すること。また、改善提案に当たっては、クラウド

サービスプロバイダーが提供するベストプラクティス準拠状況を定期的に

調査（AWS Trusted Advisor）し、検出項目の対応可否を検討し、担当部

署の承認の上、対応すること。クラウド構成のベストプラクティス（AWS 

Well-Architected フレームワークの全ての柱）を活用し、年に 1 度システ

ムが適切に運用されているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。 

c 受注者は、担当部署が情報システム運用継続計画を作成又は更新する

に当たり、担当部署の求めに応じ、eMAFF の問題発生時に求められる必

要最低限の機能、目標復旧時間等に関する資料提供等の支援を行うこ

と。その際、資料提供の支援については、eMAFF のシステムプロファイル

のレベルと同一レベルとなるように留意すること。 

d 受注者は担当部署の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システ

ムの構成を適切に見直すための資料（AWS Cost Explorer、AWS Trusted 

Advisor、AWS CUR 等の出力結果）を提出すること。 

e 受注者は、担当部署の求めに応じ、ソフトウェアの情報をクラウドサービ

スの機能（AWS の場合、AWS Systems Manager） を利用して取得し、出

力結果を提出すること。 

f 農林水産省をエンドカスタマー（エンドユーザー）として登録していることを

証明する書面を提出すること。 

g 受注者は、インフラの設定変更があった場合は、パラメータシートを更新

し、担当部署に提出すること。 

カ 障害発生時対応 

(ア) 受注者は、eMAFF 及び関連する基盤の障害発生時又は発生が予測された際、

速やかに担当部署に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断し、以

下を例とする障害発生時の運用業務及び保守作業を実施すること。なお、障

害には情報セキュリティインシデントを含めるものとする。また、クラウドのオー

トヒーリング機能を利用する等、迅速な障害回復に努めること。 

a 運用業務 

情報システム維持

作業 

1 インシデント管理 

2 障害復旧対応 

3 アプリケーションプログラムリリース 

4 ソフトウェア製品リリース 

5 ハードウェアリリース 
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6 バックアップからの復旧 

b 保守業務 

1 アプリケーションプログラム保守（不具合対応） 

2 ソフトウェア製品保守（不具合対応） 

3 ハードウェア保守（不具合対応） 

(イ) 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析（発生原因、影響度、過

去の発生実績、再発可能性等）を行い、障害報告書を作成し、同様の事象が

将来にわたって発生する可能性がある場合には、障害報告書と合わせて恒久

的な対応策を提案すること。 

(ウ) 受注者は、大規模災害等の発災時には、担当部署の指示を受けて、担当部署

が提示する情報システム運用継続計画に基づく運用保守作業業務を実施する

こと。 

(エ) 受注者は、生成 AI を活用しているシステムにおいて、生成 AI システムのアウ

トプットが期待する品質を満たさなくなった場合、そこから生じる被害を最小限

に食い止め、原因を特定し、改善措置を講じること。 

 

（3） 廃止に係る要件 

令和 8 年度の eMAFF に係る廃止業務については、以下アからオまでが対象となる。詳

細要件については、「別紙 1 要件定義書」を参照すること。受注者は、業務や eMAFF の

目指すべき姿を踏まえて要件確認を行うこととし、要件定義書の内容を精査し、制度担当

部署に改善等の提案、内容の調整を行うこと。また、要件定義書の内容に変更があれば、

その都度変更履歴に記録、更新し、誤字脱字等の軽微なものを除き、制度担当部署に提

出の上、承認を受けること。 

廃止に伴うデータの消去にあたっては、必要な移行データの出力及び必要なバックアッ

プ処理が完了していることを確認の上、消去すること。また、政府機関等の対策基準策定

のためのガイドライン 表 3.1,1-1 情報の抹消方法の例又は表 3.1,1-2 機密性の高い情

報の抹消方法の例 に記載されている消去方法で行うこと。完了した旨を示す、データ消

去完了報告書を提示すること。また、物理破壊については、破壊前後の写真及び物理破

壊が完了した旨を示す、データ消去完了報告書を提示すること。 

ア 共通申請プラットフォームの廃止（IdP 認証に関連する機能を除く。） 

令和 9 年度以降の共通申請プラットフォームでは、IdP 認証に関連する機能のみが

継続される。これに伴い、上記に関連しない機能については、令和 8 年度末をもって廃

止する作業として以下を実施する。なお、廃止対象と廃止時期に関しては、「別紙１ 

要件定義書」及び「別紙 4 eMAFF システムの廃止離脱方針リスト」を確認の上作業を

実施すること。 

(ア) 設計書の修正 
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(イ) 審査者・制度担当者に関連する全機能および全画面の削除 

(ウ) 申請者・コールセンター・システム管理者において、ログイン、ポータル、お問

合せ、アカウント発行機能以外の機能及び画面の削除 

(エ) ユーザーを無効にするデータパッチ作成・実施 

(オ) 廃止対象ページから代替ページへのリダイレクト機能の設定 

（代替ページ URL は契約後に発注者に確認の上、設定する） 

(カ) R9 年度以降のライセンス費用削減対応 

a 不要なカスタムオブジェクトの権限を削除 

b アカウント一覧画面の検索機能・アカウント詳細画面のアカウント発行機

能の修正 

c ユーザー情報および経営体情報の取得・作成・更新関連の API の修正 

d お知らせ・お問合せ機能でファイルの添付を不可とする修正 

e BigObject・不要データを削除するデータパッチの作成・実施 

(キ) 結合テスト・総合テストの実施（上記廃止以降の eMAFF システムに関して影響

が出ないことを確認する） 

イ 個別アドオン機能の廃止・連携解除 

「別紙 5 eMAFF 個別アドオンシステムの離脱スケジュール」に記載の個別アドオン

機能について、固有機能の廃止または連携解除作業を実施の上、当該制度離脱日以

降に残るシステムに関して影響が出ないことを確認するためのテストを令和 9 年 3 月

までに実施すること。 

また、データ移行を必要とする対象制度に関しては、各制度担当者の希望時期に

データ抽出・提供作業を実施する。 

ウ 拡張 DB・バッチ機能の廃止 

以下の作業を実施すること。 

(ア) 共通機能（DB バックアップ、ログ参照、PW 付 ZIP 判定、一括登録）の廃止作

業 

(イ) 農業経営基盤強化準備金関連機能（帳票出力時の QR コード表示、電子署名

付与）の廃止作業 

(ウ) 飼養衛生関連機能（一括登録機能（飼養衛生独自機能）の廃止作業 

エ KANSYS の認証基盤離脱対応 

KANSYS における IdP 認証を用いたログイン機能を廃止するため、以下作業を

KANSYS の担当者と調整のうえ実施すること。 

(ア) IdP 認証基盤との廃止に伴う、マイページ画面上に表示される IdP 認証基盤の

URL の削除作業 

(イ) IdP 認証基盤において、KANSYS システム向けに構成されている IdP 認証接続

の廃止作業 
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(ウ) KANSYS 専用の IdP 認証画面の削除作業 

(エ) KANSYS のログイン画面から、ログインボタンの削除及び連携 API 機能の廃止

作業 

(オ) IdP 認証基盤で自動発行されたアカウントのパスワードのリセット作業 

オ MAFF アプリの廃止 

MAFF アプリは令和 7 年度末にサービス終了・廃止予定。令和 7 年度運用事業者よ

り引継ぎを受けた上で、eMAFF に影響が生じないよう、テスト環境リソースの削除、及

び本番環境リソースの削除を実施すること。 

 

（4） 改修に係る要件（REPS の更改を踏まえた対応） 

令和 9 年１月の REPS 更改を踏まえた、REPS 連携基盤のインターフェイス等の改修対

応作業を実施する。令和 9 年 2 月に一元的輸出証明書発給システムが連携解除を予定

することから、当連携の解除を踏まえて令和 8 年度末に REPS 連携基盤の廃止作業を実

施する。改修に関する要件については、「別紙 1 要件定義書」を参照すること。受注者は、

開発手法を含めて、効率的な業務実施に努めること。プログラムの修正を行った場合、設

計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。また、廃止以降の

eMAFF システムに関して影響が出ないことを確認するためのテストを実施すること。改修

の際に作成、更新した資料は、担当部署へ提出すること。 

 

（5） 職員実装に係る要件 

令和 8 年度の職員実装としては、550 手続程度の年度更新を予定している。新規手続

の実装は行わない予定だが、若干数が発生した場合は対応すること。受注者は、職員実

装技術サポート及び QA 対応、職員実装用 ID 発行管理を行うこと。 

 

（6） マニュアル及び Wiki の整備に係る要件 

受注者は、担当部署と協議し、eMAFF の操作等に関するマニュアルや Wiki 等の資料作

成を行うこと。 

 

（7） 利用促進支援に係る要件 

受注者は、利用者からの問合せ対応として以下の業務を行うこと。 

ア LGWAN の設定に関する指示と問合せ回答 

イ 利用者 ID の払出し・無効化・停止等のアカウント管理に関する対応 

 

（8） サービス・ライセンス調達に係る要件 

受注者は、「別紙 3 サービス・ライセンス情報一覧」に示すサービス・ライセンスを手配

すること。 
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なお、サービス・ライセンスについて、運用の中で、調達予定数量と実際の必要数量の

間で明らかな乖離が出てきた場合や他の手法で要件の実現が可能となった場合には、

受注者は、サービス・ライセンスの種類及び必要数量について担当部署と協議を行い、

社会通念から逸脱しない範囲で見直しを行えることとする。 

 

（9） 移行に係る要件 

ア システム移行 

開発環境から本番環境への切替え、外部システムとの連携部分の切替え、ネットワ

ークの切替え等、必要な作業を実施すること。 

イ データ移行・申請停止対応 

令和 8 年度末をもって eMAFF 共通申請プラットフォームは廃止となることから、各

制度の離脱に応じて eMAFF 内データの次期オンライン申請システム又はその他シス

テムへの移行及び共通申請プラットフォームのデータ出力作業が必要となるため、以

下の対応を実施すること。また、離脱する制度・手続にかかる対応として、データ抽出

等を行うための計画を策定し運用計画書に含めること。なお、データ移行対象のシス

テム・制度と移行予定時期については、「別紙 4 eMAFF システムの廃止離脱方針リ

スト」、「別紙 5 eMAFF 個別アドオンシステムの離脱スケジュール」、及び「別紙 6 

eMAFF 本体制度の廃止・移行方針リスト」を参照とすること。データ出力作業について

は、共通申請プラットフォームの既存ツールを用いて、テーブルのリレーションが分か

る形で出力すること。データの完全性（欠損や不整合がない）の確認、テーブル定義の

項目と移行元データの項目の対応、データ変換やクレンジング等のデータ処理ロジッ

クに留意すること。 

(ア) データ出力ツールの作成作業、必要に応じて移行ツールの改修・改善作業（修正

点については、速やかに関係者に展開すること） 

(イ) データ出力作業及びデータ提供作業 

(ウ) 発注者及び原課との個別調整対応作業（提供データの見方等の各種質問・相談

事項への対応） 

(エ) 申請停止対応作業 

ウ 業務移行 

移行時に発生する作業等について洗い出しを行い整理すること。また、業務移行に

ついては担当部署及び各制度所管部署と検討を進め双方の合意の上実施すること。 

 

（10）会議開催等 

受注者は、以下のアからエまでの会議（当省庁舎の会議室又はオンラインでの会議開

催や書面開催を想定）を開催するとともに、会議終了後 3 日（行政機関の休日（行政機関

の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日をいう。以
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下同じ。）を含まない。）以内に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。 

ア キックオフ会議 

受注者は、契約後 5 日（行政機関の休日を含まない。）以内に、本業務の運用計画

書、保守計画書及び業務実施計画書等の案について、担当部署または制度担当部

署に説明し、認識共有を図ること等を目的とする会議を開催すること。 

イ 定期運用保守報告会議 

受注者は、3（2）オ③(a)の報告書の内容について、定期報告会議を毎月開催して報

告すること。 

ウ 定期改修等業務報告会議 

受注者は、担当部署または制度担当部署に対して、業務進捗、課題管理状況、個

別事案等を報告する定例会議を原則として隔週で開催すること。 

エ 業務実施結果報告会議 

受注者は、業務実施結果報告書の納入期限の 5 日（行政機関の休日を含まない。）

前までに、本業務の結果を報告する業務実施結果報告会議を開催すること。 

オ 個別検討会議 

受注者は、担当部署及び制度担当部署から要請があった場合、又は受注者が必要

と判断した場合、必要資料を作成の上、会議を開催すること。 

カ 本業務と関連する会議への出席 

受注者は、各プロジェクトにおいて開催される各種会議及び打合せに必要に応じて

参加し、業務状況の報告等を行うこと。 

 

（11）情報資産管理標準シートの提出等 

受注者は、標準ガイドラインに基づき、以下アからウまでにより対応すること。なお、標

準ガイドラインの改訂があった場合には、その内容に基づくものとする。 

ア 標準ガイドラインの別紙 2 に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエク

セルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。なお、人件費については

人件費単価ごとに工数を提示すること。再請負先がある場合は再請負先の法人番

号と再請負金額を提示すること。最大何次請負、再請負総額、累計契約額(前年度

まで)、年度契約金額を提示すること。 

イ 担当部署の求めに応じて、標準ガイドラインの別紙 3 に記載されている内容を適宜、

情報提供すること。 

ウ 担当部署の求めに応じて、スケジュールや工数等の計画値及び実績値を記載した

情報資産管理標準シートを提出すること。 

 

（12）情報システムの現況確認支援 

受注者は、年 1 回、農林水産省の指示に基づき、情報資産管理データと情報システム
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の現況との突合・確認（以下「現況確認」という。）を支援すること。 

なお、MAFF クラウドを利用している場合、MAFF クラウドから提供されるインベントリ情

報を活用することで、現況との突合確認は省略することも可とするが、インベントリ情報か

ら収集できない製品が含まれる場合は、当該製品の構成情報の取得を行うこと。 

受注者は、現況確認の結果、情報資産管理データと情報システムの現況との間の差異

がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。 

受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合

は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上農林水産省に報告すること。 

受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった

場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上農林水産省

に報告すること。 

 

（13）運用保守等の次期事業者への引継ぎ 

令和 8 年度末に eMAFF は原則廃止を予定しているところ、契約期間終了後も継続する

IdP 認証基盤等の業務に関して、受注者は、eMAFF の運用保守等の次期事業者に対し

て円滑に引継ぎができるよう、作業経緯、運用設計書、操作手順書、残存課題等に関す

る情報提供を含む引継書を作成しておくこと。引継ぎ後、次期事業者の業務が軌道に乗

るまでの間、概ね 3 か月程度は問合せに真摯に対応すること。 

本業務でテスト等に利用したツール等は、効率的な運用保守のために継続して利用す

る想定であることから、当省及び次期運行業務の実施事業者が利用できるように引き継

ぐこと。 

受注者は、当省が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件

定義支援事業者、設計開発事業者等に対し、情報提供、質疑応答等の協力を行うこと。 

受注者は、次年度の運用保守事業者に対し、システムの運用等を行うクラウド環境を原

則としてそのまま引継ぐこと。そのため、引継ぎに際しては、必要に応じて次年度の運用

保守事業者との間で書面による契約等を行い、管理者権限の引き渡し等、クラウド環境

の引継ぎを適切に行うこと。 

 

（14）契約期間終了後の措置 

ア 撤去・搬出作業 

eMAFF はクラウド基盤上に構築されていることから、基本的に設置機器等の撤

去・搬出作業は想定していないが物理的な機器がある場合は確認の上、撤去・

搬出を実施する。なお、令和 8 年度末に eMAFF は原則廃止を予定しているとこ

ろ、契約期間終了後も利用しているクラウドサービスが次期運用業務において利

用することとなった場合は、引き続き利用できる条件とすること。この際、本調達

の契約期間終了後も継続して当省がクラウドサービスを利用可能となるよう必要
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な措置をすること。 

イ データ引継業務 

受注者は、本業務において作成した全てのデータを担当部署の求めに応じて

提出すること。また、引継情報が漏洩しないよう、厳重に情報セキュリティ管理を

行うこと。 

ウ データ消去作業 

受注者は、本業務の最終納品後、本業務に使用した受注者が所有する端末及びデ

ータ記憶媒体等に保管されている当省に関する情報が一切流出することがないよう、

速やかに受注者の負担と責任においてデータ抹消による機器内のデータ消去を行う

こと。 

データ消去は、政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン 表 3.1,1-1 情報

の抹消方法の例又は表 3.1,1-2 機密性の高い情報の抹消方法の例 に記載されてい

る消去方法で行うこと。なお、データ消去対象となる機器について、個人情報又は機

密性３情報が含まれる場合は、表 3.1,1-2 機密性の高い情報の抹消方法の例 に記

載されている消去方法で消去すること。 

ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合

は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的

な破壊などの方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行い、

その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等をデータ消去完了報告書として

担当部署に提出すること。 

データ消去済みの機器については、データ消去完了後、受注者の責任において以

下の項目を網羅した一覧表を作成し、データ消去証明書と併せてデータ消去完了報

告書としてデータ消去完了後１週間以内に担当部署に提出すること。 

(ア) コンピュータ名及びシリアル番号（内蔵されているハードディスク固有のシリア

ル番号） 

(イ) データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者 

なお、クラウドサービスについては ISMAP で規定された方法でデータが消去されて

いること、それが正しく運用されているか第三者による監査により証明されていること。 

また、データ消去証明書を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報

が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。 

さらに、データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には担当部

署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行

うこと。 

 

（15）業務実施結果報告書の提出 

受注者は、3(1)から 3（14）までの作業結果を業務実施結果報告書として取りまとめて提
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出すること。契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日までの業務実施結果について取りまとめ

て報告すること。 

 

4 成果物 

（1） 成果物の種類、数量、納品期日等 

受注者は、以下の表 4 に示す本業務の成果物について、その内容を担当部署の承認を

得た上で提出すること。 

 

表 4 成果物一覧 

No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

1 3(2)ア 

引継結果報告書 

備考欄に記載  契約締結後、概ね 3

か月以内に引継ぎ

を完了させた後、5

日以内に提出する

こと 

2 3（1）ケ、3（2）イ、ウ 

業務実施計画書、設計開

発実施要領、運用計画書

（案）及び保守計画書(案) 

契約締結後 5 日

以内 

 

3 3（2）エ 

運用実施要領及び保守実

施要領 

令和 8 年 4 月末

日 

 

4 3（2）オ(ウ)a 

運用業務報告書及び保守

業務報告書 

報告する月の翌

月末 

 各年度の最終月は

同月最終日 

 eMAFF の報告書を

作成すること 

5 3（2）オ(ウ)b 

運用実績報告書及び保守

業務報告書 

令和 9 年 3 月 31

日 

 

 eMAFF の報告書を

作成すること 

6 3（2）オ(ウ)c 

担当部署が情報システム

運用継続計画を作成又は

更新するための資料 

備考欄に記載 

 

 担当部署の求めに

応じて提出すること 

7 3（3）オ(ウ)d 備考欄に記載 

 

 担当部署の求めに

応じて提出すること 
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No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

クラウド構成を適切に見直

すための資料 

8 3(2)オ（ウ）e 

クラウドサービスの機能を

利用したソフトウェア情報

の出力結果 

備考欄に記載 

 

 担当部署の求めに

応じて提出すること 

9 3(2)オ（ウ）f 

農林水産省をエンドカスタ

マー（エンドユーザー）とし

て登録していることを証明

する書面 

備考欄に記載  担当部署の求めに

応じて提出すること 

10 3(2)オ（ウ）g 

パラメータシート 

備考欄に記載  運用保守の場合は

システム構成変更

時のみ提出すること 

11 3（2）カ（イ） 

障害報告書 

備考欄に記載  障害発生後、速や

かに提出すること 

12 3（6） 

マニュアル、Wiki の整備に

係る資料一式（マニュア

ル、Wiki 等） 

令和 9 年 3 月３１

日 

 

13 3（7）利用促進支援に係る

成果物一式 

令和 9 年 3 月 31

日 

 

14 3（10） 

会議開催結果 

備考欄に記載  会議の議事録は

Word 形式ファイル

で作成し、会議終了

後 3 日以内に担当

部署の承認を得た

上、メールで提出 

 各会議において受

注者が準備する資

料については、会議

開催前に担当部署

へメールで提出する

とともに、必要部数
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No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

を紙資料等で準備

すること。また、4

（15）の業務実施結

果報告書と合わせ

て当該年度分一式

を提出 

15 3（11） 

情報資産管理標準シート 

備考欄に記載  担当部署の求めに

応じて提出すること 

16 3（11） 

契約金額の内訳 

備考欄に記載  契約時：契約後速や

かに提出 

17 3（13） 

引継書 

令和 9 年 3 月 31

日 

 

18 3（14）イ 

本業務における作成デー

タ 

備考欄に記載  担当部署の求めに

応じて作成した全て

のデータを提出する

こと 

19 3（14）ウ 

データ消去完了報告書 

令和 9 年 3 月 31

日 

 

20 3（15） 

業務実施結果報告書 

令和 9 年 3 月 31

日 

 

21 3（2）、（3）、（4）要件定義

書、各種設計書、各種規

約 

担当部署が指示

する 

 担当部署との協議

により変更があった

場合、更新し提示す

ること 

22 3（2）、(3)、（4）ソースコー

ド、実行プログラム 

担当部署が指示

する 

 担当部署または制

度担当部署の求め

に応じて提出するこ

と 

23 3(2）、（3）、（4）テスト計画

書 

担当部署または

制度担当部署が

指示する 

 担当部署または制

度担当部署に承認

を得た成果物を提

出すること 

24 3(2）、（3）、（4）テスト結果

報告書 

担当部署が指示

する 

 担当部署または制

度担当部署へテスト
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No 
調達仕様書の記載箇所 

及び成果物名 
納品期日※ 備考 

完了後、速やかに

提出すること 

25 3（9）データ出力ツール 担当部署または

制度担当部署が

指示する 

 担当部署または制

度担当部署に承認

を得た成果物を提

出すること 

26 3（9）移行データ 担当部署または

制度担当部署が

指示する 

 担当部署または制

度担当部署の求め

に応じて出力した全

てのデータを提出す

ること 

※ 納品期日については、行政機関の休日を除いた日とする。 

 

（2） 成果物の納品方法等 

ア 成果物は、全て日本語で作成すること。 

イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方」（令和４年１月７

日文化庁審議会建議）を参考とすること。 

ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にす

ること。 

エ 成果物は Microsoft Office 形式で作成した後、PDF 形式に変換することとし、表３

に示す場合を除き、印刷物又は、電子データとして Office 形式及び PDF 形式の両

方を DVD-R 等の電磁的記録媒体に収録して 2 部納品すること。ただし、必要に応

じて受注者及び当省の協議により形式と納品方法は変更できるものとする。 

オ Microsoft Office 以外のアプリケーションソフトを使用する等の理由により、

Microsoft Office 形式以外のファイル形式で成果物を作成する場合には、当省のパ

ソコン環境で取り扱うことができない可能性があるため、事前に担当部署に確認し、

承認を得ること。 

カ 成果物の印刷に用いる用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列 4 番、必要

に応じて日本産業規格 A 列 3 番を使用し、2 穴のフラットファイル又はパイプファイ

ルで綴じること。その際、ステープル綴じは行わないこと。 

キ 納品後、当省において編集が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品する

こと。 

ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの

ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意する



32 
 

こと。 

ケ 納品する電磁的記録媒体について不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行

い、電子データの安全性を確認するとともに納品する電子データ以外に不正プログ

ラムが混入することのないよう適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関す

る情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日）を記載したラ

ベルを貼り付けること。 

 

（3） 成果物の納品場所 

紙媒体又は電磁気的記録媒体として提出を行う場合は、成果物は次の場所において引

渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではなく、本

調達においてはメールまたはファイル共有サービス（Microsoft SharePoint 等）による納品

も可とする。 

なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式（例：zip 等）

で提出すること。 

〒100－8950 

東京都千代田区霞が関 1-2-1 

当省大臣官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チーム 

 

5 業務実施条件 

（1） 履行条件 

ア 本業務の遂行に当たっては、3（2）イの運用計画書、保守計画書及び 3（2）エで作

成する運用実施要領及び保守実施要領に従い、本調達仕様書の内容及び担当部

署との協議によって実施すること。 

イ 業務終了時には業務完了届を令和9年3月31日までに担当部署に提出すること。 

ウ 法基準として日本国内法を適用すること。 

エ 本業務に使用する言語（会話によるコミュニケーションを含む。）は日本語、数字は

算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。 

オ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、

受注者の責任と負担において用意すること。また、必要に応じて担当部署の職員

が現地確認を実施することができるものとする。 

 

（2） 貸与条件 

ア 本業務の遂行に必要な貸与物品がある場合は、事前に担当部署と協議の上、貸

与申請を行うこと。 

イ 貸与された物品は、厳重な管理を行い、貸与期間終了後は速やかに返却すること。

また、貸与期間終了前であっても、必要がなくなった場合には速やかに返却するこ



33 
 

と。 

 

（3） 前提条件 

ア eMAFF は、農林漁業者等の申請者が行政手続等のために利用し、その情報が蓄

積されているシステムであり、保守作業を実施する場合においては、業務停止等

の事案が発生しないように十分留意し、必ず担当部署の承認の下で行うこと。なお、

設定変更等が必要な場合は、事前に十分な打合せを実施した上で、本業務受注

者の責任により協議及び調整を図りながら円滑に行うこと。 

イ 令和 8 年 10 月（予定）に次期オンライン申請システムの稼働を予定しており、次期

オンライン申請システムの開発・運用保守事業との適切な連携の下、制度運用に

支障が生じないよう対応すること。 

ウ 作業過程において疑義が生じたときはその都度担当部署に連絡し、指示を受ける

こと。また、調達仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、担

当部署と協議し、原則本業務受注者の負担と責任で実施すること。 

エ 本業務において、諸事情により契約の変更が必要となった場合、担当部署の求め

に応じ協議すること。 

オ クラウドサービス、ハードウェア及びソフトウェアのベンダとの間でサポート契約を

締結する場合は、契約締結後、速やかに関連する業者との契約書の写しを担当部

署に提出すること。 

 

6 作業の実施体制・方法 

（1） 作業実施体制 

本業務における重要なステークホルダーを以下に示す。必要に応じて、以下のステーク

ホルダーと連携できる体制を準備すること。  
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図 9 本業務における組織等の体制 

 

表 5 本業務における組織等の役割 

№ 組織等 本業務における役割 

1 PMO(全体管理組織) ・ PMO：農林水産省の全体管理組織。クラウド利用を

含む情報システムに関する各PJMOからの問い合わ

せを受け、対応、助言・指導等を行う。 

2 PJMO ・ eMAFFの管理組織として本業務の進捗等を管理す

る。 

3 MAFFクラウドCoE ・ 担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及

びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。 

4 関係部署 ・ eMAFFを利用する関係部署として、適宜相談に応じ

る。 

5 省外組織 ・ それぞれの組織が所管するシステムや制度と

eMAFFが連携できるよう、適宜、確認や相談に応じ

る。 

6 デジタル庁 ・ 省庁のデジタル化へ向けた方針や本業務推進にあ

たり相談・指導・助言等を行う。 

7 eMAFF運用支援事業者（ア

カウント付与、コールセンタ

ー） 

・ eMAFFのコールセンターに係る業務を実施する。 

8 Salesforceライセンス購入事

業者 

・ eMAFFのライセンス購入に係る業務を実施する。 

9 農林水産省次期オンライン

申請システムの追加開発・

運用・保守業務 

・ 次期オンライン申請システムの導入・追加開発・運

用保守等を行う。 

省外組織

デジタル庁(法⼈認証
プラットフォーム)

地⽅公共団体
情報システム機構

(LGWAN)

各地⽅⾃治体
(審査業務従事)

当省の関係機関
(各種制度の実施)

農林⽔産省

PMO
(全体管理組織)

関係部署

××⼿続(A局C課)

△△⼿続(D局E課)

〇×⼿続(F局G課)

PJMO

デジタル庁

〜

確認・調整等

連絡
調整
等

⼤⾂官房
デジタル戦略グループ
デジタル政策推進チーム

(担当部署)

⼤⾂官房政策課
（MAFFアプリ担当部署）

デジタル変⾰推進
（部・局・庁）

業務改⾰推進専⾨官
業務改⾰推進専⾨職

MAFFクラウドCoE
(総合的な技術⽀援組織)

相談・指導
助⾔等

農林⽔産省次期オンライン申請システムの
導⼊に係る事業者

次期オンライン申請
システム追加開発・
運⽤・保守事業者

次期オンライン申請
システム導⼊及び

eMAFFからの移⾏に係る
コンサルティング事業者

現⾏eMAFFの運⽤保守に
係る事業者

（本件受注者）
eMAFF運⽤保守等
業務事業者

・業務全体管理者
・運⽤保守管理者
・運⽤保守作業担当者

eMAFF
運⽤
⽀援
業務
事業者

アカウント
付与
・

コール
センター

Salesforceライセンス
購⼊事業者

契約
関係

連携

連携

契約
関係

連携
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№ 組織等 本業務における役割 

事業者 

10 農林水産省次期オンライン

申請システムの導入及び 

現行eMAFF からの移行に

係るコンサルティング業務 

・ 農林水産省次期オンライン申請システムの導入及び

現行eMAFFからの移行に係るコンサルティングを行

う。 

11 業務全体管理者 ・ 本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決

定の責任を持つ。 

・ 原則として、定例会議、重要又は緊急時の打合せに

は必ず出席する。 

・ PJMOとの連絡窓口となり、各種調整を行う。 

12 運用保守管理者 ・ 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務の運用

保守を担う。 

・ 運用保守のチームリーダとして作業状況を管理す

る。 

・ 全体セキュリティ設計の監督、クラウドネイティブなセ

キュリティ設計を実施する。 

13 運用保守作業担当者 ・ 運用保守管理者の管理の下、その指示に基づいて

各作業を実施する。 

 

（2） 作業要員に求める資格等の要件 

受注者は、本業務の業務全体管理者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・

経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とする

こと。 

本業務にあたるシステムエンジニアは、当省に対して問題解決に資する情報を的確か

つ速やかに提供できる技術力を有すること。 

アからオまでに示す者を配置することとし、原則、同一要員の兼務は認めない。ただし、

作業量を勘案し兼務が効率的かつ効果的であると認められる場合は、体制図等にて説

明を行うことで兼務を可能とする。なお、同一要員が全ての資格・実績を保有していない

場合は、当省との協議により、同一チーム内の複数名で資格・実績要件を満たすことを認

める場合がある。 

ア 業務全体管理者 

本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ者として以下の

全要件を満たす者を配置することし、定例及び重要かつ緊急時の打合せには漏れなく

参加すること。 

(ア) プロジェクト管理の経験を 5 年以上有し、標準ガイドラインを熟知しており、本

業務実施範囲について、EVM（Earned Value Management)を用いたプロジェクト

管理を行えること。 

(イ) ＰＭＰ (Project Management Professional)若しくは情報処理技術者(プロジェク
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トマネージャ)のいずれかの資格を有すること。 

イ 運用保守管理者 

業務全体管理者の指揮・総括の下で運用保守や全体セキュリティ設計の監督、クラ

ウドネイティブなセキュリティ設計を担い、作業状況を管理するチームリーダとして以下

の全てを満たす者を配置すること。 

(ア) 直近 5 年間に、業務管理者レベルの役職で、クラウドサービスを用いたシステ

ムの運用保守業務の実績を有すること。 

(イ) IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の情報処理技術者試験の高度試験の

うち、ネットワークスペシャリスト試験、又は IT サービスマネージャ試験のいず

れかに合格している、若しくは IPA の情報処理安全確保支援士の認定資格を

有すること。 

(ウ) 情報処理安全確保支援士、CISSP、CISM 等と同等のセキュリティに関する知

識・能力を有すること。 

ウ 運用保守作業担当者 

運用保守管理者の下で各作業を実施する担当者として、情報システムの運用保守

業務の経験年数を 2 年以上有する者を 1 名以上配置すること。 

運用・保守を行う担当者には、以下の資格のいずれかを有する者を１名以上配置す

ること。 

AWS solutions architect associate / AWS solutions architect professional 

本業務 を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる以下

（ア）から（ウ）までの業務遂行能力を有すること。 

(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力 

(イ) 課題・改善点を識別し、改善する能力 

(ウ) 担当する職務に応じた技術力（クラウド業務を実施する場合は、（AWS）のスキ

ル） 

エ 運用保守の作業体制全体として満たすべき要件 

(ア) 総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用した情報システムの運用保守の業務経

験を有するメンバーを配置すること。 

(イ) 政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に関する知見等の

情報セキュリティに関する知識や経験を有し、IPAの情報処理技術者試験の情

報処理安全確保支援士試験に合格又は同等の資格・知識を有するメンバーを

配置すること。 

(ウ) 標準ガイドラインに基づいた運用保守の業務経験を有するメンバーを配置する

こと。 

オ 保守作業の管理 

(ア) コミュニケーション管理 
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保守実施要領に基づき、関係者間のコミュニケーションの円滑化、認識相違の

防止を目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。 

a 保守実施要領の一部として、プロジェクト管理情報の作成、共有、蓄積等

のルールや本プロジェクトの意思決定プロセス等のコミュニケーション管

理計画を定義し、当省の承認を受けること。 

b メール、電話等のコミュニケーションルールを定めること。電子データの

授受について、効率的な情報共有を図る観点から、ファイル共有サービ

スやツールの利用について、情報セキュリティ対策や将来的なデータの

引継ぎについて考慮の上で検討し、担当部署に提案すること。 

(イ) 体制管理 

担当部署が承認した体制や要員計画について、原則として作業期間中の要員

の変更は認めないが、やむを得ず変更する場合は速やかに変更予定の体制図

を提出し、当省の承認を得るものとする。保守実施要領において、体制変更にお

けるプロセスを規定すること。 

(ウ) インシデント管理 

保守作業に係るインシデントについて適切に管理を行い、インシデントへの対

応状況が判別できるよう対応履歴を記録として、インシデントに係る対応が完了

した場合は、担当部署に報告し承認を得ること。 

(エ) 課題管理 

保守業務の実施に当たって、様々な局面で発生する課題について、課題の認

識、対策の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすること。 

a 課題管理に当たっては、課題内容、影響度、優先度、発生日、担当者、

対応策、対応状況、対応結果、解決日等の内容を一元管理すること。こ

れら以外に必要と考えられる項目についても、管理すること。 

b 担当部署と課題等を共有するために、起票、検討、対応及び承認といっ

た一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。 

c 各作業の進捗状況を担当部署へ毎月報告を行うこと。 

d 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取り組むこと。 

e 重大な課題が発生した場合には、あらかじめ定めたエスカレーション手

続に従って速やかに担当部署に報告し、対応策について協議すること。 

f 上記 a から e までに示した管理手法以外についても、有効と考えられる

手段については積極的に提案し、担当部署の承認の上、当該管理手法

を用いた管理を行うこと。 

(オ) ドキュメント管理 

作業に係る設定変更を行った場合は、設計書（機器構成一覧（ライフサイクル

情報を含む）、ネットワーク構成図）に速やかに反映し、設定変更後 5 日（行政機
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関の休日を除く。）以内に設計書を提出するとともに、担当部署の承認を得ること。 

なお、対応実績及び予定は、ドキュメント管理一覧として整理すること。 

(カ) 貸出データ管理 

障害調査、不具合調査、拡張の調査等で、担当部署からシステム、ログ及びそ

の他のデータの借用を行う場合には、貸出データ及びその目的を記載したデータ

貸与及び消去報告書を作成して担当部署の承認を得ること。また、貸出データに

ついては管理台帳を作成して管理するとともに、データの状況（調査中、返却済

み、消去済み等）について、毎月担当部署に報告すること。 

なお、返却又は消去については対応後、速やかに担当部署に報告すること。 

 

（3） 作業場所 

本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、

受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施す

ることができるものとする。 

 

（4） 作業の管理に関する要領 

受注者は、当省が承認した運用実施要領及び保守実施要領に基づき、作業に係るコミ

ュニケーション管理、体制管理、進捗管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、

変更管理、情報セキュティ対策を行うこと。 

 

7 作業の実施に当たっての遵守事項 

（1） 機密保持、資料の取扱い 

ア 受注者は、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規

則」（平成 27 年農林水産省訓令第 4 号。以下「セキュリティ規則」という。）、「農林

水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明

を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、セキ

ュリティ規則は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」

（以下「統一基準群」という。）に準拠することとされていることから、受注者は、統一

基準群の改定を踏まえてセキュリティ規則が改正された場合には、本業務に関す

る影響分析を行うこと。 

イ 「別紙 7 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこ

と。 

ウ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 

(ア) 請け負った業務以外の目的で利用しないこと。 

(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 

(ウ) 持出しを禁止すること。 
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(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万

一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責

任を負うこと。 

(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行

い復元不可能な状態にすること。 

(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めるこ

とや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。 

(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデ

ータの提供や調査等に協力すること。 

(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコ

ードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン（DS-200）を元に、情報

セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべての

ライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。 

 

（2） 遵守する法令等 

ア 本業務の実施において、民法、著作権法、不正アクセス禁止法、行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律等の関連法規等を遵守すること。また、当省の

規程等を遵守すること。その際、当省と協議の上、必要な手続を実施すること。 

イ 受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。  

(ア) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

（昭和 54 年法律 49 号） 

(イ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

(ウ) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100

号） 

(エ) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号） 

(オ) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

(カ) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

 

（3） 個人情報の取扱い 

ア 個人情報の取扱いに係る事項について当省と協議の上決定し、書面にて提出する

こと。なお、以下の事項を記載すること。 

(ア) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責

任者等の管理体制 

(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結果に

おいて問題があった場合の対応等） 

イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義
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務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施

し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、当省

の了承を得た上で実施すること。 

ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実

施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないよう

に破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確

認し、その保証をすること。 

エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）の漏えい等安

全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等の

ため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧

等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。 

オ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契

約解除の措置を受けるものとする。 

カ 受注者は、当省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年 1

回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の

受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱

いに係る業務を再請負する場合は、受注者（必要に応じ当省）は、原則として年 1

回以上の再請負先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検

査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。 

 

（4） 環境負担低減に係る遵守事項 

受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の

最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを「別紙 8 環境負荷低減のクロス

コンプライアンス実施状況報告書」に記載して提出すること。なお、全ての事項について

「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～エの

各項目について、一つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利

用等）の実施に努める。 

ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

エ みどりの食料システム戦略の理解に努める。 
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（5） 標準ガイドラインの遵守 

本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイド

ライン（政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたド

キュメント）に該当する以下の①から⑥に基づくこと。また、具体的な作業内容及び手順

等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。な

お、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、そ

の内容に従うこと。 

①DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 

②DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針 

③DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン 

④DS-900 Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン 

⑤DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い 

⑥DS-920 行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン 

 

（6） その他文書、標準への準拠 

ア 当該調達案件の業務遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画書

との整合を確保して行うこと。 

イ 当該調達案件の業務の管理に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト管理

要領との整合を確保して行うこと。 

ウ 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セ

キュリティ水準の低下を招かないこと。 

(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。 

(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。 

(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プロ

グラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 

(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等

がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケ

ーション・コンテンツの提供先に与えること。 

(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージ

ョンのＯＳやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低

下させる設定変更を、ＯＳやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、

アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 

(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する

情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーショ

ン・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。 
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(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。

なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当

部署から農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに

基づき必要な作業を行うこと。 

(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供

に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテ

ンツの作成及び提供を行うこと。 

エ 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。

また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイド

ラインの関係資料」を参考とすること。なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが

改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。 

オ 納入候補となる機器・役務等について、提案書の提出期限までに、担当部署へ機

器等リスト（区分（ノート PC 等）、製造業者・役務実施業者名、業者の法人番号、製

品名・役務実施場所、型番等を記載したリスト）を提出することとし、農林水産省に

おいてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、速

やかに担当部署に確認した上で、代替品の選定等、納入候補となる機器・役務等

を見直すこと。 

カ 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方

針書（令和 5 年 10 月）」に基づくこと。 

キ 業務の遂行に当たっては、生成 AI を活用する場合、「デジタル社会推進標準ガイド

ライン DS-920 行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラ

イン 別紙 3 調達チェックシート」の基本項目を満たすこと。本業務においては、「国

民等による農林水産省外利用の場合」、「個人情報、プライバシー、知的財産を取

り扱う場合」の項目もそれぞれ満たすこと。行政の進化と革新のための生成 AI の

調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その

内容に従うこと。 

ク 本システムのソフトウェアの内、Spring Boot、Zulu については、令和 8 年にサポー

ト期限を迎えることから、本調達において指定するバージョンとするとともに、アプリ

ケーションソフトウェアの改修を実施すること。 

 

（7） 監査の実施 

本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観

的に評価するために、当省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、当省が

定めた実施内容（監査内容、対象範囲、実施者等）に基づく情報システム監査を受注者

は受け入れること。（当省が別途選定した事業者による監査を含む。） 

情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担
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当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 

 

8 成果物の取扱いに関する事項 

（1） 知的財産権の帰属 

ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第21条

から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受注者が本調達の実施の従前から

権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可

能と示されたもの以外は、全て当省に帰属するものとする。 

イ 受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成（情報システム

の構築等を含む。）する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署

に説明するとともに、WEB サイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等に

よりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措

置を講じること。 

ウ 当省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、

改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開

示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、

及びこれらの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）ができるものと

する。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により当省がその

業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したと

きは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等

について協議するものとする。 

エ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担

及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者

は、当該既存著作物の内容について事前に当省の承認を得ることとし、当省は、

既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様

に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら

当省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理するこ

と。この場合、当省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な

範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

オ 本調達に係る成果物の権利（著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権

利を含む。）及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき当省に移

転するものとする。 

カ 受注者は当省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者を

して行使させないものとする。 

キ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為
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に十分配慮し、これを行わないこと。 

ク 生成 AI を活用したシステムを構築・運用する場合、生成 AI で作成したアウトプット

や本業務で作成した生成 AI 向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属

するものとする。 

 

（2） 契約不適合責任 

ア 農林水産省は検収（「検査」と同義。以下同じ。）完了後、成果物について調達仕様

書との不一致（バグも含む。以下「契約不適合」という。）が発見された場合、受注

者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下「追完」という。）を請求

することができる。この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。ただ

し、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産

省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方

法と異なる方法による追完を行うことができる。 

イ 前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされな

いときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請

求することができる。 

ウ 前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の

経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。 

(ア) 追完が不能であるとき。 

(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達すること

ができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。 

(エ) （ア）から（ウ）までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追

完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

エ 農林水産省は、当該契約不適合（受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

に限る。）により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができ

る。 

オ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなさ

れない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契

約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を

解除することができる。 

カ 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不

適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後１年以内に当該契約不適合

について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に

係る請求をすることができない。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不

適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注
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者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。 

キ 前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が当省の提供した資料等又

は当省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその

資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでな

い。 

 

（3） 検収 

ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに当省に内容の説明を実

施して検収を受けること。 

イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修

正、改修、交換等を行い、変更点について当省に説明を行った上で、指定された日

時までに再度納品すること。 

 

9 入札参加資格に関する事項 

（1） 競争参加資格 

ア 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

イ 令和 7・8・9 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、

競争参加資格を有する者であること。 

 

（2） 実績等 

応札者は、本調達の実績以前 5 年以内に、クライアント端末が 3,000 台以上を有し、か

つ、全国規模の情報ネットワークシステムの設計開発、運用保守を行った実績を複数有

するものであること。また、受注者は、本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて

運用・保守を行った実績を過去 3 年以内に有すること。ただし、実績があったとしても、情

報システムの受注者から請負、委任、代理又は下請けされたものである場合は、ここでい

う実績には含まれない。 

 

（3） 公的な資格や認証等の取得 

ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は｢ISO9001」（登録活

動範囲が情報処理に関するものであること。）の認定を、業務を遂行する組織

が有しており、認証が有効であること。 

(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステ

ムを有している事業者であること（管理体制、品質マネジメントシステム運営規
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程、品質管理手順規定等を提示すること。）。 

イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」

の認証を有しており、認証が有効であること。 

(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定

を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立して

いること。 

(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に

認定された事業者であること。 

ウ 応札者は以下のいずれかの条件を満たすこと。 

(ア) クラウドサービスプロバイダーから代理店の認定を受け、かつ AWS Solution 

Provider Program（SPP）の登録を受けていること。加えて、本案件の関係者が、

日本国内のクラウドサービスプロバイダーから日本語で契約や技術に関する

サポートを受けられる商流であること。 

(イ) 国内企業のディストリビュータ経由でクラウドサービスの再販が可能であること。 

 

（4） 複数事業者による共同入札 

ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に

責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札

を行うこと。 

イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結

し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事

業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者

間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含め

ること。 

ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札へ

の参加を行っていないこと。 

エ 共同事業体の代表者は入札参加資格の全て、共同事業体の構成員は入札参加

資格のうち全省庁統一資格における格付以外のものを満たすこと。 

オ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要

件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成す

る事業者のいずれかにおいて満たすこと。 

 

（5） 入札制限 

ア 本業務を直接担当する農林水産省 IT アドバイザー（デジタル統括アドバイザーに

相当）、当省全体管理組織（PMO）支援スタッフ及び当省最高情報セキュリティアド
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バイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条に規定する親

会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社、請負先等緊密な利害関係を有する

事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。 

イ 次の事業者（再請負先等を含む。）及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号）第 8 条に規

定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊

密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。 

(ア) 「令和 7 年度 eMAFF 脆弱性診断及び運用計画等検討支援業務」及び「令和 7

年度農林水産省次期オンライン申請システムの導入及び eMAFF からの移行

に係るコンサルティング業務」の受注事業者 

(イ) 「令和 8 年度農林水産省次期オンライン申請システムの導入及び eMAFF から

の移行に係るコンサルティング業務」の受注事業者 

 

10 再請負に関する事項 

（1） 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件 

ア 受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。 

イ 受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはで

きない。 

ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

オ 再請負を行う場合、再請負先が「9（5）入札制限」に該当しないこと。 

 

（2） 承認手続 

ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あ

らかじめ再請負の相手方の商号、名称及び住所又は再請負を行う業務の範囲、再

請負の必要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を当省

に提出し、あらかじめ承認を受けること。 

イ 前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再

請負に関する書面を当省に提出し、承認を受けること。 

ウ 再請負の相手方が更に請負を行う等複数の段階で再請負が行われる場合（以下

「再々請負」という。）には、当該再々請負の相手方の商号又は名称、住所及び

再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。 

 

（3） 再請負先の契約違反等 

再請負先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義
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務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、当省は、当該再請負先への

再請負の中止を請求することができる。 

 

11 クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項 

・ 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利が

クラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイ

ダーに移転されるものでないこと。 

・ 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省をエンドカ

スタマーとしてクラウドサービスの再販を行うこと。 

・ ガバメントクラウドでも MAFF クラウドでもないクラウドを使用する場合は、情報システム

で取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダ

ーに移転されないクラウドサービスプロバイダーのみを使用すること。なお、ISMAP を取

得したクラウドサービス（SaaS）を利用する場合は当たらない。 

・ クラウドサービスの利用にあたり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を

講じること。 

・ 現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサ

ービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明

する資料を提出すること。なお、クラウドサービスの契約を移管する場合は当たらない。 

 

12 その他特記事項 

（1） 入札公告期間中の資料閲覧等 

本業務の実施に当たり参考となる資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。

なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整す

ること。 

ア 資料閲覧場所 

資料閲覧場所は本省（東京都千代田区霞が関 1-2-1）とし、会場となる部屋は担当

部署から別途連絡する。 

イ 閲覧期間及び時間 

(ア) 公告日から提案書締切前日まで 

(イ) 行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。（12 時から 13 時を除く。） 

ウ 閲覧手続 

最大 5 名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を「別紙 9 資

料閲覧申請書」に記載の上、閲覧希望日の 5 日（行政機関の休日を含まない。）前ま

でに農林水産省大臣官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チームに提出する

こと。また、閲覧日当日までに「別紙 10 機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。 

エ 閲覧時の注意 



49 
 

閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、

本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写

等による閲覧内容の記録は行わないこと。 

なお、MAFF クラウドを利用する場合は、資料閲覧時に守秘義務に関する誓約書を

提出した事業者に、以下のカ（ウ）についてデータで提供することは可能であるため、

必要に応じて申し出ること。 

オ 連絡先 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループデジタル政策推進チーム 

電話 03-3502-8438 

メールアドレス emaff_re@maff.go.jp 

カ 事業者が閲覧できる資料 

閲覧に供する資料を次に示す。 

(ア) プロジェクト計画書 

(イ) eMAFF に係る開発業務及び運用保守業務の成果物（令和 6 年度、令和 7 年

度の成果物） 

(ウ) 農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料 

※令和 7 年度の成果物については、本公告時点までに納品された成果物を閲

覧対象とする。 

 

（2） その他 

ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が

優先する。 

イ 本調達仕様書について疑義等がある場合は、応札希望者は「別紙 11 質問書」に

より質問すること。なお、質問に対する回答は適宜行うこととする。 

ウ MAFF クラウド CoE からクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた

場合に協議の上、対応を行うこと。また、指導・監査において、クラウド環境の確認

が必要と判断された際には、MAFF クラウド CoE からの要請に基づき、リードオンリ

ーの IAM ユーザーを払い出すこと。 

エ 9 入札参加資格に関する事項の証明、「別紙 7 情報セキュリティの確保に関する

共通基本仕様」Ⅺ 資料等の提出における証明書類について、「別紙 12 証明書

別添資料」の回答欄に添付した資料の名称、提案書の該当ページまたは記載をも

って事実を回答し、提案書等の提出時に証明書に添付書類と共に添付すること。

なお、該当しない項目については、回答欄にその旨を記載すること。 

 

13 附属文書 

別紙１ 要件定義書 
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本書の位置付け 

本書においては、令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書記載の業務を実施するにあたり必要な

共通申請サービス（以下「eMAFF」という。）の前提となる共通の事項と要件を記載したものとなる。 

1. 業務要件 

1.1. 業務実施手順に関する事項 

（１） 業務の範囲 
本業務は、eMAFF の運用保守等業務及び業務個別のアドオン対応となる。本業務では、eMAFF を利

用し、職員実装により制度、手続毎に申請の電子化を行い、申請・審査を実施する。eMAFF における対

象業務範囲及び対象業務一覧を、以下に示す。 

 
【eMAFF における対象業務範囲】 

 

 
 

【eMAFF における対象業務一覧】 

担当名 制度名 業務名 付属書参照先 

農林水産省共通 共通申請業務 1-1.アカウント管理 ・付属書①_機能要件一覧 

・付属書②_システム化業務フロー 

・付属書③_画面一覧 

・付属書④_帳票・ファイル一覧 

・付属書⑤_情報・データ一覧 

・付属書⑥_外部インターフェース一覧 

1-2.申請、審査、通

知 

1-3.職員実装 

1-4.集計 

1-5.お知らせ 

1-6.問い合わせ 

1-7.ログ管理 

1-8.ポータル管理 

1-9.マスタ管理 
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担当名 制度名 業務名 付属書参照先 

1-10.台帳管理 

 
 

1.2. 申請方法のパターン 

eMAFF にて対応する電子申請の方法は大別して以下 5 つのパターンに分類される。 

① 申請者本人による申請 

申請者本人が PC 等により電子申請を行う 

 
② グループによる申請 

複数の経営体を構成員としてグループを構成して、そのグループで提出(電子申請)を行う 
 

③ 申請支援組織等による申請（機関的代理申請） 

申請者から代理申請の権限を付与された農業協同組合や民間の支援センター等の代理申請

組織の職員が、申請者の意思（紙による申請書等）を確認し、代わりに申請情報の入力及び

提出(電子申請)を行う 
 

④ 申請代行者(行政書士等)による申請(個別的代理申請) 

申請者から委任を受けた行政書士等の申請代行者が、申請者に代わって申請情報を入力し

て、提出(電子申請)を行う 

 

⑤ 審査機関の職員による申請(自組織名義の申請) 

審査機関の職員が自組織名義で申請情報を入力して、提出(電子申請)を行う 

 

 

1.3. 時期・時間に関する事項 

（１） 本業務の時期・時間 
eMAFF で行う業務は、夜間等でのメンテナンスによる一時停止を除き、原則 24 時間 365 日サービ

ス提供できることとする。 
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2. システム方式要件 

2.1. 目的 

システム方式要件は、本システム（共通申請プラットフォーム及び付随する基盤、サービスを指す）全

体の概要及び本システムに求められる全体方針を整理、定義したものであり、設計工程において、物理

的な構成等とともに、詳細化されるものとする。 
 
 

2.2. 前提事項 

（１） 本システムの利用環境 
本システムは、農林水産業に従事する申請者又は、グループの申請者、自治体の職員、当省（林野

庁及び水産庁を含む。以下「当省」という。）の職員等、複数の種類のユーザが複数の環境から利用す

ることを前提とする。 
そのため、本システムを利用する端末やブラウザについては Windows OS における Edge 及び

Chrome、iOS における Safari、Android における Chrome の調達時点の最新バージョンに対応することと

するが、詳細なバージョンやブラウザに制限が存在する場合は設計時に当省に確認の上決定すること。 

また、ユーザと各ユーザが使用するネットワーク環境は以下のとおり。 
 

 
 
※1:自治体職員が用いる端末は、LGWAN のみに接続できる端末、インターネットのみに接続できる端末、

LGWAN 端末であるが VDI 上でインターネット接続できる端末が存在する。 

※2:運用保守担当者が、eMAFF が稼働するサーバに接続する際は、閉域網を通じて接続するものとす

る。 
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（２） 各ネットワークの特徴 
(ア) LGWAN 

総合行政ネットワーク（LGWAN）は、地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークで

あり、インターネットとは分離されている。自治体で職員が利用している端末は LGWAN 専用端末が

多いことから、本システムのうち共通申請プラットフォームは LGWAN に接続している端末でも利用

することを前提とする。共通申請プラットフォーム以外の構成基盤、サービスで LGWAN での利用に

制限がある場合は、予め当省と協議を行うこと。本システムでは LGWAN に接続している端末とイン

ターネットに接続する端末の双方から利用することとなる。 

本要件を実現するため、LGWAN 上にシステムを構築・接続する場合は LGWAN-ASP の規程類

（https://www.j-lis.go.jp/lgwan/asp/regulation/cms_15763841.html）に準拠する必要があり、本シス

テムの構成にも規程・制約が発生するものである。本システムの実現において当該規程に準拠す

ることをシステム方式の前提とする。 

なお、LGWAN は自治体単位で帯域が確保されているのではなく、都道府県等の一定の地域で

帯域が設定されているため、本システムの実現において LGWAN を利用する場合は各自治体の帯

域を踏まえて非機能要件の実現性を確保した設計とすること。 

 
(イ) LGWAN 接続の制約 

前述の LGWAN に接続するシステムを構築する場合、C-7-1 総合行政ネットワーク ASP ガイド

ライン 「4.3.1 閉域性の確保」等に示されている構成をとる必要があり、全体方式に影響を及ぼす。

本システムの実現方法として、SaaS や IaaS のクラウドを活用とする方法やデータセンターにサー

バ機器などを構築するオンプレミスの方法など、複数の実現方式を検討することができるが、どの

方法であっても LGWAN の規定や各種要件の内容に準拠することを前提とする。 

 
(ウ) ガバメントソリューションサービス 

デジタル庁が提供するガバメントソリューションサービス（以下、「GSS」という。）は、COVID-19 等

による今般の環境変化や社会を取り巻く共通課題をはじめ、政府が抱える現状の課題解決を目的

としたサービスとして整備及び提供するものである。2022 年度から 2023 年度にかけて、従前の農

林水産省統合ネットワークから段階的に移行された。 GSS に接続された端末からは、GSS を経由

してインターネットへ接続される。なお、沖縄総合事務局は、内閣府のネットワークを利用している。 

 
 

2.3. システム全体方針 

本システムの全体方針として、以下の点に留意し、設計を進める。 
（１） 汎用ソフトウェアの活用 

可能な限り汎用ソフトウェアの活用を図り、低コストでかつ効率的にシステム化を行う。 
 
（２） パブリッククラウドの活用 

本紙で示す eMAFF の要件を満たす構成として、パブリッククラウドをプラットフォームとし、SaaS やそ

の他 PaaS/IaaS 等を必要に応じて組み合わせることを可とする。その際には、手続等の追加やシステム

利用の増加等に応じて、柔軟にリソース等を調整し、構築・運用コストを最適化できること。 

 
（３） Ｗｅｂ対応のアプリケーション 

本システムの実現方式は Web 対応のアプリケーションとし、JAVA アプレット等の端末に対して実行

環境のインストールを必要とする仕組みは原則として使用しないものとする。 

 
（４） 開発容易性の実現 

eMAFF は、今後対象となる手続が追加となった場合や既存の手続が変更となった場合においても、

可能な限り複雑な開発を行わずに、画面レイアウトの作成や申請経路の設定変更レベルの作業につい

ては職員でも対応できるような開発容易性を求める。 
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eMAFF の対象となる手続は原則として BPR を行い、汎用的な機能で業務が行えることを前提とする

ことで、上記の開発容易性の範囲で手続の追加を行うこととする。一方、業務の特殊性等により汎用的

な機能ではカバーしきれない範囲は開発を行うということを前提として設計を行うこと。 

 
（５） 開発生産性及び保守性向上 

開発生産性及び保守性向上のため、画面、業務ロジック、データアクセスを極力疎結合な構造とし、

各々の変更における影響範囲を極小化するとともに、運用保守費用が肥大化しないような開発方策等

の選定に努めること。また、運用保守費用削減へ向けたシステム構成等の見直しを進めること。 
開発生産性向上のため、遷移制御、トランザクション制御、ログ出力等の業務処理とは直接関係のな

い機能を共通機能として実現する。 
 

2.4. システム構成 

令和 8 年度のシステム構成は、以下の【システム構成全体像】【各システムの概要】のとおり。また外

部システムとの連携については、【eMAFF 連携先イメージ図】【汎用受信等システム】【MAFF クラウド概

要図】に示す。 

なお、令和 8 年度末に向けて順次連携先システムとの連携解除及び資産の廃止を予定している。

MAFF アプリについては、令和 7 年度末にサービス終了予定、令和 8 年度初頭にリソース削除予定であ

る。連携解除及び離脱の想定スケジュールは令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書「別紙 4 

eMAFF システムの廃止離脱方針リスト」に示す。 

 

【システム構成全体像】 
 

 
【各システムの概要】 

名称 概要 
LGWAN-ASP 

サービス 

LGWAN と eMAFF 間を閉域網でセキュアに接続する。また、インターネットから eMAFF

にアップロードされた申請書等のファイルを、同サービスに含まれるファイル無害化サ

ービスにより無害化処理を施し、LGWAN を経由したアクセスにおいては無害化済みフ

ァイルのみにアクセス可能としている。 

共通申請 

プラットフォーム 

(帳票ツール 

含む) 

共通申請プラットフォームは、eMAFF の「認証機能」、「ポータル機能」、「ダッシュボー

ド機能」といった申請手続に依らない共通的な機能を提供する。また、各申請手続を

共通申請プラットフォーム上に実装するための「申請画面作成機能」「申請経路設定

機能」といった機能を提供する。また、帳票作成ツールと連携して、帳票作成機能を提
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名称 概要 
供する。 

共通申請プラットフォームで使用している 2025 年度時点のソフトウェア情報等につい

ては、以下のとおりとなる。 

ソフトウェア・・Azul Zulu 11  
IdP 認証基盤 eMAFF ID のアカウント作成、管理、保護、認証記録の集中管理及び連携されるシス

テムとのシングルサインオンの実現を行う基盤となる。また、個人事業主の本人確認

機能を有する。 

IdP 認証基盤・・Python3.12 

拡張 DB eMAFF で利用している SaaS では、ダウンロード可能なレコード数の上限があるなど、

ガバナ制限と呼ばれる制約がある。拡張 DB により制約を超えたデータ連携や大容量

のデータの格納や蓄積が可能となる。現在は、拡張 DB によりバックアップ・リカバリ機

能と申請データ等の台帳機能を実現している。 

なお、拡張 DB のデータ容量については、「4.3 規模に関する事項（2）データ量」を参考

に、受注者が要件に照らして提案するものとすること。 

拡張 DB で使用している 2025 年度時点のソフトウェア情報等については、以下のとお

りとなる。 

 

ソフトウェア・・Open JDK8、Spring Boot3.5、Spring Batch2.5、Spring Web2.5 

Spring Data JPA2.5、Spring Data Redis2.5、lettuce6.1 

アドオンサービス・・Heroku Postgres(PostgreSQL13.3)、Heroku Redis(Redis6.2)、

Heroku Connect、Heroku Scheduler、CloudAMQP 

大量データ処理 

サーバ 

申請一括登録、申請共有情報へのレコード追加処理などを用意し拡張 DB や共通申

請プラットフォームに対するデータ更新を行う。 

MAFF アプリ 【令和 7 年度末にサービス終了予定、令和８年度初頭にリソース削除予定】 

農林水産業従事者への政策情報の発信機能、プッシュ通知でのお知らせ機能、

eMAFF 及び eMAFF 地図からの通知機能、eMAFF の 2 要素認証機能、農薬検索機

能、eMAFF 申請に活用できる現地撮影機能等を提供する。 

なお、MAFF アプリで使用している 2025 年度時点のソフトウェア等の情報について、

以下のとおりとなる。 

 

プラットフォーム（Web）：AWS Elastic Beanstalk（Windows Server 2016、IIS 10.0、.NET 

Framework 4.6） 

プラットフォーム（DB） ：Amazon RDS for SQL Server（SQL Server Express 2016） 

ソフトウェア（API）：ASP.NET MVC 5、Swagger 2.0 

ソフトウェア（アプリ）：Visual Studio 2022 ＋ .NET8 ＋ .NET MAUI 9 

ソフトウェア（WEB）：Vue.js 3.2 + TypeScript 3.3 

API ハブ機能デ

ータ連携基盤 

申請に関連する省庁内の他システム、及び民間サービスとの他のシステムやサービ

スとのデータ連携を実現し、申請者情報により申請者本人の情報を取り寄せる機能等

を提供する基盤となる。 

なお、API ハブ機能データ連携基盤で使用しているサービスの情報については、以下

のとおりとなる。 

 

サービス・Anypoint Platform Base Subscription、API Manager and Analytics、Load 

Balancer for CloudHub、Anypoint VPNs 

MAFF クラウド 当省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏

まえ、令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計

画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」（令和 4 年 10

月５日に農林水産省行政情報化推進委員会決定）を策定した。情報システムのクラウ

ド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林水産省クラウド（以下、「MAFF クラウ

ド」）の共通機能を利用することを前提としたパブリッククラウドへの移行を進めることと
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名称 概要 
している。 

MAFF クラウドでは、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を

提供するとともに、パブリッククラウドへの移行・運用等の一連の工程における、PMO

による PJMO への総合的な支援活動を実施する。なお、総合的な技術支援を行う組

織を MAFF クラウド CoE と言う。 

これらの状況を踏まえ、本システムは MAFF クラウドの共通機能を利用することを前

提とする。 

MAFF クラウドの概要については、以下の【MAFF クラウド概要図】を参照すること。 

汎用受信等シス

テム 

MAFF クラウドの共通機能に接続することで、政府共通ネットワークを経由して歳入

金電子納付システムと連携可能とする。また、歳入金納付システムとの連携にあたっ

ては、オンライン連携とは別にファイル連携が必要となる。 
なお、システム構成については、以下の【汎用受信等システム】を参照すること。 

 
【eMAFF 連携先イメージ図】 

 

【汎用受信等システム】 

 

 
 

 

凡例 eMAFF地図

農林⽔産省他部局

農林⽔産省財務省

REPS受信箱
(MQ)REPS

農林⽔産省
共通申請サービス

農地ピン 筆ポリゴン農地ポリゴン農地台帳

MAFFアプリ
eMAFF ID

経営体
プロフィール

電⼦申請 標準マスタ

マルチSaaS 帳票サービス

共通申請 デジタル
地図

農林⽔産省共通
申請サービス
導⼊業務内
他システム

他省庁
システム

農産物検査 収⼊保険
システム

農業委員会
サポート
システム

農地情報公開
システム

農業共済事務処理
システム

農業共済事務処理
システム

農薬登録情報
システム

飼養衛⽣管理
システム

AI-OCR

AI-OCR

農林⽔産省

等

（令和7年度末終了）

拡張データベース

申請・台帳
データ
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【MAFF クラウド概要図】 

 

 
 

【IdP 認証基盤 AWS 構成図】 

 
 

 

2.5. システム稼働環境 

本システムに必要な環境は、下表【システム稼働環境】に示す 2025 年度の環境を参考に本要件の実

施及び障害リスクを極力排除し、受注者の負担と責任において構成を検討/準備を行うこと。準備した環

境にて、本システムの構築、開発、テスト等を行う。 

本番環境以外は、必要な時のみの稼働を想定する。なお、昨年度の環境構成を変更することも要件

実現の範囲で可能とするが、環境の変更、その他環境を追加する場合は、受注者の負担と責任を前提

に、当省と協議の上、影響が小さいように実施することとする。 

なお、稼働環境については、以下を満たすこと。なお、詳細については資料閲覧にて「農林水産省クラ

ウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。本業務の実施において、農林水産省クラウド利用

ガイドラインの改定があった場合は最新版を参照すること。 

(ア) MAFF クラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用すること。 

※なお、2025 年度利用しているクラウドサービスプロバイダーは：Amazon Web Services、
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Microsoft Azure である 

※MAFF クラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価

制度（ISMAP)の ISMAP クラウドサービスリストに登録されている 

(イ) MAFF クラウド共通機能については利用を前提とし、詳細については MAFF クラウドの関係者

と協議の上決定する 

(ウ) MAFF クラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバイダーが提供

するサービスを活用することを基本とするが、提供サービス以外に必要な機能に関しては、

MAFF クラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダー上に独自にシステム構築を行う 

(エ) Azure を採用する場合は、サブスクリプションの紐づけ先に MAFF クラウドが用意した

AzureAD テナントを設定すること。また、契約種別は原則として CSP 契約とすること 

 

【システム稼働環境】 

項番 環境名 概要 該当システム 

1 本番環境 システムが本番稼働している環境。 

 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・データ連携サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

2 ステージング環境

（ プ レ ビ ュ ー 未 適

用） 

本番環境に展開する前に動作確認

テストなどを行う環境。 

eMAFF 地図や農委サポートシステ

ム、収入保険システム等の他システ

ムとの試験用に利用する。 

（プラットフォームバージョンアップに

よるプレビュー未適用環境） 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

3 ステージング環境

（ 共 通 申 請 専 用 ）

（プレビュー適用） 

本番環境に展開する前に動作確認

テストなどを行う環境。 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

4 移行環境 既存システム等からのデータ移行を

行う環境。 

 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

 

5 習熟環境 行政機関等職員やその他審査機関

担当者がシステムの習熟のために研

修後に利用する環境。 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

6 職員実装 

環境 

制度担当者が職員実装機能を利用

して、申請手続画面を作成し、作成し

た申請手続のテストを行うための環

境。 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 
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項番 環境名 概要 該当システム 

7 ステージング環境

（プレビュー適用） 

項番 3 と同用途の、プラットフォーム

バージョンアップによるプレビュー適

用環境。 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 

8 ステージング環境

（ 共 通 申 請 専 用 ）

（ プ レ ビ ュ ー 未 適

用） 

項番 4 と同用途の、プラットフォーム

バージョンアップによるプレビュー未

適用環境。 

・共通申請プラットフォー

ム 

・拡張 DB サーバ 

・大量データ処理サーバ 

・IdP 認証基盤 

・LGWAN-ASP サービス 
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3. 機能要件の定義 
 機能要件の詳細は、各要件に関連する付属書を参照のこと。なお、調達の区別については、付属書内

の開発期間区分を参照のこと。 
 

3.1. 機能に関する事項 

既存の機能の改修又は廃止する要件については、「付属書①_機能一覧」、及び「付属書②_システム

化業務フロー」を参照すること。 

なお、当該資料の各機能は、設計工程において当省と協議の上、具体化されるものとする。また、要

件が記載されていても、効率的な申請、審査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見

直しを行うこと。 

 

3.2. 画面に関する事項 

汎用機能の機能に必要と想定される画面の概要については、「付属書③_画面一覧」を参照すること。

記載がある対象については、画面構成等については、設計工程において、具体化されるものとする。な

お、設計工程で「付属書③_画面一覧」に記載はないが、「付属書①_機能一覧」の対象で機能要件を実

現する際に必要となる画面については、当該一覧に追記の上、対象とすること。また、効率的な申請、審

査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 

 
 

3.3. 帳票・ファイルに関する事項 

本システムにおいて汎用的に必要となる帳票の概要については、「付属書④_帳票・ファイル一覧」を

参照すること。帳票・ファイルについては、設計工程において、具体化されるものとする。なお、設計工程

で「付属書④_帳票・ファイル一覧」に記載はないが、「付属書①_機能要件一覧」の対象で機能要件を実

現する際に必要となる帳票・ファイルについては、当該一覧に追記の上、対象とすること。また、効率的

な申請、審査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 

 
 

3.4. 情報・データに関する事項 

本システムにおいて必要な情報・データの概要及びデータ定義については、「付属書⑤_情報・データ

一覧」を参照すること。これらはダッシュボード等の機能を活用することで保守性、拡張性を高める工夫

をすること。なお、情報・データについては、設計工程において、具体化されるものとする。なお、設計工

程で「付属書⑤_情報・データ一覧」に記載はないが、「付属書①_機能要件一覧」の対象で機能要件を実

現する際に必要となる情報・データについては、当該一覧に追記の上、対象とすること。要件が記載され

ていても、効率的な申請、審査手続が行えるように、要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。 
 

3.5. 外部インターフェースに関する事項 

本システムにおける外部インターフェースの概要については、「付属書⑥_外部インターフェース一覧」

を参照すること。 

設計工程で「付属書⑥_外部インターフェース一覧」に記載はないが、「付属書①_機能一覧」の開発、

及び個別アドオン開発において機能要件を実現する際に必要となる外部インターフェースについては、

当該一覧に追記の上、対象とすること。また、要件が記載されていても、効率的な連携が行えるように、

要件の趣旨に照らして受注者にて見直しを行うこと。  
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4. 非機能要件の定義 

4.1. ユーザビリティ・アクセシビリティに関する事項 

（１） 情報システムのユーザの種類、役割、特性 
本システムのユーザの種類、役割、特性については、下記のとおり。 

 
No ユーザ 役割 特性 

1 行政機関等職員 申請者から提

出された申請

の 受 理 ・ 承 認

及び閲覧を行

う。また、新規

の行政手続等

が加わる場合

の他、制度改

正等で様式内

容等に変更が

あった場合等

に も 、 職 員 自

身が画面レイ

ア ウ ト の 作 成

や申請経路の

設定変更等を

行う 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるが、データベー

スの操作まではできない 

· 利用機器：パソコン、タブレット 

· 機器の用途：申請及び各種情報参照・集計、

並びに各種設定及びアカウント紐付等 

· 機器の設置場所：不定 

· 市町村、都道府県職員の場合、LGWAN また

はインターネット端末から接続する 

2 申請者 本 シ ス テ ム を

利用し、当省に

係る各種申請

を実施する 

 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるユーザから、パ

ソコンを触ったことがないユーザまで多様 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォン 

· 機器の用途：申請情報の確認及び各種情報

参照並びに各種設定等 

· 機器の設置場所：不定 

 3 その他審査機関等 申請者から提

出された申請

の 受 理 ・ 承 認

及び閲覧を行

う 

 

· PC スキル：パソコン上で基礎的な Excel 操作

等をほぼ問題なく完遂できるユーザから、パ

ソコンを触ったことがないユーザまで多様 

· 行政機関等職員を含む場合がある 

· 利用機器：パソコン、タブレット、スマートフォン 

· 機器の用途：申請及び各種情報参照・集計 

· 機器の設置場所：不定 

4 システム運用事業

者 

本システムの

保 守 ・ 運 用 作

業及び報告作

業等を行う 

· 円滑かつセキュアにシステム運用を実施でき

る IT スキルを持つ 

· 利用機器：パソコン 

· 機器の用途：本システムの保守・運用作業 
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（２） ユーザビリティ要件 
本システムに求めるユーザビリティ要件については、下記のとおり。なお、要件の具体化は設計フェー

ズで実施することとし、当省と合意の上進めること。 
 

 
No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

1 画面の構成  ユーザが想定する流れに沿った手順(画面遷移・タブの移動順

等)にすること 

 ユーザが必要な操作を想起しやすい画面構成とすること 

 出来る限り、最小限の操作、入力で届出・申請等ができるよう

な画面構成とすること 

 無駄な情報、デザイン及び機能を排し、簡潔で分かりやすい画

面であること 

 基本的なデザインには一貫性を持たせること 

 十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること 

 タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されることか

ら、アクセスした端末に合わせて適切な画面構成で表示される

こと 

2 操作方法の分かりや

すさ 

 無駄な手順を省き、最小限の操作、入力等でユーザが作業で

きるようにすること 

 画面上で入出力項目のコピー及び貼り付けができること 

 業務の実施状況によっては、ショートカットや代替入力方法が

用意されること（例えば、片手だけで主要な操作が完了するこ

とが求められたり、マウスを利用することが困難であったりする

場合が考えられる） 

 タブレットやスマートフォンからのアクセスが想定されることか

ら、タブレットやスマートフォンにおいては操作性を考慮し、適

度な表示サイズとなる画面構成にすること 

3 指示や状態の分かり

やすさ 

 操作の指示、説明、メニュー等には、ユーザが正確にその内

容を理解できる用語を使用すること 

 基本的な用語には一貫性を持たせること 

 必須入力項目と任意入力項目の表示方法を変えるなど各項

目の重要度をユーザが認識できるようにすること 

 システムが処理を行っている間、その処理内容をユーザが直

ちに分かるようにすること 

 操作する内容がすぐに分かるように、画面内に適度な説明を

記載し、ユーザが分かりやすく操作できること 

4 エラーの防止と処理  ユーザが操作、入力等を間違えないようなデザインやガイド(案

内)を提供すること 

 入力内容の形式に問題がある項目については、それを強調表

示する等、ユーザがその都度その該当項目を容易に見つけら

れるようにすること 

 必要に応じて確認画面等を設け、ユーザが行った操作または

入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること 

 重要な処理については事前に注意表示を行い、ユーザの確認

を促すこと 

 エラーが発生したときは、ユーザが容易に問題を解決できるよ

う、エラーメッセージ、修正方法等について、分かりやすい情報

提供をすること 
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No. ユーザビリティ分類 ユーザビリティ要件 

5 ヘルプ  ユーザが必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を利用

できるようにすること 

 
（３） アクセシビリティ要件 

本システムに求めるアクセシビリティ要件については、下記のとおり。なお、要件の具体化は設計フェ

ーズで実施することとし、当省と合意の上進めること。 
 

No. アクセシビリティ分類 アクセシビリティ要件 

1 基準等への準拠  JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通

信における機器，ソフトウェア及びサービス－第 3 部：Web コン

テンツ」の適合レベル AA に準拠することを目標とする 

2 指示や状態の分かり

やすさ 

 入力内容の形式に問題がある項目の強調表示やエラーメッセー

ジ等については、色の違いを識別しにくいユーザ（視覚障害者の

方等）を考慮し、可能な限り色のみで判別するようなものは用い

ないこと 

3 操作画面や操作手順

の分かりやすさ 

 申請者には、情報端末の操作に不慣れな方や情報システムの

仕組みに詳しくない方が存在すると想定されるため、操作画面

や操作手順の分かりやすさに配慮すること 

4 使用環境  一部の行政担当職員が使用する環境のネットワーク回線が脆

弱である場合があることを考慮すること 

 一部行政担当職員が使用する端末はインターネット接続が無

く、LGWAN 環境にあることを考慮すること 

 
 

4.2. システム方式に関する事項 

情報システムの構成に関する方針については「2. システム方式要件」を参照とする。 
 
 

4.3. 規模に関する事項 

（１） データ量 
【共通申請プラットフォーム】 

共通申請プラットフォームで取り扱うデータ量として、2025 年 4 月～7 月時点におけるデータ量は、

下記のとおり。なお、あくまで現時点でのデータ量実績のため、受注者は受注後時点でのデータ容量

及びレコード数の正確な実績数字を把握すること。また、データ統合環境に必要なデータ容量として

考慮すること。なお、令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書「別紙 4 eMAFF システムの廃止離

脱方針リスト」のとおり、2026 年度末に向けて順次 eMAFF 及び連携先システムとの連携解除に伴い、

データ容量及びレコード数は低減していくことを考慮すること。 
 

計測期間 

共通申請プラットフォーム 
データストレージ ファイルストレージ Big Object ストレージ 

使用制

限（GB） 
使用量

（GB） 
使用率

（％） 
使用量 / 使

用制限 

使用制限

（GB） 
使用量

（GB） 
使用率

（％） 
使用量 / 使

用制限 

使用制限 
（レコード数） 

使用量 
（レコード数） 

使用率

（％） 
使用量 / 使

用制限 

2025/4 463.9 294.8 64 786.1 450.3 57 51,000,000 44,095,763 87 
2025/5 463.9 296.3 64 786.1 462.3 59 51,000,000 38,150,182 75 
2025/6 463.5 299.2 65 786.1 476.8 61 51,000,000 38,234,146 75 
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2025/7 463.5 300.9 65 786.1 489.0 62 51,000,000 6,187 0.01 
*データストレージ、ファイルストレージの容量については salesforce の契約ライセンス種類とユーザ

ライセンス数に紐づき割り当てされる仕様である。 
 
 

【拡張 DB（データレイク領域相当）】 
拡張 DB（データレイク領域相当）格納の、6 台帳(農地台帳 、水田台帳、農業共済台帳、中山間地

域等直接支払に関する台帳、多面的機能支払に関する台帳、環境保全型農業直接支払に関する台

帳)分のデータ量及び共通申請プラットフォームで各制度の台帳データの対象となる申請データ量の

2025 年 9 月 24 日時点実績値は下記のとおり。なお、6 台帳のデータ連携は停止済。 
提供元 農業委員会

制度 （各農業

委員会等利用

システム）  

経営所得安

定対策  

   

農業共済  

  

 

多面的機能

支払  

 

中山間地域

等直接支払  

 

環境保全

型農業直

接支払  

 

データ内容 農地台帳 水田台帳 農業共済台

帳 

中山間地域

等直接支払

に関する台

帳 

多面的機能

支払に関す

る台帳 

環境保全

型農業直

接支払に

関する台

帳 

データ容量

（GB） 
74.37 0 85.05 0.8 3.96 0.33 

レコード数 

（万件） 
22,909 0 2,206 79 317 24 

*上記の数値については、農地情報紐づけ手法開発支援等業務仕様書別表「対象とする農地関係制

度及びデータについて」作成時点の数値を参照。制度により、地域ごとに運用が異なっているため実

態把握が難しいケースがあることや、既存の情報からの推計等も含んでいることに留意のこと。 
 

提供元 eMAFF 

データ内容 データベース格納の申請デ

ータ 

データ容量（MB） 16,854 

レコード数（万件） 623 

*上記の数値については、2025 年 9 月 24 日時点で過去 1 年間の eMAFF の申請データを確認した

数値を記載。 

 
（２） データ保管期間 

本システムのデータ保管期間は、原則 5 年間とする。ただし、制度・手続によって保管期間・対象範囲

が異なる場合はそれら制度・手続に準じること。なお、サービス提供終了時にデータを引き継ぐ際は、引

継ぎ後のデータ保管期間等及びデータレイクに格納した台帳データの保管期間については、別途当省

等と協議することとする。 
 
（３） 利用者数 

本システムにおける一定期間の業務処理量の目安として、本システムの 2026 年度推計値、または、

2025 年度申請受付終了(2026 年 3 月末時点)等における想定ユーザ数を以下に示す。あくまで現時点

での概算による利用者数の参考値であるため、受注者は運用保守事業者と連携し、実績及び実情に応

じて利用者数を把握し、システム利用に支障がないように計画的かつ柔軟に対応をすること。ただし、記

載の利用者数と大きく乖離が生じた場合は当省と協議により対応を決定すること。なお、個別アドオンに

関しても同様に、各個別アドオンの規模要件に照らし、システム利用に支障がないように計画的かつ柔

軟に対応をすること。なお、令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書「別紙 4 eMAFF システムの廃
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止離脱方針リスト」のとおり、2026 年度末に向けて順次 eMAFF 及び連携先システムの連携解除に伴い、

利用者数が低減していくことを考慮すること。 
 

【共通申請プラットフォーム】（2026 年度推計 ユニークユーザ数/月） 

項目 2025 年 4 月～10 月 2025 年 11 月～2026 年 3 月 

申請者 約 8,000 人 約 8,000 人 

審査者 約 8,000 人 約 6,500 人(順次離脱による減少) 

組織管理者 約 300 人 約 300 人 

システム管理者 約 70 人 約 70 人 

 
【コールセンター・ヘルプデスク】（2026 年度作業件数推計） 

 
 

 
 

【無害化情報ダウンロード数(時間当たりファイル数)】 

項目 2025 年度末（想定） 

最大時間当たりファイル数 約 40 

 

【LGWAN-SaaS 間 VPN 利用者数/月)】※月当たり審査者の 40%が利用する想定 

項目 2025 年度末（想定） 

利用審査者数 6,600 

 
【LGWAN ASP 回線帯域】 

項目 2025 年度末（想定） 

回線帯域(単位/Mbps) 48 

 
 

4.4. 性能に関する事項 

（１） 性能要件 

本システムのオンライン処理の性能として求める要件については、下記のとおり。 
  

No. ユーザ 要件 
1 行政機関等職員  応答時間について、基本的なリクエスト（20 項目・100 文字程度）に対

し 3 秒を基本の目標時間とすること 

 システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない十

分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を受け
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No. ユーザ 要件 
るため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 

※LGWAN 接続をする自治体に関しては、LGWAN との接続に鑑みて

ストレスを感じさせないレスポンスに留意すること 

※目標値の達成率は 90％とすること 

 

2 申請者  応答時間について、基本的なリクエスト（20 項目・100 文字程度）に対

し 3 秒を基本の目標時間とすること 

 システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない十

分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を受け

るため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 

※レスポンスタイムに外部システム連携処理は含まないものとすること 

※目標値の達成率は 90％とすること 

 

3 その他審査機関等  システムの応答時間については、ユーザにストレスを感じさせない十

分なレスポンスを確保すること 

※オンラインレスポンス値は、ユーザのネットワーク帯域の影響を受け

るため、サーバのアプリケーション処理時間とすること 

※その他審査機関等の内、例えば地域農業再生協議会の中には自

治体職員を兼ねる担当者も存在しており、LGWAN を介した接続が想

定される。そのため、LGWAN 接続をする自治体に関しては、LGWAN

との接続に鑑みてストレスを感じさせないレスポンスに留意すること 

 

4 システム運用事業者  円滑かつセキュアなシステム運用が実現できるレスポンスを確保する

こと 

 

 
 

4.5. 信頼性に関する事項 

（１） 可用性要件 

本システムの可用性に係る指標とその目標値については、下記のとおり。 

 

項番. 設定対象 指標分類 指標名 目標値 

1 eMAFF 稼働率 稼働率 年 99.5% 

 

（２） 可用性に係る対策 

本システムの冗長化等に対して求める対策要件については、下記のとおり。 

 アクセス頻度が高くなる 4 月～6 月の交付金を申請する期間に限らず、申請状況などを把握

するために集計処理を実施することから、円滑に業務を遂行できる可用性の対策を実施する

こと 

 対策により得られる効果と対策に要するコストの両面を考慮し、目標値に見合った最適な対策

を選択すること 

 365 日 24 時間の運用を目標とすること 

 通常時の負荷分散及び障害発生時の縮退運転を可能とすること 

 障害発生時にも業務が継続できるよう環境を整備し、待機系への切替えを可能とすること 

 障害時のデータ消失対策として、サーバ上のデータベースファイルは、冗長構成をとるものと

すること 

 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること 
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 異常な入力や処理を検出しデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること 

 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと 

 標準メンテナンスは、開始から 5 日前までに連絡すること 

 フェールソフト（障害発生時に、早期に原因を特定し縮退運転で動作させ続ける考え方）を念頭

に既存の環境において継続性を優先した開発設計及び保守・運用設計に努めること。また、フ

ェールソフトの実施にあたり費用を伴う大幅な変更が必要な場合、受注者は改善へ向けた提

案を行うこと 

（３） 完全性要件 

機器の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真

正性確保に係る対策要件については、下記のとおり。 

· 30 日分のアプリケーションログをいつでも閲覧可能とし、30 日以前のログも請求・取得可能と

すること 

· 自動でデータベースファイルのバックアップを取得し、必要に応じ手動バックアップも可能であ

ること 

· SaaS のサービス提供者側におけるバックアップ・リカバリを活用し、SaaS のシステム障害にお

けるリカバリは SaaS の提供内容を整理し、報告すること 

· アプリケーション不具合やオペレーションミス等でデータを復旧したい場合を想定し、バックアッ

プを取得し、取得したバックアップを元にリカバリできること。なお、取得するバックアップの保

持期間は、当省と協議の上、決定すること 

· バックアップの取得方法やバックアップにかかる時間はサービス停止等も含め当省と協議の

上、決定すること 

· リリース作業等における作業前のバックアップを行い、作業に失敗した際必要に応じてリカバリ

できること 

· 機器の故障に起因するデータの滅失や改変を防止する対策を講ずること 

· 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること 

· 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと 

· データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること 

· データの複製や移動を行う際に、その内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損して

いないデータを特定するための措置を行うこと 

· 電子データの送受信を行う際には、電子署名やタイムスタンプを用いることで偽造等から保護

することが可能であること 

 

（４） リスク低減施策 

· データの紛失や改ざんからデータを保護し、データの正確性及びデータの一貫性を保証するこ

と 
· プロバイダー提供による暗号化にてデータ保護が行われていること 
· ノード、リソース(CPU・メモリ・ディスク)、プロセス、ジョブ、データベースの監視を実施すること 
· 不正な通信を遮断する対策を講じることができること 
· 不正アクセスが無いか、攻撃検知・不正検知・防止ができること 
· マルウェアや Dos 攻撃に代表される、外部からの攻撃に対する対策が講じられていること 
· アプリケーション特有の脅威、脆弱性について対策すること 
· 権限設定により機能やデータに対する認可を制御できること 
· メジャーなブラウザの新しいバージョンが公開された際はテストを行うこと 

 
 

4.6. 拡張性に関する事項 

（１） 性能の拡張性 

本システムの性能の拡張性として求める要件については、下記のとおり。 
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· 処理能力やデータ保存領域を拡張又は縮小するための CPU、メモリ、ハードディスク等、導入

後の拡張性を有すること 

· システムユーザ数、データボリューム等の増減、ユーザ別業務システムの追加及び廃止にも

容易に対応可能な拡張性を有すること 

· サーバ負荷軽減の為、分散処理可能な構成であること 

 

（２） 機能の拡張性 

本システムの機能の拡張性として求める要件については、下記のとおり。 

· 2025 年度以降の電子化対象手続の増減や更改、統廃合、省内外の接続先システムとのイン

ターフェース、バッチ処理の追加及び廃止並びにユーザ種別の追加及び廃止に対応できるこ

となお、手続の追加及び廃止に際しては、画面や経路設定等を行政機関等職員にて行う可能

性がある点に留意すること 

· 行政機関が保持する審査系業務システム、マスターデータ系システム、データ活用基盤系シ

ステム、申請系システム、自治体システム等やその他民間サービスとの連携又は連携解除が

必要になった際、柔軟に対応できること 
· 本システムを介したデータ活用を図るため、申請者が自己の経営情報の管理・活用を可能と

する機能や申請者自身に適した申請の表示機能、補助金メニューなどの情報提供等の追加

及び廃止に対応できること 

· 本システムに依らずに個別に申請機能を設ける場合があることが想定されるため、その場合

に申請データについては申請システムで一元的に集約管理し、データ活用及び分析が可能と

すること。また、申請者を一意に特定するためのユーザ ID の発行・管理をできること 

 
 

4.7. 上位互換性に関する事項 

（１） 上位互換性の要件 

本システムの上位互換性として求める要件については、下記のとおり。 

· クライアント OS のバージョンアップに備え、OS の特定バージョンに依存する機能が判明して

いる場合は、その利用を最低限とすること 

· Web ブラウザ及び実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで

バージョンアップに対応できること 

· 契約期間中にアプリケーション稼働環境として導入しているソフトウェアのバージョンアップが

発生した場合は、原則、バージョンアップ後の環境を前提として開発を行うこと。なお、バージョ

ンアップの決定時期によって対応が困難な場合には、当省と協議の上、その指示に従うこと 

· バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、当省と協議の上、その指示に従う

こと 

· OS やブラウザのバージョンアップ等に伴い、大幅な改修が見込まれる場合は、対応要否や範

囲等を別途当省と協議の上、決定すること 

 
 

4.8. 中立性に関する事項 

（１） オープンな標準的技術又は製品に関する事項 

本システムのシステム中立性としてオープンな標準的技術又は製品の要件については、下記のとお

り。 

· 提供するソフトウェア等は、原則としてオープンなインターフェースを利用して接続又はデータ

の入出力が可能であること 

· サービス提供開始後のシステム更改の際に、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依

存することを防止するため、原則として情報システム内のデータを標準的な形式で取り出すこ
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とができるものとすること 

 

（２） 引継ぎに関する事項 

他事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、下記のとおり。 

· 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であるこ

と 

 

4.9. 継続性に関する事項 

（１） 想定するリスク 

本システムの継続性について想定されるリスク（SaaS 等サービス提供元の環境も含む）については、

下記のとおり。 

· 地震、火災、風水害等、攻撃等による直接的なセンター設備及びシステムの損壊 

· センター周辺のライフライン（電力、通信、交通等）の機能不全による情報システムの長時間停

止  

· 感染症等によるパンデミック、及び人員や交通機関の被災等によるセンターの運用者不在 

 

（２） 事業再開の定義 

本システムの事業再開の定義（SaaS 等サービス提供元の環境も含む）については、下記のとおり。 

· システム運用をメインセンターからバックアップセンターへ切替え、システム資源及び要員体制

の範囲内での縮退運用により業務を継続できること 

· 冗長化構造やホットスタンバイ状態の予備機の提供等の対策を講じることで、大規模障害発

生時もサービスを継続できること 

 

（３） 目標値 

本システムの継続性目標値として求める要件については、下記のとおり。なお、各目標値については

当省と協議の上決定すること。 

 

【目標復旧水準】 

項

番 
障害内容 RLO(目標復旧レベル) RTO(目標復旧時間) 

1 データの損失を

伴う障害（共通

申請システム） 

・構成データ・通知などのデー

タを正常な直近のバックアッ

プ取得時点の状態まで遡って

復旧する。 

・バックアップ取得時点から、

障害発生までの更新分は復

旧の対象外となる。 

・12 時間以内に、ログイン前画面に

eMAFF が使用できない旨を表示し

て、利用者に eMAFF が使用不可で

あることを伝える。 

・3 日間以内に申請及び審査に必

要なサービスを復旧する。 

・7 日間以内に全てのサービスを復

旧する。 

2 ネットワークから

の接続不可とな

る障害（ネットワ

ーク） 

障害発生直前の状態に復旧

する。 

障害発生から 12 時間以内を目標と

する。 

 

 

4.10. 情報セキュリティに関する事項 

（１） 情報セキュリティ対策要件 
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情報セキュリティに係る対策については、以下の資料等の最新版に従い、必要な対策を講じることと

する。 
 
· 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」 

（2025 年 7 月 1 日内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター） 

· 「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」（農林水産省） 

また、個人情報（「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に規定する情報をいう。以下同

じ）の取り扱いに関し、個人情報保護に関する法令の趣旨に従えるよう設計し、取り扱い及び管理

を行えるようにする。なお、技術的制約等により実現が特に困難である場合は、当省と協議の上、

所要の代替措置をとることを条件に下記によらない対策を認める場合がある。 

 以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。 

 AWS /Azure 設定確認リスト 

 Web システム／Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0（OWASP チェックリスト） 

 クラウドアーキテクトのベストプラクティス（AWS の場合 AWS Well-Architected Framework、

Azure の場合 Azure Well-Architected Framework）及び「情報システムに係る政府調達におけ

るセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」 

 
本システムの情報セキュリティに係る対策要件は以下の通り。SaaS 等サービスを利用している場合

は、受注者の責務においてサービス提供元へ開示可能な範囲で以下、情報セキュリティ対策に係る要

件を確認すること。 
項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 

1 通信経路の分離  不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との

通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内

部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上やファイ

アウォール等により DMZ を構築するなどで分離すること 

2 不正通信の遮断  不正アクセス等の通信回線を介した不正を防止するため、ファ

イアウォール等による通信制御、サーバ装置の不要な通信プロ

トコルを遮断するなどして、外部とサーバ装置及び予備サーバ

装置間の通信を必要な通信のみに制限すること。また、IPS 等

による不正通信の検知・遮断対策を行うこと 

3 通信のなりすまし防

止 

 なりすましを防止するため、政府ドメイン名（.go.jp で終わるドメイ

ン名）を利用するとともに、事前にルート証明書のインストールを

必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局（GPKI 等）

により発行されたサーバ証明書を導入し、TLS（SSL）機能を適

切に用いること 

4 サービス不能化の防

止 

 サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス

停止の脅威の軽減防止に有効な機能を活用して当システムを

構築すること 

 また、輻輳などサービス停止攻撃の回避のため、ネットワークの

負荷を継続的にモニタリングした上で、必要な対策を行うこと 

5 不正プログラムの感

染防止 

 不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備え

るため、想定される不正プログラムの感染経路、及び当システ

ムを構成するコンピュータを対象において感染を防止する機能

を備えること 

 防止機能において定時スキャン設定のみならず、個別ファイル

をアクセスする都度スキャンが可能であること 

 最新のソフトウェア及びパターンファイルの自動更新が可能で

あること 

 電子媒体へのアクセス時にコンピュータウイルスチェックが可能
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
な機能を有すること 

 コンピュータウイルス対策ソフトウェアは、サーバ機器等の起動

時に常駐させること 

6 不正プログラム対策

の管理 

 新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新

が可能であること 

 コンピュータウイルス検知（ユーザ、担当職員への通知）、コンピ

ュータウイルス駆除を自動化し、コンピュータウイルス感染・隔

離・駆除の一元監視機能を有すること 

 サーバ機器等へのウイルス対策ソフトウェア及びパターンファイ

ルの配布状態管理機能を有すること 

7 構築時の脆弱性対策  当システムの脆弱性を悪用した不正を防止するため、構築時に

脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正

の上で納入すること 

 web アプリケーション特有の脅威、脆弱性に関するアプリケーシ

ョン脆弱性対策を行うこと（WAF を想定） 

 また、構築時において当システムに必要な脆弱性診断（ネットワ

ーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、または関係省

庁及び当省（それぞれが別途選定した事業者による監査を含

む）が実施する場合はそれに対応すること 

8 運用時の脆弱性対策  当システムの運用時において、新たに発見される脆弱性を悪用

した不正を防止するため、当システムの更新を効率的に実施

し、当システム全体の更新漏れを防止する機能または運用体制

を備えること 

 また、脆弱性の存在が明らかになった場合は、修正プログラム

を適用するなど、速やかに情報セキュリティを確保するための

措置を講ずること 

 また、運用時において定期的に当システムに必要な脆弱性診

断（ネットワーク、WEB、ペネトレーション等）を実施すること、ま

たは関係省庁及び当省（それぞれが別途選定した事業者によ

る監査を含む）が実施する場合はそれに対応すること 

9 ログの蓄積・管理  当システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用い

るために、当システムの利用記録、例外的事象の発生に関する

ログを蓄積すること。具体的には、アクセスログ(eMAFF へ接続

したログ)、オペレーションログ(eMAFF のシステム管理者、シス

テム利用者、運用・保守事業者によって行われた操作のログ)、

システムログ(eMAFF を構成するシステム稼働に関するログ)等

を蓄積すること。 

 ログの保管期間は、システム稼働期間中のものをすべて保管

すること 

 データ形式は、テキストデータ等の汎用性のある形式であること 

10 ログの保護  ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに関するアク

セス制御機能等必要な機能を揃えること 

11 時刻の正確性確保  情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の

追跡において、ログの分析等を容易にするため、正確な時刻に

同期する機能を備えること 

12 侵入検知  不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して、当システ

ムと外部間で送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや

不正侵入を検知及び通知する機能を備えること 
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
13 サービス不能化の検

知 

 上述の「サービス不能化の防止」にある対策を講じるとともに、

その検知が可能であること 

14 主体認証  管理者権限を持つ主体は、当省内からのみの接続に限定し、

ID・パスワードによる二要素認証を行うこと 

 本書に記載された以外の接続方法を提案する場合は、認証方

法を提案する場合は、認証機能についても安全な方式を用いる

こと 

 ユーザ ID の登録、変更、削除ができること 

 パスワードは十分な長さ、複雑性を指定できること 

 ユーザが自らのパスワードを設定（変更）できる機能を有するこ

と 

 仮パスワードが発行された場合、初回ログイン時に仮パスワー

ドを変更すること 

 ユーザが設定したパスワードは、暗号化等を行って保管し、他

者が知ることができないように保持する機能を有すること 

 ユーザの登録においては監査証跡のため、個人が特定できる

よう氏名や所属を入力できるようにすること 

 一旦ログインしたユーザは、そのユーザが利用可能なシステム

を再ログインなしに利用できること 

 5 回前までのパスワードの再利用を不可とすること 

 無効なパスワードで連続して 10 回のログイン試行があった場

合、アカウントをロックすること 

15 ライフサイクル管理  当システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポー

トが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選

定し、可能な限り最新版を採用するとともに、種類、バージョン

及びサポート期限について報告すること 

 なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報シ

ステムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継

ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること 

16 アクセス権管理  想定されたアクセス経路からの認証されたユーザに対して、必

要最小限のプログラム実行、コマンドの操作、ファイルへのアク

セス権限を付与することで不正アクセス対策を施すこと 

 認証されたユーザ以外の者による、システム及びデータへの不

正なアクセスを禁止する対策を施すこと。また、全体システム管

理者、各組織のシステム管理者、各組織の担当者のいずれか

の権限を有するユーザを作成できること 

 ユーザ ID の登録・更新状況を確認できること 

 設計・開発事業者には、全体システム管理者権限を与えず、本

システムの運用において必要となる最小限の機能を利用可能と

すること 

17 管理者権限の保護  特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を

制御する機能を備えること 

18 通信経路上の盗聴防

止 

 伝送データはすべて HTTPS 等で暗号化を施し、通信経路上の

盗聴を防止すること 

 暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）により安全性及

び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に記載さ

れた暗号技術を利用すること 

19 保存情報の機密性確  認証情報、個人情報及び口座情報等に対し暗号化を施し、機
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項番 情報セキュリティ対策 対策に係る要件 
保 密性を確保すること 

 暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）により安全性及

び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に記載さ

れた暗号技術を利用すること 

 サーバ機器等が有するストレージ全体を暗号化もしくは情報の

機密度に応じて必要な箇所の暗号化を施すこと 

 当システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確

保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに

管理を確実に行うこと 

20 保存情報の完全性確

保 

 改ざん監視をすること 

 当システム上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確

保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに

管理を確実に行うこと 

21 情報の物理的保護  情報の漏えいを防止するため、データセンターにおける厳格な

入退室管理、施錠可能なサーバラックの採用、通信ケーブル及

び通信回線装置の物理的保護（床下への埋設等）等によって、

物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機

能を備えること 

22 侵入の物理的対策  物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、当システ

ムの校正装置（重要情報を扱う装置）については、外部からの

侵入対策が講じられた場所に設置すること 

23 システムの構成管理  情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報

セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、開

発時及び構築時の当システムの構成（ソフトウェア及びサービ

ス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出するととも

に、文書どおりの構成とすること 

24 委託先において不正

プログラム等が組み

込まれることへの対

策 

 当システムの構築において、当省が意図しない変更や機密情

報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質

保証体制の下でなされていること 

 当該品質保証体制を証明する書類（例えば、品質保証体制の

責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制

図）を提出すること 

 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行

状況を確認するために、当省が情報セキュリティ監査の実施を

必要と判断した場合は、受注者は情報セキュリティ監査を受け

入れること。また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託

されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保

すること 

25 調達する機器等に不

正プログラム等が組

み込まれることへの

対策 

 最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェ

ア等によるスキャン、内部監査等により不正な変更が加えられ

ていないことなど、調達する機器等に不正プログラム等が組み

込まれることへの対策状況を確認し報告すること 

26 情報セキュリティ水準

低下の防止 

 当システムのユーザの情報セキュリティ水準を低下させないよう

に配慮した上で当システムを提供すること 

27 プライバシー保護  当システムにアクセスするユーザのアクセス履歴、入力情報等

を当該ユーザが意図しない形で第三者に送信されないようにす

ること 
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4.11. 情報システム稼働環境に関する事項 

本システムの稼働環境要件については、原則として令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書に準

ずるものとするが、設計工程で詳細化するものとする。 
（１） ソフトウェア要件 

本システムのソフトウェア要件については、下記のとおり。 
· 「拡張性に関する事項」、「中立性に関する事項」を踏まえたソフトウェアを導入すること 
· 既知の脆弱性が存在するソフトウェアをシステムの構成要素としないこと 
· システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期

間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新バージョンを採用すること。古いバージョ

ンを採用する場合は、ソフトウェアベンダのサポート期間内であることを前提とすること 
· 脆弱性が発見された時に、その情報を可能な限り早く入手でき、かつ可能な限り早く対応策を

講じられること 
 

（２） クラウドサービスの要件 

「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」（最終改定は、2025 年 5 月 27

日）を踏まえて、クラウドサービスを利用する場合の要件は、下記のとおり。 

· 情報システムの保護 

(ア) 情報資産を管理するデータセンターの物理的所在地が、日本国内であること 

(イ) 当省の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと 

(ウ) 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されない

こと 

(エ) クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合

意管轄裁判所とするものであること 

(オ) 契約の解釈が、日本法に基づくものであること 

(カ) クラウドサービス事業者の管理によって、情報資産に対し適法にアクセスし、その利用をコント

ロールできる事実上の地位を失うものでないこと。したがって、当省が要求する任意の時点又

は契約終了時点において、情報資産を他の環境に移管させることができること 

(キ) 法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること 

(ク) 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること 

(ケ) 自らの知的財産権について、クラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウド利用

者に通知すること 

(コ) 運用段階において、当省又は当省の委託等を受けた第三者が行うクラウドサービス提供者へ

の情報セキュリティの監査の受入れを認めること、又はクラウドサービス提供者が受けた情報

セキュリティに係る外部機関による監査若しくは審査の内容及び結果を提示すること 

 

· 技術的要件 

クラウドセキュリティに関して、次のいずれかを取得していること。 

(ア) ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認証制

度に基づく認証 

(イ) セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC 報告書（Service Organization Control 

Report）） 

(ウ) 情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情報

セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付された CS 言明書等） 

 

4.12. テストに関する事項 

本システムのテスト要件については、原則として令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書に準ず
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るものとするが、具体的な方式及び詳細については、設計工程において定義するものとする。 
（１） 基本方針 

· 受注者は、テスト手法及び品質検証の手法として、過去のシステム構築（テスト）案件において、

豊富な成功実績を有する手法を利用すること。なお、受注者固有のテスト手法及び品質検証

手法を利用する場合は、ISO/IEC12207、共通フレーム SLCP-JCP2013 等の標準的なテスト

手法、ISO/IEC25040 等の標準的な品質評価企画との対応関係について、当省に説明するこ

と 

· 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、各工程におけるテスト方針、テス

ト観点、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、テストデータ、

テストで使用するツール、品質管理指標、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、

当省にテスト計画書の説明を実施し承認を受けること。なお、テスト計画書にはセキュリティ診

断の実施に係る記載を必須とし、システムのセキュリティ上の脆弱性について静的検査及び

動的検査を実施すること。受注者は、「安全なウェブサイトの作り方」（独立行政法人情報処理

推進機構）等の内容を踏まえ、必要と考えられるセキュリティ診断内容及び方法を提案するこ

と 
· 各テスト実施時にテスト計画書に基づくテストケース、テスト項目、テスト手順、テスト条件、想

定するテスト結果等を含むテスト仕様書をテストごとに作成の上、テスト実施期間中には、各テ

ストの進捗及び品質の状況を定期的に当省に報告すること 
· 各テスト終了時には、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、テ

スト結果報告書をテストごとに作成し、当省の承認を受けること 
· 必要に応じてテストツール、テスト管理ツールを活用し、効率良くテストを実施すること 
· 外部接続先システムが更改等を行った際は、テストデータを提供するなどの協力を行うこと 

 
（２） テスト環境 

テスト環境で求める要件については、下記のとおり。 
· 本システム用に整備されているテスト環境を用いること 

 
（３） テストデータ 

テストデータで求める要件については、下記のとおり。 
· テストデータは、原則として設計・開発事業者が疑似データを作成して用いること。ただし、外

部の連携情報システムとの調整を踏まえて作成分担を決定すること 
 
 

4.13. 移行に関する事項 

本システムの移行については、原則として令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務仕様書に準ずるもの

とするが、具体的な方式及び詳細については、設計工程において定義するものとする。 
 
（１） 移行に関する前提条件 

移行における前提条件を下記に示す。 
· 次期オンライン申請システム及び連携先システムにおける移行設計などの工程における検討

の結果、データの移行漏れを防止するため、データ移行時に現行システムである eMAFF や対

象の申請画面を停止する必要があると判明した場合、業務停止に当たっては、担当部署に対

して移行に係る時間や制約条件等を報告し、事前に十分な調整を行うこと 

· eMAFF より抽出した移行データに関して、次期オンライン申請システム及び連携先システムの

担当事業者や担当部署からの問合せや調整、設定変更の依頼が想定される。移行先事業者

及び担当部署に協力し、円滑にデータ移行を完了できるよう、回答や調整、必要に応じて設定

変更等の対応及び協力をすること 

· 制度ごとにおけるデータ移行の具体的な移行時期については、令和 8 年度 eMAFF 運用保守
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等業務仕様書「別紙 4 eMAFF システムの廃止離脱方針リスト」、「別紙 5 eMAFF 個別アドオ

ンシステムの離脱スケジュール」および「別紙 6 本体制度の廃止・移行方針リスト」を参照す

ること 

· 次期オンライン申請システム本番環境での移行作業はシステム停止を伴うことから、システム

運用時間外の土日祝日に実施する予定である。移行作業中に障害が発生する場合も想定し、

連絡体制・現場対応体制を確保すること。 

 
（２） データの移行性 

本システムの移行性として求める要件については、下記のとおり。 
· データ出力作業については、共通申請 PF の既存ツールを用いて、テーブルのリレーションが

分かる形で出力すること。  
· データ出力ツールの作成作業 
· データ出力作業及びデータ提供作業 
· 発注者及び原課との個別調整対応作業（提供データの見方等の各種質問・相談事項への対

応） 
· 申請停止対応作業 

 
（３） 業務の移行性 

eMAFF における対象業務の次期オンライン申請システムや連携先システム等への移行に伴い、対象

地域、申請者等が円滑に新業務へ対応できるための支援を行うこと。なお、段階的な離脱・移行の範囲

や時期等については別途当省にて方針を定める予定であり、当該方針に基づき導入すること。 
 

（４） 切り戻しの対応 
次期オンライン申請システムや連携先システムの不具合等により、eMAFF への切り戻しが必要となっ

た場合には、移行先システムの移行設計書内の並行稼働実施計画に記載する対応方針に基づき、移

行先システムから eMAFF への切替え処理を行うこと。 

 
 

4.14. 引継ぎに関する事項 

（１） 引継ぎに関する事項 

運用保守事業者への円滑な引継ぎとして求める要件については、下記のとおり。 

· 受注者は、各設計書、作業経緯等を踏まえた引継ぎ書を作成すること 
· 受注者へ担当部署が引継ぎを実施することを前提に、可能な限り平易な表現で、網羅的な内

容で引継ぎ書を作成すること 
· 特定の事業者に依存することなく、他者による保守、追加開発が可能なシステム構成であるこ

と 

· 特定のベンダが保有するソフトウェア及びライセンスを前提としないこと 
 



■付属書①_機能要件⼀覧
*1 凡例 *2　命名規則
対象項⽬のみ記載 ※第1期開発︓1から始まる数字
①・・既存機能の改修 ※第2期開発︓K+001から始まる数字3桁
②・・新規開発 ※第2期開発(拡充)︓R+001から始まる数字3桁

※（令和5年度実施）eMAFF開発対象︓N+001から始まる数字3桁
※第4期eMAFF開発︓S+001から始まる数字3桁

共通申請サービス　機能
# 機能分類 機能名 定義 機能要件 開発期間区分 開発区分*1 汎⽤機能ID*2 廃⽌予定時期

1 アカウント 認証機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが共通申請
サービスへのログインを実現
する機能

・法⼈共通認証基盤を介して、シングルサインオンにより認証をできること
・共通申請サービスにログインをしようとし、かつ法⼈認証基盤でのID発⾏がなされていない申請者については、法⼈認証基盤でのID発
⾏を促し、ワンスオンリーの観点でID発⾏⼿続が煩雑にならないよう配慮すること
・ID、パスワード、及びメールによるワンタイムパスワード等を利⽤した⼆要素認証により認証ができること

第1期開発

-

1

令和8年度末

2 アカウント 認証機能
（申請者ユーザ）

初回ログイン時にプライバ
シーポリシーへ同意させる機
能

・eMAFFへの初回ログイン時にプライバシーポリシーへの同意を求める仕組みを実装すること。 （令和5年度実施）
eMAFF開発

- N001-001 令和8年度末

3 アカウント 認証機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者ユーザ及び管理者
ユーザが共通申請サービスへ
のログインを実現する機能

・ID、パスワード、及びメールにより認証ができること 第1期開発

-

2

令和8年度末

4 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・法⼈共通認証基盤を介して新規にアクセスされた申請者について、共通申請サービスとしてのアカウントIDを⾃動で⽣成できること
・申請者のアカウントについて、下記いずれかの⽅法で⾝元確認ができること︓
①⾝元証明書等をアップロードし、別途申請者に本⼈限定受取郵便等で郵送されたパスワードをシステムに⼊⼒することにより⾝元確認
を⾏う
②⾝元証明書等をアップロードの際に、併せてタイムスタンプ付きでリアルタイム性が保証された顔写真をアップロードすることで、⾝元確認
を⾏う
③⾝元確認登録権限のある審査者（⾃治体等）に対して、対⾯で⾝分証明書等を提⽰することで⾝元確認を⾏う※なお、⾝元確認
の際は、提⽰された⾝分証明書等の情報とシステムで保有するデータとの名寄せが必要となる
・申請者におけるアカウントIDでは申請者の属性情報（⽒名、住所、連絡先など）や共通申請サービスで申請された⼿続の履歴に加
え、⾝元確認がなされたアカウントについては、申請者のアカウントと、過去データとして移⾏された情報等を紐づけることができること
・申請者の死亡や承継等の際には、アカウントを無効化できること。また、⼀時的な利⽤停⽌や、有効期間（開始⽇、終了⽇）の設定
を⾏うこと

第1期開発

-

3

令和8年度末

5 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

閲覧権限の詳細設定
・経営体の管理者が経営体内のメンバー（⾮正規職員職員等）に対して個票単位の閲覧権限を制御すること。

第2期開発

-

K001

ー

6 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

構成員区分管理
・⼤規模な経営体（集落営農組織等）を統廃合する場合に、経営体の構成員区分の⾒直しを分かり易く設定変更でできるように検討
すること。
・集落営農組織は、零細農家の集まりであったり、年齢層が⾼めであったりするため、全員が共通申請サービスにログインすることは難しく、
代表者３名程度がログインして利⽤することを前提に、以下の⽅式等を検討すること。
・経営体プロフィールの集落営農組織版を作る際、名簿をアップロードすることで構成員を管理すること。

第2期開発

-

K002

ー

7 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

経営体プロフィールの属性管理
・審査において職権修正が⾏われた場合、経営体プロフィールに所属する本⼈（管理者・副管理者）に通知すること。また、職権修正を
おこなった組織名や担当者、および変更内容を確認できること。
・農家プロフィールの公開向けと⾮公開を分けて管理すること。
・屋号の構成メンバを管理できること、および代表者変更等が発⽣した場合に承継できること。また、屋号における⾝元確認⽅法を整理し
運⽤フローの建付けをおこなうこと。

第2期開発

-

K004

ー

8 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

⾝元確認機能
・コールセンターによる⾝元確認の運⽤について、「個⼈を識別するコードの発⾏→コールセンターがメモ→本⼈限定受取郵便で本⼈宛に
発送→本⼈が番号を⼊⼒する」という運⽤を想定しているが、第2期開発では、上記のコールセンターがメモを⾏う箇所について、⾃動化を
実現すること

第2期開発

-

K009

ー

9 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・利⽤者がログイン時に、利⽤者のアカウントが凍結されている場合、利⽤者⾃⾝がアカウントが凍結されている旨を確認できる画⾯を作
成すること。

第2期開発（拡充）

-

R001-001

ー

10 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・申請者の本⼈確認を再度実施することによって、審査者側で凍結されたアカウントを解除することができる画⾯を作成すること。 第2期開発（拡充）

-

R001-002

ー



11 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・アカウントの凍結と解除の運⽤⽅法については、農林⽔産省と協議のうえ、確定すること。 第2期開発（拡充）

-

R001-003

ー

12 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・他省庁のシステムと経営体情報を連携する場合、本⼈の同意により他省庁のシステム上でも経営体情報を閲覧できる仕組みを検討す
ること。

第2期開発（拡充）

-

R001-004

ー

13 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・運転免許証のICチップを利⽤した本⼈確認を実現すること。 第2期開発（拡充）

-

R001-005

ー

14 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・権利能⼒なき社団について、実態があるかの確認と代表者制の確認を⾏う運⽤を検討すること。 第2期開発（拡充）

-

R001-006

ー

15 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・マイナポータルを利⽤した本⼈確認について、実証を⾏うこと。 第2期開発（拡充）

-

R001-007

ー

16 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・農林⽔産省で保持している資格情報をマイナポータルに連携する機能を実装すること。なお、マイナポータルで保持している資格情報を
農林⽔産省に連携する機能については、実証を⾏うこと。

第2期開発（拡充）

-

R001-008

ー

17 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・経営体の属性管理における経営体プロフィールの公開・⾮公開設定について、⽇本政策⾦融公庫との協議で決定した要件を実現する
こと。

第2期開発（拡充）

-

R001-009

ー

18 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・審査者の申請項⽬の閲覧権限について、⽇本政策⾦融公庫との協議で決定した要件を実現すること。 第2期開発（拡充）

-

R001-010

ー

19 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザのアカウントを
発⾏・管理する機能

・審査者が申請者を作成する際に年齢チェックを設けること。年齢チェックでNGが出た場合、警告画⾯を表⽰させて、それでも同意があっ
た場合、登録できるようにすること。

第2期開発（拡充）

-

R001-011

ー

20 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・⾏政職員等の審査者に対するアカウントID・初期パスワードの発⾏ができること
・⾏政機関外の審査機関（地域再⽣協議会など）に対しても、市町村担当者等の⾏政職員の管理者が必要に応じて、審査者権限
アカウントの発⾏ができること
・アカウントの無効化や⼀時的な利⽤停⽌、有効期間（開始⽇、終了⽇）の設定を⾏う

第1期開発

-

4

ー

21 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・審査者が、申請者IDを発⾏できること。
・⾏政機関職員等が申請者IDを払い出す⽅法を整理し、必要な機能開発を⾏うこと。

第2期開発

-

K007

ー

22 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・組織管理者「公的機関向け」と「⼀般機関向け」に識別できるように管理する。
・組織管理者「公的機関向け」は、⾝元確認権限をもつ審査者IDを発⾏することができるが、組織管理者「⼀般機関向け」は、⾝元確
認権限をもつ審査者IDを発⾏することが出来ないように制御する。
※⼀般機関向けの組織に対して、関係のない個⼈プロフィールや経営体プロフィールを閲覧できないようにアクセス制御をおこなうこと。

第2期開発

-

K008

ー

23 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・国が運⽤するシステム上にeMAFF IDのログインボタンを作成することにより、都道府県、市区町村職員がログインする仕組みを検討する
こと。

第2期開発（拡充）

-

R002-002

ー

24 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・職員の属性情報について、共通申請サービス本体で集中管理する仕組みを実現すること。 第2期開発（拡充）

-

R002-003

ー

25 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・アカウントの無効・停⽌に関するやり取りについて、Excel/Wordでのやり取りを廃⽌して、共通申請サービス上で実施する機能を実現す
ること。

第2期開発（拡充）

-

R002-005

ー

26 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・組織管理者が作成した⾃組織名義の経営体の閲覧・編集権限の改善を検討すること。 第2期開発（拡充）

-

R002-006

ー

27 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・AD上の職員属性情報をeMAFF IdPに連携する。eMAFF IdP側として管理すべき職員属性と共通申請サービス等で利⽤している組
織情報を整理し、⼈事異動等が発⽣した場合に円滑なアカウント管理が⾏えるようにすること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N002-001 ー

28 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・組織管理者アカウントのオンボーディングについて、UI/UX分析・整理を⾏い、アカウント申請画⾯を構築し、セキュリティー対策に留意し
つつ公開するなどアカウント取得⽀援策を講じること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N002-002 ー

29 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・共通申請サービス、eMAFF営業⽀援ツールのいずれか、あるいは双⽅において、払い出されるべきアカウントの状況をより容易に確認で
き、確実な割当設定を実現させる機能を実装すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N002-003 ー



30 アカウント アカウント発⾏・管理機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者及び管理者ユーザの
アカウントを発⾏・管理する
機能

・アカウント申請及び引継ぎ処理において、メール認証等、組織管理者の洗い出し及び不正と思われるアカウントの払い出しを検出・防⽌
する機能を実装すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N002-004 ー

31 共通 不正ドメイン利⽤チェック機能 私⽤メール等の不正なドメイ
ンが利⽤されていないかを
チェックする

・職員マスタに⾃治体等組織の⼀般的なドメイン項⽬を整備・⾃動で照会する等仕組みを構築し、不正なドメイン利⽤と想定されるチェッ
クのために、アカウント登録時にチェック及びアラート発信が⾏える仕様とすること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N002-005 ー

32 アカウント 代理申請権限付与機能 本⼈申請者のアカウントとは
別のアカウント（申請⽀援
組織のアカウント）で代理
申請を⾏うための権限設定
を⾏う機能
（「付属書⑧　１－２．
代理申請権限付与」参
照）

・異なる別のアカウントに対して、代理申請が可能となる権限設定ができること
・代理申請を⾏うアカウントへの過去の申請情報の参照範囲、経営体情報の閲覧範囲の設定ができること

第1期開発

-

5

令和8年度末

33 アカウント 代理申請権限付与機能 本⼈申請者のアカウントとは
別のアカウント（申請⽀援
組織のアカウント）で代理
申請を⾏うための権限設定
を⾏う機能
（「付属書⑧　１－２．
代理申請権限付与」参
照）

・法⼈共通認証基盤側にて、正規な⾏政書⼠であるか否かの情報を管理されるになるため、その情報を共通申請サービス側でデータ連
携するようにすること。
・代理申請機能を利⽤する時にも、代理申請をお願いする相⼿先⽅が、正規な⾏政書⼠であるか否かの情報の開⽰の対応をすることに
より、なりすまし等による悪⽤を抑⽌できるように対応すること。
代理申請機関向け機能
・⼤規模な代理申請組織による利⽤を想定した機能を検討すること。
・代理申請組織内のメンバ管理
・案件進捗管理
・メール受信管理（案件担当グループが必要なメールや通知を受け取る仕組み）
・農業者から代理申請業者に依頼する際に、依頼先として指定する⽅法を再検討する。
・メール受信管理については、現時点でメール通知が⼤量に発⽣することによる重要情報の⾒落とし等、運⽤⾯の課題が想定されており、
令和3年の実運⽤を通じて課題対応を検討することとなっている。この点においては運⽤課題が顕在化する場合に対応⽅式を検討し、⽅
式が確定次第 対応内容を協議のうえ、設計開発に着⼿すること。

第1期開発

-

5

令和8年度末

34 アカウント グループ登録機能 複数の申請者のアカウントを
グループとして登録する機能

・複数の申請者のアカウントを束ね、グループとしてのアカウントを登録できること
・グループとして申請した情報や結果はグループ内の申請者アカウントから閲覧できること
・グループとしての申請ができること

第1期開発

-

6

令和8年度末

35 アカウント ユーザ権限管理機能 審査者ユーザ(管理担当)
⼜は管理者ユーザが、共通
申請サービスにおけるユーザ
のアカウント権限を管理する
機能

 ·利⽤可能な機能や参照範囲等に関する権限設定をアカウントの種別毎にできること 第1期開発

-

7

令和8年度末

36 共通 ポータル機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

・申請者が、共通申請サービスを⽤いた申請⼿続を開始できるメニューを備える
・おすすめする制度等の表⽰機能を設ける。ログイン有無／住所／個⼈情報の設定有無等の申請者の属性により、おすすめする制度等
の表⽰が⾃動で切り替えられる
・申請⼿続の進捗状況を表⽰する
・操作に関わるFAQやマニュアル、ヘルプデスク等の問い合わせ窓⼝の案内を表⽰する
・各組織からのお知らせを掲載する
※その他申請者の利便性向上等に有⽤な情報があれば本省に提案の上でポータル画⾯の設計に含めること

第1期開発

-

8

令和8年度末

37 共通 ポータル機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

アクセス元解析
・共通申請サービスにアクセス解析ツールを導⼊し、アクセス分析を可能にすること。なお、受託した事業者側でアクセス解析ツールのアカウ
ントを⽤意して、農林⽔産省に渡すこと。
・申請者の閲覧ページや操作の分析を可能にすること。

第2期開発

-

K027

令和8年度末

38 共通 ポータル機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

ログイン前画⾯
・eMAFFユーザ以外のインターネットユーザに訴求することを考慮し、共通申請サービスの⽞関⼝として適切な項⽬を定義のうえ、ログイン
前ポータル画⾯に表⽰すること。
・ログイン前ポータル画⾯についてもアクセス解析が可能となるように、アクセス解析ツールを導⼊すること。なお、受託した事業者側でアクセ
ス解析ツールのアカウントを⽤意して、農林⽔産省に渡すこと。

第2期開発

-

K028

令和8年度末

39 共通 ポータル機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

・⼿続をキーワードで探す機能において、申請者が効率的に⾃⾝の申請する⼿続を検索できるUIを検討すること。 第2期開発（拡充）

-

R003-001

令和8年度末

40 共通 ポータル機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

・キーワード検索のTOP画⾯の農業、林業、⽔産業のタブの横に「その他」タブを追加して、農業・林業・⽔産業の分類に当てはまらない⼿
続を「その他」タブに追加できるようにすること。

第2期開発（拡充）

-

R003-002

令和8年度末

41 共通 ポータル機能
（審査者ユーザ）

審査者ユーザが、共通申請
サービスのメニューやマニュア
ル等を参照する機能

 ·審査者ユーザ向けのメニュー、お知らせ、FAQ、マニュアル等の表⽰・閲覧ができること
※その他に、審査者の利便性向上等に有⽤な情報があれば本省に提案の上でポータル画⾯の設計に含めること

第1期開発

-

9

令和8年度末

42 共通 ポータル管理機能 審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、申請者ユーザの
ポータルに表⽰する情報を
管理する機能

・未ログインユーザを含む、各種ユーザに対してメニュー、お知らせ、FAQ、マニュアル等を表⽰・掲載が管理できること
・⼿続毎に特定の期間内に申請がない場合、申請者に申請を⾏う注意喚起（リマインド）の設定ができること
・制度や⼿続の情報を掲載する際に、対象者の申請者の属性を登録することにより、その属性に該当する申請者にのみおすすめする制度
等の情報を⾃動表⽰するような制御機能を設けること

第1期開発

-

10

令和8年度末

43 共通 リダイレクト機能 廃⽌されたウェブページへの
アクセス時に、eMAFF終了
ご案内ページ（次期オンライ
ン申請システムトップページを
案内する）へ⾃動的にリダ
イレクトする機能

DNSサーバの設定等について受注者と連携し、以下の対応ができるようにすること
・ページ訪問時にエラー表⽰とならず、eMAFF終了ご案内ページリダイレクトできること
・eMAFF終了ご案内ページでは、次期オンライン申請システムトップページに遷移できるリンク先情報を表⽰できること

（令和8年度実施）
eMAFF改修

- ー



44 共通 申請者情報管理・表⽰機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、⾃⾝のプ
ロファイル等の情報を登録・
編集・参照する機能

・法⼈共通認証基盤から連携された個⼈情報が参照できること
・農⽔省独⾃で管理する申請者情報（農家のプロファイル等）について、登録・編集できること
・申請者の属性情報を表⽰できること
・申請者の申請履歴やアップロードした添付資料の確認ができること

第1期開発

-

11

令和8年度末

45 共通 申請者情報管理・表⽰機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、申請者ユーザのプ
ロファイル等の情報を登録・
編集・参照する機能

・農⽔省独⾃で管理する申請者情報（農家のプロファイル等）について、登録編集できること
・申請者の属性情報を表⽰できること
・申請者の属性情報を⼀覧として表⽰できること
・⼀覧表については、各項⽬単位での並び替えやユーザ指定の条件による抽出表⽰に対応できること
・申請者の申請履歴やアップロードした添付資料の確認ができること
（「アカウント発⾏管理機能（申請者ユーザ）」と統合してもよい）

第1期開発

-

12

令和8年度末

46 共通 申請ステータス管理・表⽰機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、⾏った申
請のステータスを参照する機
能

・各⼿続における申請審査状況(ステータス)を⼀覧で表⽰できること 第1期開発

-

13

令和8年度末

47 共通 申請ステータス管理・表⽰機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、審査中の申請等
のステータスを参照する機能

・各⼿続における申請審査状況(ステータス)を⼀覧で表⽰できること
・申請審査状況(ステータス)は年度別、⼿続別の申請件数や審査完了済みや申請却下(取り下げ)の件数、補助⾦交付⾦額等を表
⽰できること

第1期開発

-

14

令和8年度末

48 共通 農地情報紐付機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、申請時に
地名・地番と各農地の情報
を紐づける機能
（「要件定義書 3.2
（２）農地情報の内容や
その活⽤⽅法の補⾜」参
照）

・地名地番をキーとして、農地情報と申請情報等を紐づけられること 第1期開発

-

15

令和8年度末

49 共通 農地情報紐付機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、審査時等に地
名・地番と各農地の情報を
紐づける機能
（「要件定義書 3.2
（２）農地情報の内容や
その活⽤⽅法の補⾜」参
照）

・地名地番をキーとして、農地情報と申請情報等を紐づけられること
・農地の属性情報を⼀覧として表⽰できること
・⼀覧表については、各項⽬単位での並び替えやユーザ指定の条件による抽出表⽰に対応できること

第1期開発

-

16

令和8年度末

50 共通 地図情報紐付機能 審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、審査時等に地
名・地番と地図の情報を紐
づける機能
（「要件定義書 3.2
（２）農地情報の内容や
その活⽤⽅法の補⾜」参
照）

・地名地番等の位置情報と地図情報を紐づけられること
（なお、LGWAN環境内で利⽤可能な地図サービスが限定されることに留意すること）
・申請に紐づく地名や地番等の農地情報が表⽰できること
・農地の属性情報を⼀覧として表⽰できること
・⼀覧表については、各項⽬単位での並び替えやユーザ指定の条件による抽出表⽰に対応できること

第1期開発

-

17

令和8年度末

51 共通 申請内容照会・確認機能 審査者ユーザから申請者
ユーザへ、申請内容に関す
る問い合わせ・確認を⾏う機
能

・審査の過程において申請者への問合せ内容を申請情報に追記し、共通申請サービス上で申請者に問合せできること
・問合せ時には該当申請者へ(予めアカウント情報として登録されたメールアドレス等へ)通知できること
・問合せ先の申請者からの回答を表⽰し、必要に応じて追加の問合せ、あるいは審査を続けることができること

第1期開発

-

18

令和8年度末

52 共通 照会内容確認・回答機能 申請者ユーザから審査者
ユーザへ、申請に関する問い
合わせ・確認への回答を⾏
う機能

・審査者から問合せがきていることが、予めアカウント情報として登録された申請者のメールアドレス及び申請者のお知らせ画⾯に通知でき
ること
・問合せ内容の確認ができ、問合せへの回答ができること
・問合せへの回答とともに、申請情報⼊⼒内容の修正や添付書類の差替えができること
・⼊⼒した情報を⼀時保存できること
・問合せ回答時に、該当審査者へメール等で通知できること

第1期開発

-

19

令和8年度末

53 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

 ·申請情報⼊⼒等の画⾯について、テンプレート使⽤したレイアウトや項⽬の新規作成・変更等をGUI等によるノーコーディング、ローコー
ディングでできること
 ·申請情報⼊⼒画⾯においては、必須や⽂字型などの⼊⼒チェックを設定できること
 ·記⼊頻度の⾼い申請項⽬（申請者情報、農地情報、経営体情報、⼝座情報 など）については、グループ化し、異なる申請業務にお
いても再利⽤できるなど、画⾯設定を簡便化する機能を備えること

第1期開発

-

20

令和8年度末

54 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・職員実装した画⾯を開発環境→ステージング環境→本番環境へ、移⾏する際に⼿作業で作業を⾏っているため、1⽇に2〜3制度しか
本番環境に載せることができないことから、⾃動化により2021年度において1400制度の職員実装を可能とするための⽅式を実現するこ
と。(以下想定案)
①開発環境→ステージング環境→本番環境へオブジェクトを⾃動移⾏する。
②職員実装は本番環境で実施することを前提に、申請画⾯の公開を承認制にする。(CMSのワークフローに近い扱い⽅)

・既存の申請機能作成で対応できずに個別実装となるパターンを整理し、共通的な汎⽤部品としての提供できる仕組みを検討すること。
・⼿続内の相関チェック機能の充実
・汎⽤部品の強化

・制度・⼿続を跨るケースに対応する仕組みを検討すること。
　・グルーピング管理
　・⼿続を跨るケースにおける相関チェック機能

第2期開発

-

K015

令和8年度末

55 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・制度担当者が⼿続を作成する際にgBizエントリーでも申請可能なように選択可能とする。 第2期開発

-

K016

令和8年度末

56 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・年度を意識しない申請⼿続における運⽤⽅法を検討すること。
・年度末に次年度の申請定義を作成し、割当設定を⾏う事を怠ると申請業務を受付できなくなるリスクがある。制度担当者による申請
定義の作成負担、および組織管理者の割当設定の作業負担を考慮し、対応案を検討する。

第2期開発

-

K017

令和8年度末



57 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・汎⽤パーツを拡張すること。
申請ステータスによって、申請者に⾒せる項⽬/⾒せない項⽬を制御できること。
　※申請者が申請時には、通知⾦額等を表⽰する項⽬が⾮表⽰であること。
　※審査者は、通知⾦額等を⼊⼒できる項⽬が表⽰されること。
　※申請者は、審査者が⼊⼒確定後には、情報が表⽰されること。

第2期開発

-

K018

令和8年度末

58 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・汎⽤パーツを拡張すること。
申請定義上で「審査者による修正不可」と設定した場合、審査者による紙申請を⾏う時に該当の⼊⼒項⽬を登録できないため、審査者
より紙申請登録時には、申請者と同じ扱いとし、「審査者による修正不可」設定に依存せずに申請提出できるように対応すること。

第2期開発

-

K019

令和8年度末

59 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・職員実装の⼿続を補助⾦適正化法に対応可能とするように検討すること。
①　補助⾦適正化法の申請ステップを双六（すごろく）管理のように管理できるようにする
②　審査機関が総括表を作成し、次の審査機関に申請できるような仕組みを検討する
③　複数の⼿続に跨って、プロセス管理を実施したい。市町村→都道府県→国への申請のなかで乗り換えが発⽣する⼿続について、現
状では市から県へ、県から国へという独⽴した⼿続で作っている。このパターンを別々に職員実装すると⼿間がかかるため、⼀度の職員実
装で2段階、3段階の申請を実現したい。

第2期開発

-

K020

令和8年度末

60 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・総括表作成を検討すること。
現⾏業務で利⽤している定型様式（エクセル）を添付ファイルとして申請してもらい、内部的に取り出し、総括表を作成できるようにする。

第2期開発

-

K021

令和8年度末

61 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・Excelライクな画⾯への改修を検討する。
汎⽤パーツのリスト⼊⼒における改善対応の検討と別アーキテクチャーを含めた対応検討の2通りで検討を進める。

第2期開発

-

K022

令和8年度末

62 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・農林⽔産省の職員が画⾯上でトランザクションの項⽬と連携するタイミングを定義して、定義した項⽬が拡張DBに連携する機能を実装
すること。

第2期開発（拡充）

-

R005-001

令和8年度末

63 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・職員が拡張DBに連携して保管したデータを抽出して、画⾯上で確認する機能を実装すること。 第2期開発（拡充）

-

R005-002

令和8年度末

64 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・認定期限が切れそうな⼈に対して、制度ごとに設定した⽂⾯のリマインドを送る機能を実装すること。 第2期開発（拡充）

-

R005-003

令和8年度末

65 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・申請の提出先の⾃動判定（ToDo32） 第2期開発（拡充）

-

R005-004

令和8年度末

66 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

【申請機能作成画⾯】
・⼀時保存機能を追加する。（ToDo512）

第2期開発（拡充）

-

R005-006

令和8年度末

67 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・アコーディオン部品を閉じた状態で初期表⽰できるかを検討すること。 第2期開発（拡充）

-

R005-010

令和8年度末

68 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・申請項⽬部品を利⽤して他申請で⼊⼒された値を、⾮活性で表⽰する機能を実現すること。 第2期開発（拡充）

-

R005-011

令和8年度末

69 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・申請情報詳細から経営体プロフィールを閲覧できる機能を検討すること 第2期開発（拡充）

-

R005-016

令和8年度末

70 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・農林⽔産省の職員が申請画⾯を作成する職員実装環境と公開される本番環境の統合について、利便性とリスク等を考慮して検討す
ること。

第2期開発（拡充）

-

R005-019

令和8年度末

71 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・共通申請サービス、eMAFF営業⽀援ツールのいずれか、あるいは双⽅において、⼿続や審査組織ごとの割当設定や経路設定の状況を
より容易に確認でき、確実な割当設定を実現させる機能を実装すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N003-001 令和8年度末

72 共通 申請画⾯作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、⼿続申
請画⾯を新規に作成する
機能

・ログイン前の⼿続⼀覧に記載されている申請について、制度等情報のURLや申請画⾯へのダイレクトURLを掲載し申請者の円滑な申
請導線を実現すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N003-002 令和8年度末

73 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

・複数種類の申請経路に関するテンプレート使⽤した審査対象機関(農政局や市町村等)の経路設定や変更をできること
・申請経路となる団体の数が数千規模に及ぶことを鑑み、申請経路の条件分岐設定を簡便にできる機能を備えること
・同⼀組織内での審査プロセスについて、並列審査や階層化等の設定ができること
 (並列審査とは、例えば市町村内の複数の担当課が同時に申請内容を確認し、承認されれば次の審査者/機関(都道府県等)へ進む
設定を指すまた、階層化とは、例えば、市町村内の審査において、担当者確認後、上⻑確認を経て、課⻑承認を経るといった設定を⽰
す)

第1期開発

-

21

令和8年度末

74 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

事務連絡機能（連絡先の経路化）
・事務連絡機能について、経路（国→都道府県→市町村等）を考慮した仕組みを検討すること。
・農林⽔産省の職員が、市町村における対応状況を確認できること

第2期開発

-

K026

令和8年度末

75 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

・審査者の割当設定について、⼈間単位に割当設定を⾏うのではなく、プロファイルやロール等の概念ごとの割当設定の⽅法を検討して、
実現すること。

第2期開発（拡充）

-

R006-001

令和8年度末



76 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

①審査者が組織管理者に対して割当設定の承認依頼を出し承諾されれば割当設定されるような機能を検討すること。
②審査者が組織管理者に対して申請者の発⾏依頼を出し承諾されれば発⾏されるような機能を検討すること。

第2期開発（拡充）

-

R006-002

令和8年度末

77 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

・割当設定を⼀括削除できる機能を検討すること。 第2期開発（拡充）

-

R006-003

令和8年度末

78 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

・同⼀審査組織内で複数経路設定を可能とすること。
例）A市a審査担当者→A市a審査上位者→AA県→農林⽔産省地⽅農政局→農林⽔産省本省

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N004-001 令和8年度末

79 共通 申請経路設定機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、新規作
成した⼿続の申請経路を設
定する機能
（「付属書⑧　３．申請
経路設定」参照）

・審査組織で、審査⾏為を⺠間企業へ委託している場合のケースで官公庁職員等職員と受託した⺠間事業者審査者で区別をつけられ
るようにすること。また、委託関係が終了した際のセキュリティーを配慮したしくみを検討し対処すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N004-002 令和8年度末

80 共通 帳票作成機能 本省の管理者ユーザまたは
制度担当ユーザが、帳票の
作成をする機能

・改変不可とするPDF形式や、画像の埋め込み（印影など）が可能な帳票の作成ができること 第1期開発

-

22

令和8年度末

81 共通 帳票出⼒機能 各ユーザが、帳票の出⼒を
する機能

・改変不可とするPDF形式や、画像の埋め込み（印影など）が可能な帳票出⼒ができること 第1期開発

-

23

令和8年度末

82 共通 帳票出⼒機能 各ユーザが、帳票の出⼒を
する機能

・共通申請サービスから出⼒するPDFファイルの真正性を証明するための機能を検討すること。
・⼈間が真正性を確認する場合、機械が真正性を確認する場合を考慮し、下記機能を実現するための⽅式を検討すること。なお、本機
能の利⽤範囲については、設計⼯程で協議を⾏い、決定すること。
①共通申請サービスからPDFを出⼒する際に、農林⽔産省が証明する旨の電⼦署名を付加する(OPROアーツでPDF出⼒→電⼦署名
埋め込み)
②PDFファイルにQRコード＋パスコードを付与し、QRコードからサーバ側の機能を呼び出すことで、ブラウザ上で農林⽔産省が証明する旨
の表⽰を⾏う

第2期開発

-

K014

令和8年度末

83 共通 帳票出⼒機能 各ユーザが、帳票の出⼒を
する機能

・帳票データの真正性を担保するため、審査が完了した帳票データに対し電⼦署名、QRコードを付す等の対応を⾏うこと。ただし、審査未
完了の帳票データの印刷については、QRコードの代わりに審査未完了の旨を刻印する、あるいは、審査完了とならなければ出⼒不可とな
る等の⽅法で、信憑性を担保すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N005-001 令和8年度末

84 共通 帳票検索機能 各ユーザが、出⼒可能な帳
票を検索する機能

・申請者の帳票出⼒検索機能を改善するため、申請者と審査者で同⼀の帳票出⼒画⾯を利⽤している箇所を改修し、出⼒したい申請
単位で出⼒できる仕組みを実装すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N005-002 令和8年度末

85 共通 ファイル出⼒機能 各ユーザが、申請情報等を
ファイル出⼒する機能

・申請情報等について、制度・⼿続単位で任意の項⽬を絞り込み条件を設定し、エクセル等の形式にて出⼒できること 第1期開発

-

24

令和8年度末

86 共通 ダッシュボード機能
（申請者ユーザ）

申請者ユーザが、グラフや集
計表を表⽰する機能

・申請情報を基に、年間の作付⾯積や、経営⾯積の集計結果を確認できることなど集計できること
・所定の条件、項⽬に基づいた集計ができること

第1期開発

-

25

令和8年度末

87 共通 ダッシュボード機能
（審査者・管理者ユーザ）

審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、グラフや集計表を
表⽰する機能

・申請情報を基に、年間の作付⾯積や、経営⾯積、認定農業者数など集計できること
・所定の条件、項⽬に基づいた集計ができること
・なお、本省以外の審査機関で集計情報などは、共通申請サービス上で申請審査経路上の次の機関へ報告共有する場合がある

第1期開発

-

26

令和8年度末

88 共通 全⽂検索機能 システム内の情報を対象に
任意の単語を検索する機
能

・農地など、管理するデータベースを対象に全⽂検索ができること
・ログインしたユーザ権限により、全⽂検索の対象となるデータベースや項⽬を制限できること

第1期開発

-

27

令和8年度末

89 共通 システム利⽤⽅法等問合せ機能
（コールセンター）（申請者ユー
ザ）

申請者ユーザが共通申請
サービスに関する問合せをす
る機能

 ·共通申請サービスに係る問合せをシステム上で実施可能なこと
 ·共通申請サービスに係る問合せを電話で実施可能なこと

第1期開発

-

28

－

90 共通 システム利⽤⽅法等問合せ機能
（コールセンター）（審査者・管
理者ユーザ）

審査者ユーザ及び管理者
ユーザが共通申請サービスに
関する問合せをする機能

 ·共通申請サービスに係る問合せをシステム上で実施可能なこと
 ·共通申請サービスに係る問合せを電話で実施可能なこと

第1期開発

-

29

－

91 共通 システム利⽤⽅法等問合せ回答
機能
（コールセンター）

共通申請サービスに関する
ユーザからの各種問合せに、
コールセンターが対応する機
能

・申請者、審査者からの共通申請サービスに係る問合せをシステム上で確認し、回答できること
・申請者、審査者からの共通申請サービスに係る問合せについて、システム上で対応ステータスを管理できること
・申請者、審査者からの共通申請サービスに係る電話での問合せを確認し、内容や回答内容を記録できること
・申請者、審査者からの共通申請サービスに係る電話での問合せについて、対応ステータスを管理できること
・問合せを⼀次回答し、エスカレーションが必要な問合せについては、担当所管に振り分けし、振分先の所管から回答可能なこと

第1期開発

-

30

－

92 共通 API連携機能 共通申請サービスが外部シ
ステムとの情報の送受信を
⾏う機能

・申請時やデータ活⽤時に必要とする情報などを外部システム等からAPIにより取得できること
・外部システム等における業務やデータの活⽤のため、APIにより申請情報等をAPIにより提供できること

第1期開発

-

31

令和8年度末

93 共通 ログ記録機能 ログイン履歴・操作ログ等を
記録する機能

・全ユーザのログイン履歴（⽇時、ブラウザ、IPアドレス、ユーザ情報）を取得できること 第1期開発

-

32

－

94 共通 ログ管理機能 管理者ユーザがログイン履
歴・操作ログ等を管理する
機能

・権限のあるユーザが、全ユーザのログイン履歴（⽇時、ブラウザ、IPアドレス、ユーザ情報等）を閲覧できること
・権限のあるユーザが、全ユーザの操作履歴（⽇時、機能、ユーザ情報等）を取得し、閲覧できること
・項⽬単位に更新される前の情報を履歴として取得できること但し、重要度の⾼い限られた項⽬を対象とすること

第1期開発

-

33

－



95 共通 ログ管理機能 管理者ユーザがログイン履
歴・操作ログ等を管理する
機能

・職員の不正利⽤防⽌の観点で操作ログを検証できる⽅法を検討して、実現する。例えば操作者のID、操作者の⽒名、属性（⾏政側
審査者・⼀般側審査者・補助者）、組織ID、組織名、組織属性、IPアドレスを容易に把握できるようにすること。

第2期開発（拡充）

-

R007-001

－

96 共通 マスタメンテナンス機能 審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、共通申請サービス
で管理する各種マスタ情報
をメンテナンスする機能

・メンテナンスを⾏うマスタを選択し、操作可能なこと 第1期開発

-

34

令和8年度末

97 共通 マスタメンテナンス機能 審査者ユーザ⼜は管理者
ユーザが、共通申請サービス
で管理する各種マスタ情報
をメンテナンスする機能

・2020年度中にeMAFF営業⽀援ツールを通じて、各システムで独⾃管理しているマスタデータを収集する。
収集したマスタデータは、将来的に共通申請PFをマスタとして各システムに連携することを考慮し、2021年度以降 、農林⽔産省担当者
が統合および標準化の⽅式を検討することになるので、その際検討を⽀援すること。
・統合および標準化にあたり、マスタ有効期限や管理主体などを含め、効率的に管理する仕組みを検討すること。

・コードマスタのメンテナンス⽅法として、以下の⽅式などを検討し、最も効率的な管理⽅法を採⽤すること。
案１）⼈⼿をかけて登録内容を完全に管理する⽅法
マスタデータを管理する事務局を設置し、このマスタデータに対して登録・更新・削除の必要性を事務局で議論し、必要な場合にのみ、マ
スタデータへの変更を認めるなど、⼈⼿をかけて運⽤する⽅法。XBRLでは法律上必要だったため、強制⼒が働いており、コストをかけて運
⽤されている。

案２）OpenDataとして公開し、利⽤する側が管理する⽅法
更新ルール等をあらかじめ決めてOpenDataとして公開し、運⽤する⽅法。マスタデータを管理する事務局などが不在になるため、利⽤す
る側が適切に運⽤しないと不要なデータを作ってしまったり、利⽤されずに放置されたりしてしまう。

案３）OpenData⽅式によるIVIの⽅法（案１、案２の折衷案）
IVIは、地域等によって呼び⽅の異なるものを１つの呼び⽅に統合する⽅法として、ツール等を使って実現する⽅法である。すなわち、
OpenData⽅式でデータを公開して、ツール等を活⽤してマスタデータの語彙を統⼀化していく⽅法である。なお、利⽤者においては、今ま
でどおり同じ単語を利⽤できるように、１つの項⽬に対して複数の呼び名を設定できるように登録しておくことも平⾏して検討するとわかりや
すいインタフェースになると考えられる。

第2期開発

-

K031

令和8年度末

98 共通 結果通知機能 システムが、共通申請サービ
ス上で各ユーザ向けの通知
を⾏う機能

・審査結果や差し戻しされた旨、また、交付⾦/補助⾦等の⽀払いに関する通知、申請者属性に対応したお知らせ等を、該当申請者へ
⾏えること
・予めアカウント情報として登録されたメールアドレスや申請者側のポータル画⾯へ通知できること

第1期開発

-

35

令和8年度末

99 共通 結果通知機能 システムが、共通申請サービ
ス上で各ユーザ向けの通知
を⾏う機能

有効期限における汎⽤的なリマインド機能
・申請者の資格情報等が、失効する前に当⼈に再申請における汎⽤的なリマインド機能を実現すること。また、市役所職員等による審査
者が、失効期限間近な対象者⼀覧を画⾯にて確認できること。

第2期開発

-

K029

令和8年度末

100 共通 通知参照機能 各ユーザが共通申請サービ
ス上の通知を確認する機能

・共通申請サービスからの結果通知を参照できること 第1期開発

-

36

令和8年度末

101 共通 ⼝座情報管理 ⼝座情報を連携する機能 ・交付⾦（補助⾦）⽀払いにおけるADAMS連携を鑑み、許可された⾦融機関コード・⽀店コードを共通申請サービス側で事前チェック
および⼊⼒補助機能を実現すること。
・定期的に更新される⾦融機関マスタのメンテナンス⽅法および運⽤フローの建付けを検討すること。
・外部クラウドサービスにおけるチェックAPIの利⽤について、有⽤性の検証を⾏うこと。

第2期開発

-

K005

令和8年度末

102 共通 ⼝座情報管理 ⼝座情報を連携する機能 ・2021年度中に全銀ネットによる⼝座名義⼈チェックAPIの利⽤が可能となる場合は、当該APIによるチェックを可能とすること。ただし、
上記APIの利⽤が不可能な場合、⼝座番号・名義⼈の記⼊内容に誤りがあった際の対応⽅法等について、運⽤で対応する⽅法を検討
すること
・現⾏のSaaS以外のデータベースに⼝座番号・名義⼈の情報を格納する場合は暗号化すること

第2期開発

-

K006

令和8年度末

103 共通 画像認識機能を⽤いた⼊⼒機能
による申請

画像認識機能を⽤いて、申
請データの取り込みを⾏う機
能

・画像認識機能を⽤いた⼊⼒機能による申請データの取り込みに関する実現⽅式について検討すること。
・審査結果の申請データ受信時の形式による返信が可能となるように実現⽅式を検討すること。(審査→申請データ受信時の形式による
審査結果の返信)
・上記の検討結果を踏まえてプロトタイプを作成し、数⾃治体を対象に実証を⾏うこと。

第2期開発

-

K010

令和8年度末

104 共通 FAQ管理 ユーザからの問い合わせ情
報を基に、ユーザが参照する
FAQを提供する機能

・申請者からのお問い合わせ、審査者からのお問い合わせ等、共通申請サービスに関するお問い合わせについて⾃動で応答できるチャット
ボットを実現すること。
・チャットボット利⽤を前提とすること。
・問い合わせカテゴリの検索時に、逆引き補助⾦の情報を前提とすること。
・問い合わせに対して、チャットボットで課題の切り分けを⾏い、問い合わせ先まで表⽰出来るようにすること。
・チャットボットで正しく回答できない場合を想定し、運⽤回避する⽅式をよび運⽤体制等も構築すること。
・チャットボットのQ&Aデータを蓄積するため、コールセンター側で問い合わせ内容を⼊⼒すること。
・要件について担当者と協議のうえ、対応範囲や対応⽅針等を決定すること。

第2期開発

-

K023

105 ・チャットボット機能において、ユーザー情報（ドメイン等）で絞り込みをしてアプリの表⽰を制御する仕組みを検討すること。また、各チャネ
ルを監視して、書き込みがあった場合に反応するといった仕組みも検討すること。

第2期開発（拡充）

-

R008-001

106 共通 マニュアル管理 マニュアルを提供する機能 ・Wiki形式のマニュアル基盤を構築すること。
・許可されたユーザによるWikiの編集を可能にすること。
・PDFマニュアルの内容をWikiに移⾏すること。
・ブックマークのつけ⽅など利便性を向上するための仕様を検討すること。
・要件について担当者と協議のうえ、対応範囲や対応⽅針等を決定すること。

第2期開発

-

K025

ー

107 申請情報登録 申請情報登録機能 申請者が申請情報の登録
等を⾏う機能、及び、紙に
よって申請された情報を審
査者ユーザが登録等を⾏う
機能

・テキスト形式による⼊⼒フォームへの申請情報の⼊⼒やPDF/画像形式による添付書類のアップロードができること
・⼊⼒した申請情報を⼀時保存できること
・アカウント情報等から申請情報として⾃動反映可能な項⽬を申請情報⼊⼒画⾯に表⽰できること
・過去の申請情報やマスタとして登録されている情報を、表⽰/コピーし、申請情報⼊⼒画⾯に反映できること
・⼊⼒⽀援（郵便番号からの住所の⼊⼒補完、合計値⾃動計算等）及び⼊⼒確認（データ形式確認、必須⼊⼒確認、条件判定に
よる⼊⼒値確認等）にて申請情報の⼊⼒補助ができること
・申請情報を提出できること
・⼀度提出した申請について、修正可能な項⽬（例えば、交付⾦の振込⼝座等）の修正ができること
・⼀度提出した申請について取り下げできること
・申請情報の内、複数の⼿続において共通的に利⽤される項⽬など、マスタとして管理する項⽬については、各⼿続で共通する項⽬を格
納できる領域に格納（反映）されること（「付属書⑧　４．共通領域で管理するデータについて」参照）
・選択した地図情報に紐づく地名や地番等の農地情報が⼊⼒画⾯に表⽰できること（「要件定義書 3.2（２）農地情報の内容やそ
の活⽤⽅法の補⾜」参照）
・申請情報の集計や統計情報の作成などを⽬的として、電⼦化対象の⼿続が紙媒体にて申請された場合、その紙媒体の申請情報を共
通申請サービスへ登録できること

第1期開発

-

37

令和8年度末

108 申請情報登録 申請情報登録機能 申請者が申請情報の登録
等を⾏う機能、及び、紙に
よって申請された情報を審
査者ユーザが登録等を⾏う
機能

申請情報審査機能
・ワーク表領域などを活⽤し、審査内容の⼀時保存を可能にすること。
・申請者が、提出した申請内容を審査中であっても閲覧できること。（現在、審査中である申請内容を申請者が閲覧できないため）

第2期開発

-

K012

令和8年度末



109 申請情報登録 申請情報⼀括登録機能 申請者が複数件分の申請
情報を⼀括で登録する機
能、及び、紙によって申請さ
れた情報を審査者ユーザが
⼀括で登録等を⾏う機能

・⼿続毎の所定のフォーマットにてCSV等のファイルにより、複数件分の申請情報を⼀括で登録できること
・添付ファイル等についても複数登録できること
・⼊⼒した申請情報を⼀時保存できること
・アカウント情報等から申請情報として⾃動反映可能な項⽬を申請情報⼊⼒画⾯に表⽰できること
・申請情報を提出できること
・⼀度提出した申請について、修正可能な項⽬（例えば、交付⾦の振込⼝座等）の修正を⼀括で変更できること
・⼀度提出した申請について⼀括で取り下げできること
・申請情報の内、複数の⼿続において共通的に利⽤される項⽬など、マスタとして管理する項⽬については、各⼿続で共通する項⽬を格
納できる領域に格納（反映）されること
・申請情報の集計や統計情報の作成などを⽬的として、電⼦化対象の⼿続が紙媒体にて申請された場合、その紙媒体の申請情報を共
通申請サービスへ登録できること

第1期開発

-

38

令和8年度末

110 申請情報審査 申請情報審査機能 審査者ユーザが、登録され
た申請情報を審査する機
能

・審査者が申請情報を閲覧し審査できること
・申請情報と地図上の位置情報を紐付て表⽰できること
・該当の申請情報を審査した者だけでなく、参照権限を持つ者においても申請情報を表⽰（参照）できること
・申請者の属性情報を⼀覧として表⽰できること
・⼀覧表については、各項⽬単位での並び替えやユーザ指定の条件による抽出表⽰に対応できること
・申請者の申請情報やアップロードした添付資料の確認ができること

第1期開発

-

39

令和8年度末

111 申請情報審査 申請情報審査機能 審査者ユーザが、登録され
た申請情報を審査する機
能

割当設定
・組織管理者が、審査者に対して担当プロセスを割り当てる際に、個別の⼿続単位での割り当てだけでなく纏めて割当設定できるように対
応すること。

第2期開発

-

K013

令和8年度末

112 申請情報審査 申請差戻し機能 審査者ユーザが、審査中の
申請を差戻す機能

・審査の過程において申請者⼜は前の審査者への差戻しができること 第1期開発

-
40

令和8年度末

113 申請情報審査 申請情報修正機能 審査者ユーザが、審査中の
申請情報を修正する機能

・受付けた申請の申請情報を修正できること
・複数件分の申請情報の修正をCSV等のファイルにより⼀括で登録できること
・登録・修正した内容について、該当申請者に対し、修正内容に対する同意確認ができること
・共通申請サービス外のシステム等での申請情報の修正内容を取り込み、申請情報に反映できること
・修正前の申請情報を履歴として保存できること

第1期開発

-

41

令和8年度末

114 申請情報審査 申請情報修正結果確認機能 申請者ユーザが、審査者に
よって修正された申請情報
を確認する機能

・受付後に修正された申請内容について、該当申請者が修正内容を参照できること
・修正結果の確認後、同意確認した旨を審査者に通知できること
・修正結果に同意しない場合、同意しない理由を審査者に通知できること

第1期開発

-

42

令和8年度末

115 申請情報審査 審査結果登録機能 審査者ユーザが、審査結果
を登録し、コメント等を追記
する機能

・審査結果を登録できること
・審査者が審査結果や処理の履歴等をコメント形式等により追記できること
・追記した内容については、「審査者のみ閲覧可能なもの」「申請者に通知可能なもの」のいずれかを選択できること
・審査を完了した申請情報の内、複数の⼿続において共通的に利⽤される項⽬など、マスタとして管理する項⽬については、各⼿続で共
通する項⽬を格納できる領域に格納（反映）されること
・年次切替（確定時点のデータの保管）をできること
・複数件分の申請を⼀括で承認できること

第1期開発

-

43

令和8年度末

116 申請情報審査 試し申請への⾃動承認機能 試し申請に対して、⾃動で
承認を⾏う機能

・申請の試⾏機能について、本省における承認作業を簡略化するため、⾃動承認等の機能を実装すること。
　また、不慣れな申請者が申請を試⾏し慣れてもらうためのテスト環境を拡充すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発 - N007-001 令和8年度末

117 申請情報審査 ⽂書番号管理機能 審査者ユーザが、申請に対
して受理番号等を採番する
機能

・受理・承認した申請に対して統⼀的な番号を払い出すことができること 第1期開発

-

44

令和8年度末

118 確定登録 経費実績報告機能 申請者ユーザが、補助⾦等
の利⽤額・⽤途等を報告す
る機能、及び、紙によって報
告された情報を審査者ユー
ザが⼀括で登録等を⾏う機
能

・経費実績報告の内容を該当する申請データと紐づけて登録できること
・テキスト形式による⼊⼒フォームへの経費実績の⼊⼒やPDF/画像形式による添付書類のアップロードができること
・⼊⼒した報告情報を⼀時保存できること
・アカウント情報等から申請情報として⾃動反映可能な項⽬を表⽰できること

第1期開発

-

45

令和8年度末

119 確定検査 経費実績閲覧機能 審査者ユーザが、補助⾦等
の利⽤額・⽤途の実績を確
認する機能

・審査者が経費実績を閲覧し審査できること
・該当の申請情報を審査した者だけでなく、参照権限を持つ者においても申請情報を表⽰（参照）できること
·申請者の属性情報及び申請情報を⼀覧として表⽰できること
・⼀覧表については、各項⽬単位での並び替えやユーザ指定の条件による抽出表⽰に対応できること
・申請者の申請情報やアップロードした添付資料の確認ができること

第1期開発

-

46

令和8年度末

120 確定検査 報告差戻し機能 審査者ユーザが、補助⾦等
の利⽤額・⽤途等の報告を
差戻す機能

・審査の過程において申請者⼜は前の審査者への差戻しができること 第1期開発

-

47

令和8年度末

121 確定検査 経費実績修正機能 審査者ユーザが、補助⾦等
の利⽤額・⽤途等の報告を
修正する機能

・受付後の経費実績の修正ができること
・登録・修正した内容について、該当申請者に対し、修正内容に対する同意確認ができること
・共通申請サービス外のシステム等での申請情報の修正内容を取り込み、申請情報に反映できること
・修正前の情報を履歴として保存できること

第1期開発

-

48

令和8年度末

122 確定検査 経費実績修正結果確認機能 申請者ユーザが、審査者に
よって修正された報告を確
認する機能

・受付後に修正された申請内容について、該当申請者が修正内容を参照できること
・修正結果の確認後、同意確認した旨を審査者に通知できること
・修正結果に同意しない場合、同意しない理由を審査者に通知できること

第1期開発

-

49

令和8年度末

123 確定検査 経費実績確認結果登録機能 審査者ユーザが、補助⾦等
の利⽤額・⽤途等の報告の
確認結果を登録し、コメント
等を追記する機能

・確認結果を登録できること
・審査者が確認結果や処理の履歴等をコメント形式等により追記できること
・追記した内容については、「審査者のみ閲覧可能なもの」「申請者に通知可能なもの」のいずれかを選択できること
・確認を完了した経費実績の内、複数の⼿続において共通的に利⽤される項⽬など、マスタとして管理する項⽬については、各⼿続で共
通する項⽬を格納できる領域に格納（反映）されること
・年次切替（確定時点のデータの保管）をできること
・複数件分の経費実績報告を⼀括で承認できること

第1期開発

-

50

令和8年度末

124 経営体ID発⾏管理 経営体ID情報登録機能 共通申請サービスの利⽤有
無に関わらず保持している
農業者等の情報を登録す
る機能
（「付属書⑧　１－３．
経営体IDの⼀括登録機
能」参照）

・制度ごとに固有のユニークキーにより⼀意に管理されている農業者等の情報を、共通申請サービスの利⽤有無に関わらず登録できること
・登録する際に、登録された全ての農業者等をユニークに管理する新たな「農家ID(仮)」を付与すること
・農家ID情報には、制度ごとの固有のIDを紐づけて管理できること
・1件1件の⼊⼒に加えて、⼀括登録ができること
・登録済の農業者等との重複判定チェックを⾏い、同⼀⼈物が重複登録されないようにすること
・登録される情報は農業者に限らず、林業、⽔産業等にも適⽤される可能性がある。
・経営体単位の登録とするか、個⼈単位の登録とするかは、設計開始までに確定させることとする。

第1期開発

-

51

令和8年度末



125 経営体ID発⾏管理 経営体ID情報管理機能 登録されている経営体ID情
報を参照、メンテナンスでき
る機能

・登録されている農家ID情報を検索、参照、修正、削除ができること
・農家ID情報に、個別の制度の固有IDを追加で紐づけられること
・同⼀⼈物が登録されていることが検出された際には、IDの統合ができること

第1期開発

-

52

令和8年度末

126 経営体ID発⾏管理 経営体ID情報管理機能 登録されている経営体ID情
報を参照、メンテナンスでき
る機能

・eMAFFアカウントと、eMAFFゴーストを⾃動統合する⽅法を今後検討すること。 第2期開発

-

K030

令和8年度末

127 経営体ID発⾏管理 共通申請ユーザと経営体IDの紐
づけ

共通申請サービスの申請者
と経営体IDをマッチングさせ
る機能
（「付属書⑧　１－３．
経営体IDの⼀括登録機
能」参照）

・共通申請サービスを始めて利⽤する際に、法⼈共通認証基盤で登録された個⼈情報と、予め経営体ID情報として登録された個⼈情
報で突合を⾏い、申請者IDと農家IDとのマッチングが⾃動でできること。
・なお、法⼈共通認証基盤でgBizエントリーとして登録したユーザの場合は、共通申請サービス上で⾝元確認が完了するまでは「仮マッチ
ング」扱いとする。
・gBizプライムとして登録されたユーザ、及びgBizエントリーユーザであって共通申請サービス状態で⾝元確認が完了したユーザについては、
申請者に農家IDが通知される。

第1期開発

-

53

令和8年度末

128 経営体ID発⾏管理 紙申請者情報と経営体IDの紐づ
け

紙申請された申請情報を
経営体ID情報と紐づけて
登録する機能

・紙申請された申請情報を審査者が登録する際には、農家ID情報を検索し、申請者が予め登録されている場合には、該当の経営体ID
に紐づけて申請情報を登録できること。

第1期開発

-

54

令和8年度末

129 UI/UX改善 UI/UX改善分析・対応 UI/UXが不⼗分な⼿続を
洗い出し、現⾏のeMAFFで
不⾜している機能を追加す
る対応

・各画⾯において申請者が何をする画⾯であるか迷われることがあるため、利⽤者の利便性向上を図り当該画⾯の説明を付す等対応を
⾏うこと。また、申請画⾯において申請者の円滑な操作を促す仕組みを検討し、導⼊すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N008-001 令和8年度末

130 UI/UX改善 UI/UX改善分析・対応 UI/UXが不⼗分な⼿続を
洗い出し、現⾏のeMAFFで
不⾜している機能を追加す
る対応

・お知らせ画⾯やFAQ画⾯等について、画⾯の可読性を向上するため、⼀覧画⾯と詳細画⾯の統合を検討すること。 （令和5年度実施）
eMAFF開発

- N008-002 令和8年度末

131 ⾮同期 ⼀括登録 拡張DBを利⽤して、⼀括
登録をする機能

・通信回線が細い地⽅⾃治体を念頭に、ファイルアップロードを⽤いた⼀括登録機能において⾮同期処理で実現すること。
・共通申請サービス本体への影響が発⽣しないよう、拡張DBに対して更新すること。
・⼀括処理の中で、各レコード・カラムに関して、本⼈の同意等に基づく、閲覧編集が可能な機関等を指定する情報の設定を合わせて⾏
うよう留意すること。

第2期開発

-

K032

令和8年度末

132 ⾮同期 住所コード縮退 拡張DBを利⽤して、住所
コードを縮退する機能

・都道府県・市町村・⼤字・⼩字を基に、住所を12桁コードに変換すること。
・住所コード変換処理は夜間バッチ処理とし、共通申請サービス本体への影響が発⽣しないよう、拡張DBに対して更新すること。
・毎回全レコードに対する変換処理を⾏わずに差分更新ができるよう、設計すること。

第2期開発

-

K033

令和8年度末

133 同期 住所コード縮退 拡張DBを利⽤して、住所
コードを縮退する機能

・住所のコード化について、単独で容易に他システム/利⽤者から使えるようにすることで、利便性の向上を図ること。実現⽅法をバッチから
APIへ変更すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N009-001 令和8年度末

134 ⾮同期 ⽂字コード縮退 拡張DBを利⽤して、⽂字
コードを縮退する機能

・住所や⽒名等に含まれる外字について、MJ縮退マップによる⽂字縮退を実現すること。
・⽂字縮退処理は夜間バッチ処理とし、共通申請サービス本体への影響が発⽣しないよう、拡張DB(Heroku)に対して更新すること。
・毎回全レコードに対する変換処理を⾏わずに差分更新ができるよう、設計すること。
・JIS2⽔準に落とす必要性が⾼い場合は、縮退ルールを決めて、JIS2⽔準に変換してデータを授受する⽅法を検討し、実現すること。
・連携先システムの⽂字コードに由来してデータ項⽬の突合等に困難が発⽣する場合、語彙基盤などの仕組みで必要に応じて変換ルー
ルを設定できること。また、検討の際には、省内共通語彙基盤の整備状況に応じて、そのポリシーに準拠すること。
・住所に対するコード値を付与すること。なお、現⾏の共通申請サービスで利⽤されているSaaS以外のクラウドが導⼊されており、そのクラウ
ド上でNode.jsが実⾏可能であることが前提である。

第2期開発

-

K034

令和8年度末

135 同期 ⽂字コード縮退 拡張DBを利⽤して、⽂字
コードを縮退する機能

・⽂字のコード縮退について、単独で容易に他システム/利⽤者から使えるようにすることで、利便性の向上を図ること。実現⽅法をバッチか
らAPIへ変更すること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発 - N010-001 令和8年度末

136 基盤 LGWAN-ASPサービス ー ・ファイル無害化について、LGWAN対応している代替製品の調査を継続すること。
・リモートデスクトップ経由で共通申請サービスに接続することで、ファイル無害化製品を経由しない⽅式を検討すること。
・市町村の⽅針によっては、LGWANを経由せずにクラウドサービスを直接利⽤するケースが⽣まれることが想定されることから、LGWAN経
由からクラウドサービス直接利⽤へ切り替えた場合の運⽤⽅針やシナリオを検討すること。

第2期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

令和8年度末

137 ー 【ファイル無害化費⽤の削減①】
・令和3年度の製品⽐較を参考にファイル無害化の代替製品について、中⻑期を⾒据えたトータルコストで継続検討を⾏う。

第2期開発（拡充）

-

R009-001

令和8年度末

138 ー 【ファイル無害化費⽤の削減②】
・令和3年度の製品選定したソリューションを活⽤した運⽤など、ファイル無害化製品を経由しない⽅式を検討すること。

第2期開発（拡充）

-

R009-002

令和8年度末

139 基盤 LGWAN-ASPサービス ー LGWAN-ASPを利⽤してIdP認証基盤を活⽤できるようにすること。 （令和8年度実施）
eMAFF改修

- ー

140 基盤 IdP認証基盤 ー ・SaaSを利⽤して、共通申請プラットフォーム上にIdP認証基盤を構築すること。
・将来的に各⾃治体が持っているアカウント情報と連携するため、アカウント情報を管理する基盤を構築すること。
・IdP認証基盤によって、共通申請プラットフォーム、地理情報共通管理システムの認証を可能とすること。
・gBiz側での認証をもって、共通申請プラットフォーム、地理情報共通管理システムの利⽤を可能とすること。
・農薬登録システム・肥料登録システム・収⼊保険事務処理システムのログイン時に、IdP認証基盤による認証をもって、各システムの利
⽤を可能とすること。
・農林⽔産省が提供する⾏政サービスの円滑な運営、及びログの解析結果を確認のために、IdPから出⼒されたログの管理を⾏うこと。

第2期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

ー



141 基盤 IdP認証基盤 ー 【職員属性情報のIdP連携の対応】
・将来的に各⾃治体が持っているAD等アカウント情報と連携するため、アカウント情報を管理する基盤を構築すること。希望のあった職員
（農⽔省、⾃治体）属性情報のIdP連携の試⾏対応をすること。

第2期開発（拡充）

-

R010-001

ー

142 基盤 IdP認証基盤 ー 【追加となる外部連携対応】
・追加となる外部連携についてはIdP連携、Auth０による認証を実施していくこと。

第2期開発（拡充）

-

R010-002

ー

143 基盤 IdP認証基盤 ー 【外部からのログイン信託機能】
・外部IFからのログインによる接続について、情報信託機能としてMAFFアプリにプッシュ通知等を⾏い、連携について、本⼈の同意を得る
機能、同意を得た機能を確認して、取り消す機能を⽤意すること。

第2期開発（拡充）

-

R010-003

ー

144 基盤 IdP認証基盤 ー 【外部からのログイン信託機能】
・システム間での移⾏データのプライバシー対応について、本⼈同意有無があるかデータの由来元を管理するフラグ付けを⾏うなどの権限制
御について検討すること。

第2期開発（拡充）

-

R010-004

ー

145 基盤 IdP認証基盤 ー 【将来展開に関する技術的助⾔】
・将来展開に関する技術的助⾔を⾏う。

第2期開発（拡充）

-

R010-005

ー

146 基盤 拡張DB ー ・現在共通申請サービスで利⽤しているSaaSにおいて、ガバナ制限によるダウンロード可能なレコード数に上限があるため、⼤量データの取
り扱い制限、ガバナ制限の対応に向けて拡張DBの導⼊すること。
・ガバナ制限対応のため、拡張DBは共通申請サービスで利⽤しているSaaSとデータ連携基盤の中間サーバとして活⽤すること。
・システムで扱うデータのバックアップ・リカバリは全体構成を考慮し、実現すること。なお、バックアップ・リカバリの具体的な範囲の詳細につい
ては、設計⼯程で決定すること。
・拡張DBのライセンスついては、2021年度に必要となる数量分のみ購⼊すること。
・データ活⽤の観点から、インメモリ型データベース等、複数の情報を横断的に容易に分析し、短時間で分析結果を算定できるデータベー
スを採⽤すること。
・データベースにおいては農地情報に関し台帳情報と地図情報は⼀体で管理し、EBPM検証環境から両者を統合的に集計・分析できる
ようにすること

第1期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

令和8年度末

147 基盤 拡張DB ー 【申請データの台帳管理】
・共通申請サービスで定義に従い、トランザクションデータからデータを抽出し拡張DBへ台帳データとして格納する。また、台帳内容を確認
する画⾯IF及び出⼒(データ/帳票)すること。

第2期開発（拡充）

-

R012-001

令和8年度末

148 基盤 拡張DB ー 【eMAFF地図データの格納】
・原則、位置情報以外を共通申請サービス側でデータを保管するためeMAFF地図での取得データの連携/格納を⾏うこと。
（農地台帳、農業共済情報、⽇本型直払農地情報、職員実装機能で定義した台帳の情報）

第2期開発（拡充）

-

R012-002

令和8年度末

149 基盤 拡張DB ー 【eMAFF地図データの格納】
・上記の格納したデータをCSVデータで出⼒できること。

第2期開発（拡充）

-

R012-003

令和8年度末

150 基盤 拡張DB ー 【EBPMデータの格納】
・EBPMにおいてBIツールで読込むデータストア領域を構築すること。ただし、ソリューションによっては格納先をHeroku以外とすることも可
能とする。

第2期開発（拡充）

-
R012-004

令和8年度末

151 基盤 拡張DB ー 【ベース・レジストリへの対応】
・上記により蓄積されたデータについて社会の基幹となるデータベースとして対応できること。

第2期開発（拡充）

-

R012-005

令和8年度末

152 基盤 ⼤量データ処理 ー ・申請⼀括登録や、MJ縮退マップによる⽂字縮退、申請共有情報へのレコード追加処理などの⼤量データ処理を⾏う専⽤サーバを構築
し、拡張DBに対するデータ更新を⾏うこと。
・経営所得安定対策において⽔⽥台帳データ4500万件の住所コード変換が発⽣することを考慮し、バッチサーバには必要な処理能⼒を
備えること。
・上記機能に限らず、⼤量処理が必要となった場合、容易に機能を追加できる構成とすること。

第2期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

令和8年度末

153 基盤 ⼤量データ処理 ー 【⽂字縮退の対応拡充】
・⽂字縮退における未登録外字、ビットマップフォントの対応（対応要否含む）について保守性を踏まえた検討と対応を⾏うこと。

第2期開発（拡充）

-

R013-001

令和8年度末

154 基盤 ⼤量データ処理 ー 【⽂字縮退の対応拡充】
・正確な⽂字縮退のために、⼤字・⼩字の辞書を整備すること。

第2期開発（拡充）

-

R013-002

令和8年度末

155 基盤 ⼤量データ処理 ー 【eMAFF地図データの突合処理】
・eMAFF地図側で確⽴した⼿法に基づきeMAFF地図側の取得データを格納するための突合処理が⾏えること。対応する件数については
協議を⾏い実施する。

第2期開発（拡充）

-

R013-003

令和8年度末

156 基盤 eMAFF営業⽀援管理ツール ー ・進捗管理機能について、共通申請サービスとAPI連携を⾏い、共通申請側でアカウント発⾏、⼿続の移⾏、データクリアを⾃動連係で実
施できるようにすること。
・審査組織の管理について、マスタを整備し、2021年度の職員実装が円滑に⾏えるようにすること。
・市町村職員等LGWANにて利⽤して業務をされている⽅は、gBizIDによる認証が難しいことから、市町村職員等の⽅が申請者として
利⽤するためには、審査者IDと同様に共通申請サービスのSaaSにてID発⾏する仕組みが必要となる。2020年度では運⽤対応にてID
を発⾏するが、2021年度以降は効率化を図るため、進捗管理ツールの操作等により、共通申請サービスにて⾃動的にIDを発⾏するこ
と。

第2期開発

-

K035

157 eMAFF営業⽀援管理ツール ー ・職員実装環境での作業において、エクセルシートのやり取りをなるべく無くすために、⼿続定義書・経路設定をeMAFF営業⽀援ツールで
実施すること。
・関係機関職員の職員情報を管理できるようにして、定期的に棚卸を実施できるようにすること。また、定期的にログインしていないユー
ザーを棚卸すること。現在、eMAFF営業⽀援ツール上にある⽒名と所属先の対応関係がないため、どこの機関にどんな職員がいるのかとい
う情報を管理できるようにすること。
・eMAFF本体とeMAFF営業⽀援ツールで省内組織マスタのコード体系が異なっているため、統合を検討すること。

・2020年度中にeMAFF営業⽀援ツールを通じて、各システムで独⾃管理しているマスタデータを収集する。収集したマスタデータは、将来
的に共通申請PFをマスタとして各システムに連携することを考慮し、2021年度以降 、農林⽔産省担当者が統合および標準化の⽅式を
検討することになるので、その際検討を⽀援すること。
・統合および標準化にあたり、マスタ有効期限や管理主体などを含め、効率的に管理する仕組みを検討すること。

第2期開発

-

K036

158 基盤 eMAFF営業⽀援管理ツール ー 【職員情報の連携】
・農林⽔産省内のADサービスとの連携を検討すること。

第2期開発（拡充）

-
R014-002



159 基盤 eMAFF営業⽀援管理ツール ー 【マスタの整備】
・関係するマスタの整備を⾏うこと。

第2期開発（拡充）

-

R014-003

160 基盤 eMAFF営業⽀援管理ツール ー 【情報源の唯⼀性の確保】
・共通申請サービスのインプット情報として信頼できる唯⼀の情報源(Single source of truth)管理を⾏うこと。

第2期開発（拡充）

-

R014-004

161 基盤 EBPM検証環境 ・将来構想としてMAFFクラウド上に分析⽤DBを構築し、当該DBにBIツールを接続するが、2021年度では拡張DBに連携されたデータ
にBIツールを接続すること。
・BIツールはデータ分析⽤仮想デスクトップにインストールし、もしくはSaaSの分析ツールを⽤いてPoCを実施すること。なお、BIツールで検
証するライセンス及び環境、もしくはSaaSの分析ツールは受注者で⽤意すること。
・データ加⼯等の作業が必要となる可能性が⾼いため、⼀定量の業務を定めSE⼯数を賦課すること。
・PoCを通じて、以下の観点からの機能性・操作性等も確認し、2022年度以降の本開発に向けたシステム要件・データ分析要件を確定
すること。分析対象データは、申請データ・農地等の地図情報双⽅とする。
・拡張DBのデータを⽤いたグラフやチャートの作成、農地等地図情報とのリンク表⽰及び地図表現(⼀般地図、航空写真、道路図など)を
⽤いた可視化（マークアップ・バブルレイヤ・ポリゴン等のチャートの重ね合わせ）
・機械学習によるグラフ及びチャートの意味・解釈の促進（差異分析、要因分析、外れ値特定、シミュレーション）
・タブレットやスマートフォンからのアクセス時の画⾯表⽰
・セキュリティを考慮し、農林⽔産省の担当者の端末から接続する際は、農林⽔産省統合ネットワークのみ接続を可能とするよう、ネット
ワークの設定を⾏うこと。

第2期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

162 基盤 EBPM本番環境 ー ・拡張DB等の提案する環境上に分析⽤DBを構築し、当該DBにBIツールを接続すること。また、MAFFクラウドとの接続を可能とするこ
と。BIツール選定にあたっては、製品特性および令和3年度の実証結果を踏まえ、可能な限り操作が容易でUI/UXに優れたものを事業
者が提案すること。(参考　R3試⾏製品︓SAP/HANA, Tableau, Palantir)

第2期開発（拡充）

-

R016-001

163 基盤 EBPM本番環境 ー ・BIツールの利⽤は、農林⽔産省の職員を想定し、ソフトウエアのインストールが必要な場合は、ライセンス及び環境（それを操作する
PC6台程度及びWi-Fi）、もしくはSaaSの分析ツール（それを操作するPC6台程度及びWi-Fi）は受注者で⽤意すること。なお、環境
は仮想マシンの提供も可能とする。台数が⼤幅に増加となる場合は協議の上実施する。

第2期開発（拡充）

-

R016-002

164 基盤 EBPM本番環境 ー ・タブレットやスマートフォンからのアクセスができ、画⾯表⽰が対応していること。 第2期開発（拡充）

-

R016-003

165 基盤 EBPM本番環境 ー ・セキュリティを考慮し、特定のネットワークのみ接続を可能とするよう制限ができること。 第2期開発（拡充）

-

R016-004

166 基盤 EBPM本番環境 ー ・初回分析対象のデータの投⼊は、本開発側で実施し、申請データ・農地等の地図情報双⽅とする。
分析対象のデータの更新及び分析に係る操作説明、操作に係るサポートについては、外部IF記載のEBPMで実施する。

第2期開発（拡充）

-

R016-005

167 基盤 EBPM本番環境 ー ・データレイクにアクセスする際に、効率的なデータ可視化を⾏うため、ネットワーク負荷を最⼩限とし、データ処理をデータレイク環境に任せ
ること

第2期開発（拡充）

-

R016-006

168 基盤 EBPM本番環境 ー ・データレイク環境をセキュアに保つため、データ分析の結果のみをブラウザ上でクライアントは確認できること 第2期開発（拡充）

-

R016-007

169 基盤 データ連携基盤 ー ・データ連携の基盤を導⼊すること。
・外部インターフェース要件について対応すること。
・接続先システムの条件に応じて、柔軟な接続⽅式を採⽤できること。
・歳⼊⾦電⼦納付システムとの連携を図るため、eMAFF等の若⼲数の農林⽔産省内個別システムとのコネクタを構築すること。また、汎
⽤受信等システムについては、クラウドへの移⾏を検討すること。

第2期開発

-

汎⽤機能IDの割
り振りなし

令和8年度末

170 基盤 データ連携基盤 ー 【REPS連携】
・REPSとの連携については、対向先システム準備が整うR4年度に本接続のための開発及びテストの実施すること。

第2期開発（拡充）

-

R017-001

令和8年度末

171 基盤 データ連携基盤 ー 【他外部システム連携】
・REPS以外の若⼲数の農林⽔産省内個別システム（想定される⽔⽥台帳システム、農業共済システム、(仮)、ADAMS、収⼊保険/
農薬/肥料/種苗システム等）との連携について、実現のためのコネクタ開発及びテストを実施すること。

第2期開発（拡充）

-

R017-002

令和8年度末

172 基盤 データ連携基盤 ー 【他外部システム連携】
・R9年1⽉に予定しているREPS更改に対する改修及び必要なテストを実施し、REPSとの連携を適切に⾏えること。

（令和8年度実施）
eMAFF改修

-

R017-002

令和8年度末

173 基盤 データ連携基盤 ー 【外部IF連携⼝の集約化】
・セキュリティ監視及び将来想定される情報公開(API.emaff.jp)の観点より、特段の理由がない場合は、極⼒外部との連携は本基盤を
介するように対向先との協議に努めること。

第2期開発（拡充）

-

R017-003

令和8年度末

174 基盤 データ連携基盤 補助⾦情報のAPI連携 jGrants、制度ナビ、共通申請サービスの間で、補助⾦の情報を連携するAPIを構築すること。 （令和5年度実施）
eMAFF開発

- N012-001 令和8年度末

175 拡張DB 台帳機能 共通申請サービス及び紐づ
け業務で収集した台帳デー
タを画⾯UIにて検索・表
⽰・出⼒する機能

拡張DBの台帳機能に対して、きめ細やかな権限制御の実現やUI改善を実施すること。 （令和5年度実施）
eMAFF開発

- N013-001 令和8年度末



176 拡張DB 台帳機能 共通申請サービス及び紐づ
け業務で収集した台帳デー
タを画⾯UIにて検索・表
⽰・出⼒する機能

拡張DBへ格納する紐づけ業務にて収集・連携のあった台帳データや共通申請サービスの申請データが増加した場合も、拡張DBの台帳
機能で受⼊(取込)可能とすること。また、データ量が増加した場合でも情報の検索及び表⽰に係る時間が実⽤の範囲となること。なお、
格納にあたっては以下を留意すること。
収集された各台帳について全項⽬ではなく項⽬を絞って収集している可能性があること、また、多⾯的機能⽀払、中⼭間地域等直接⽀
払、環境保全型農業直接⽀払の3台帳については、⾃治体ごとに項⽬が異なる可能性があること、また、紐づけ実施事業で収集した台
帳の利⽤範囲はどこまで許容されるのか等、農林⽔産省様含め検討も併せて⾏うこと。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N013-002 令和8年度末

177 拡張DB 台帳機能 共通申請サービス及び紐づ
け業務で収集した台帳デー
タを画⾯UIにて検索・表
⽰・出⼒する機能

eMAFF台帳追加による厳格なログ監視の対象追加及び不正・怪しい振る舞いの検知機能の強化が必要。 （令和5年度実施）
eMAFF開発

- N013-003 令和8年度末

178 拡張DB 台帳機能 管理者ユーザがログイン履
歴・操作ログ等を管理する
機能

・拡張DBに構築された台帳機能に対して厳格なログ監視の対象追加及び不正・怪しいと思われる振る舞いの検知機能の強化を実現す
ること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- N013-004 令和8年度末

179 データ分析 農業政策の有効性の⾒える化対
応

農地台帳、⽔⽥台帳等の
情報の連携

・収集された農地台帳、⽔⽥台帳及び共済台帳のデータに対して、本⼈⼜は代理申請者による申請情報に基づいて経営体情報を取り
寄せる仕組みを実現すること。
・本⼈⼜は代理申請者による申請情報に基づいて取り寄せた経営体の情報で、所有する農地及び⽔⽥の⼀覧を表⽰できるようにするこ
と。また、本⼈⼜は代理申請者が⼀覧から確認できることを実現し、本⼈による各種申請(農地法３〜５条に係る申請含む）および代
理⼈への申請の委任を実現させること。

（令和5年度実施）
eMAFF開発

- - 令和8年度末
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システム化業務フロー 凡例定義

利⽤者におけるプロセス

システムによる⾃動処理

プロセスの分岐点

紙媒体（帳票等）

データベースへのデータ⼊⼒／
システム画⾯へのデータ出⼒

データ（画像データ含む）

プロセス遷移

凡例

データの流れ

＞

S

E

プロセスの開始

プロセスの終了

プロセスの次⾴継続

別のフローへ遷移

＜ プロセスの前⾴遷移

他システム利⽤範囲
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アクター凡例定義

• 都道府県への意⾒具申や経営対策等の普及を主な
⽬的とした組織。都道府県ごとに設置されており、積⽴
⾦の管理等を⾏う。

都道府県

• 共通申請サービスによる申請等の完了及びデータの
蓄積・利活⽤を⽬的とした連携先システムを指す。

• 主なシステムは経安システム、WAGRI等。

• 農林⽔産分野における補助⾦・交付⾦申請及び
各種⾏政⼿続を実施するためのシステム。

• 国⺠・法⼈等からの申請をオンライン上で受け付ける
ことが主な⽬的。

申請者

地域農業
再⽣協議会

• 共通申請サービスを利⽤する全ての国⺠・法⼈等を指
す。主な申請者は、個⼈農業者、法⼈農業者、集落
営農、グループ等。

• 認定地域再⽣計画及びその実施等を主な⽬的とした
組織。基本的には市町村ごとに設置されており、申請
窓⼝としての役割を持つことがある。

組織管理者

担当者

審査会
市町村

• 国⺠・法⼈等からの申請を確認・審査する担当者を指
す。申請の受理・承認・認定等を実施する。

• 経営⽣産対策推進会議等を指す。審査にあたり、担
当者にアドバイスを⾏うことが主な⽬的。

申請⽀援組織
• 申請者に対するオンライン申請に係る⽀援を提供する

組織。

連携先
システム

共通申請
サービス

制度担当者

審査者
• 申請の受理・承認・認定等を実施する担当を指す。

本省

国 地⽅農政局

県域拠点

• 本省職員のうち、申請を確認・審査する担当、シス
テムを管理する担当者を指す。

• 県域拠点職員のうち、申請を確認・審査する担当
を指す。

• 農政局職員のうち、申請を確認・審査する担当を
指す。

運⽤チーム

運⽤SE

職員実装
管理担当課

コールセンター

• 審査者のID管理者を指す。

• 職員実装の⼿続き作成等を実施する担当を指す。

• 共通申請サービスに係る問い合わせや本⼈確認を
の受付を⾏う。

• 職員実装の管理を⾏う担当課を指す。

• 共通申請サービスの保守・運⽤業者を指す。

• 共通申請サービスの保守・運⽤業者を指す。
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【1-1.アカウント管理】アカウントの無効化（休職時）/ 停⽌(退職時)

アクター

システム
管理者

組織
管理者
(⼀般

機関向け)

審査者
(⾏政
事務)

制度担当者

組織
管理者
(⾏政

機関向け)

審査者
(補助者)

共通申請サービス
関連システム

審査者
(⼀般)

申
請
者(

⾃
組
織
名
義)

アカウント
無効化/
停止依頼

eMAFF営業支援ツール

アカウント
無効化/
停止処理

取りまとめ・依頼

アカウント
無効化/
停止依頼

アカウント
無効化/
停止依頼

アカウント
無効化/
停止

共通申請サービスDB

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止

アカウント
無効化/
停止依頼

eMAFF営業支援
ツール

共通申請
サービスDB

アカウント
無効化/
停止処理

本番/職員
実装環境ア
カウント取得

制度担当者アカウント 組織管理者アカウント 審査者アカウント 申請者アカウント
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【1-1.アカウント管理】新規アカウント登録・初回ログイン（申請者）
gBizID取得

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

gBizID・eMAFF IdP ログイン処理

S

gBizID
取得フロー

は省略

共通申請
サービス

ログイン前
ポータル画⾯

ログイン前
ポータル

画⾯表⽰

gBizID
法⼈共通認証基盤

共通申請
サービス

申請者情報・経営体情報作成

gBizID
法⼈共通認証基盤

共通申請
サービス

初回ログイン処理 ポータル表⽰

申請者情報・
経営体情報
作成処理

申請者情報
経営体情報

「eMAFF IDで
ログイン」
クリック

[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

[eMAFF IdP]
「gBizIDで

ログイン」クリック

共通申請
サービス

eMAFF IdP

ログイン画⾯
表⽰

eMAFF IdP

gBizID
法⼈共通認証基盤

[gBizID]
ログイン画⾯

ログイン
リクエスト

ログイン画⾯
表⽰

ログイン
リクエスト

Eポータル画⾯

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
認証コード⼊⼒

gBizID
ログイン

成功処理

[eMAFF IdP]
認証コード

受信

認証コード
送付

⼆要素認証
画⾯表⽰

eMAFF IdP

利⽤規約
同意画⾯ 同意⼊⼒

共通申請
サービス

同意情報利⽤規約
同意画⾯表⽰

ポータル
画⾯表⽰

[gBizID]
ログイン情報

⼊⼒
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【1-1.アカウント管理】新規アカウント登録（審査者）
アカウント発⾏

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

初回ログイン

S 審査者
アカウントの発⾏

共通申請
サービス

アカウント情報

アカウント発⾏
通知受信

アカウント発⾏
／発⾏通知

⾃組織のアカウン
トとりまとめ

ようこそメール内の
（ロ）

URLクリック

インターネット

LGWAN

利⽤する
環境

eMAFF IdP
接続確認

可

不可

ようこそメール内の
（イ）

URLクリック

新eMAFF
IDでログイン

ようこそメール内の
（ハ）

URLクリック

新eMAFF
IDでログイン

旧eMAFF
IDでログイン
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【1-1.アカウント管理】新規アカウント登録（審査側代理申請者）
アカウント発⾏

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

⾃組織
名義の
申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

初回ログイン

S 審査側代理
申請者アカウント

の発⾏

共通申請
サービス

アカウント情報

アカウント発⾏
通知受信

アカウント発⾏
／発⾏通知

⾃組織のアカウン
トとりまとめ

審査側代理
経営体作成

共通申請
サービス

経営体情報

ようこそメール内の
（ロ）

URLクリック

インターネット

LGWAN

利⽤する
環境

eMAFF IdP
接続

可

不可

ようこそメール内の
（イ）

URLクリック

新eMAFF
IDでログイン

ようこそメール内の
（ハ）

URLクリック

新eMAFF
IDでログイン

旧eMAFF
IDでログイン
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【1-1.アカウント管理】新規アカウント登録（組織管理者/制度担当者/コールセンター/システム管理者）

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

アカウント発⾏ 初回ログイン

S アカウントの
発⾏

共通申請
サービス

アカウント情報

アカウント発⾏
通知受信

パスワードリセット
通知受信

1-4-3

アカウント発⾏
／発⾏通知

アカウント
とりまとめ

ようこそメール内の
（ロ）

URLクリック

1-4-5

インターネット

LGWAN

利⽤する
環境

eMAFF IdP
接続

可

不可

ようこそメール内の
（イ）

URLクリック

1-4-4

新eMAFF
IDでログイン

ようこそメール内の
（ハ）

URLクリック

1-4-6

新eMAFF
IDでログイン

旧eMAFF
IDでログイ

ン
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【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDで初回ログイン（申請者以外）①

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

eMAFF IdP

「新eMAFF IDで
ログインする」

クリック
[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

eMAFF IdPユーザー登録

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰

連携先
システム

共通申請
サービス

＞

初回ログイン（新eMAFF IDでログイン）

[eMAFF IdP]
ユーザー

登録画⾯

eMAFF IdP

ユーザー登録
画⾯表⽰

[eMAFF IdP]
パスワード登録

eMAFF IdP

メールアドレス
パスワード

[eMAFF IdP]
登録確認
メール受信

登録確認メール
送付

ログイン画⾯

「メールアドレスを
確認する」

クリック

eMAFF IdP

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰

メールアドレス
確認情報

S

組織管理者、制度担当者、シス
テム管理者、コールセンターもログ
インフローは同様。

システム管理者、コールセンターの
場合はIP制限が許可されていな
いとログイン不可となる。

eMAFF IdPへ
の登録完了
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【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDで初回ログイン（申請者以外）②

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
ログイン処理

初回ログイン（新eMAFF IDでログイン）

＞

誤

正

パスワードの
正誤

eMAFF IdP
eMAFF IdP
ログイン処理

連携先
システム

共通申請
サービス

eMAFF IdP
ログイン

成功情報

eMAFF IdP

eMAFF IdP
ログイン

失敗情報

[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

ログイン画⾯
表⽰

認証コード
メール送付

[eMAFF IdP]
認証コード

受信
＞

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
「スマートフォンで

認証する」を
クリック

認証⽅法
選択

他の認証⽅法
を選択

メール

[eMAFF IdP]
認証⽅法

選択

認証⽅法
選択画⾯表⽰

＞

eMAFF IdP ⼆要素認証登録

新eMAFF ID
（メールアドレス）

パスワード

SMS
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連携先
システム

共通申請
サービス

【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDで初回ログイン（申請者以外）③

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

E

ポータル表⽰eMAFF IdP ⼆要素認証登録

＞

１件

０件

メールアドレスに
紐づくアカウント数

アカウント
情報

[eMAFF IdP]
アカウント
選択画⾯

[eMAFF IdP]
アカウント

選択

eMAFF IdP

アカウント
情報

ポータル画⾯

eMAFF IdP

電話番号

共通申請
サービス

[eMAFF IdP]
認証コード

受信

認証コード
SMS送付

[eMAFF IdP]
認証コード

⼊⼒

eMAFF IdP

認証コード
情報 メールアドレスに

紐づくアカウント
取得

＞

２件以上

アカウント選択
画⾯表⽰

Eエラー画⾯

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

ログインエラー共通申請サービスログイン

ログイン処理

メール

SMS [eMAFF IdP]
電話番号

⼊⼒
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【1-1.アカウント管理】旧eMAFF IDで初回ログイン（申請者以外）

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

初回ログイン（旧eMAFF IDでログイン）

S E利⽤規約
同意画⾯

共通申請
サービス

利⽤規約
同意画⾯表⽰

同意⼊⼒

共通申請
サービス

同意情報

認証コード
受信

認証コード
送付

認証コード⼊⼒

共通申請
サービス

認証コード情報

パスワード
設定画⾯

パスワード
設定画⾯表⽰

⼆要素
認証処理

共通申請
サービス

パスワード設定

共通申請
サービス

パスワード情報

ポータル画⾯

ポータル
画⾯表⽰

ポータル表⽰

⼆要素認証
画⾯表⽰

ここまでのフローは以下のいずれかを参照。
新規アカウント登録（審査者）
新規アカウント登録（審査側代理申請者）
新規アカウント登録（その他）

ログインフロ
ーは同様。

システム管
理者、コー
ルセンターの
場合はIP制
限が許可さ
れていないと
ログイン不
可となる。
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申請者

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

【1-1.アカウント管理】 ログイン（申請者）①

S

共通申請
サービス

共通申請
サービス

ログイン前
ポータル画⾯

「eMAFF IDで
ログイン」クリック

ログイン前
ポータル

画⾯表⽰

gBizID
法⼈共通認証基盤

[gBizID]
ログイン画⾯

gBizID
法⼈共通認証基盤

[gBizID]
ログイン情報を⼊
⼒してログイン

gBizID
ログイン情報

正

誤

パスワードの
正誤

gBizID
法⼈共通認証基盤

法⼈共通
認証基盤

gBizID
ログイン

失敗情報

gBizID
ログイン

成功情報
gBizID
ログイン
処理

gBizIDログイン

＞

ログイン失敗

gBizID
ログイン

画⾯表⽰

10回⽬

ログイン
失敗回数

10回
未満

gBizID
法⼈共通認証基盤

gBizID
アカウント
ロック処理

gBizID
アカウントロック

画⾯表⽰

gBizID
ログイン

画⾯表⽰
（ログイン失敗）

＞

[gBiz]
ログイン画⾯

アカウント
ロック画⾯ E

⾃⾝でパスワー
ドリセットによる
解除が必要

[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

eMAFF IdP

ログイン画⾯
表⽰

[eMAFF IdP]
「gBizIDで

ログイン」クリック

eMAFF IdP
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＞

申請者

アクター

【1-1.アカウント管理】ログイン（申請者）②
⼆要素認証

[eMAFF IdP]
⼆要素認証

画⾯

⼆要素認証
画⾯表⽰

[eMAFF IdP]
認証コード

受信

認証コード
送付

＞

eMAFF IdP

法⼈共通
認証基盤

申請者情報
経営体情報

共通申請
サービス

申請者情報・
経営体情報
アップデート

処理

申請者情報・経営体情報アップデート

eMAFF IdP

gBizID
ログイン

成功処理

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
認証⽅法

選択

[eMAFF IdP]
電話番号

⼊⼒

eMAFF IdP

電話番号

[eMAFF IdP]
認証コード
SMS受信

認証コード
SMS送付

フロー上ではSMS認証を例に記載。

[eMAFF IdP]
認証コード

⼊⼒

eMAFF IdP

認証コード
情報

共通申請
サービス

メールアドレスに
紐づくアカウント

取得

＞

アカウント
情報

連携先
システム

共通申請
サービス

認証⽅法
選択画⾯表⽰
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審査者

アクター

【1-1.アカウント管理】ログイン（申請者）③

E

ポータル表⽰

１件

０件

メールアドレスに
紐づくアカウント数

[eMAFF IdP]
アカウント
選択画⾯

[eMAFF IdP]
アカウント

選択

eMAFF IdP

アカウント
情報

ポータル画⾯

２件以上

アカウント選択
画⾯表⽰

Eエラー画⾯

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

ログインエラー共通申請サービスログイン

ログイン処理

連携先
システム

共通申請
サービス

＞
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【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDでログイン（申請者以外）①

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

eMAFF IdP

「eMAFF IDで
ログインする」

クリック
[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

eMAFF IdPユーザー登録

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰

連携先
システム

共通申請
サービス

＞

新eMAFF IDでログイン

[eMAFF IdP]
ユーザー

登録画⾯

eMAFF IdP

ユーザー登録
画⾯表⽰

[eMAFF IdP]
パスワード⼊⼒

仮登録

eMAFF IdP

メールアドレス
パスワード

[eMAFF IdP]
登録確認
メール受信

登録確認メール
送付

メールアドレス
確認処理

eMAFF IdP

メールアドレス
確認情報

S

システム管
理者、コール
センターの場
合はIP制限
が許可され
ていないとロ
グイン不可と
なる。ログイ
ンできる場
合は⼆要素
認証は⾏わ
ない。

ログイン画⾯ 「新eMAFF IDに
移⾏する」クリック

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰

共通申請
サービス

新eMAFF ID
登録

未登録

登録済

ログイン画⾯

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰



1616

【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDでログイン（申請者以外）②

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
ログイン処理

新eMAFF IDでログイン

メールアドレス
パスワード

＞

誤

正

パスワードの
正誤

eMAFF IdP
eMAFF IdP
ログイン処理

連携先
システム

共通申請
サービス

eMAFF IdP
ログイン

成功情報

eMAFF IdP

eMAFF IdP
ログイン

失敗情報

[eMAFF IdP]
ログイン画⾯

ログイン画⾯
表⽰

認証コード
メール送付

[eMAFF IdP]
認証コード

受信 ＞[eMAFF IdP]
認証⽅法

選択

認証⽅法
選択画⾯表⽰

eMAFF IdP ⼆要素認証

eMAFF IdP

[eMAFF IdP]
電話番号

⼊⼒

eMAFF IdP

電話番号

[eMAFF IdP]
認証コード
SMS受信

認証コード
SMS送付

フロー上ではSMS認証を例に記載。
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連携先
システム

共通申請
サービス

【1-1.アカウント管理】新eMAFF IDでログイン（申請者以外）③

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

E

ポータル表⽰eMAFF IdP ⼆要素認証

１件

０件

メールアドレスに
紐づくアカウント数

アカウント
情報

[eMAFF IdP]
アカウント
選択画⾯

[eMAFF IdP]
アカウント

選択

eMAFF IdP

アカウント
情報

ポータル画⾯

共通申請
サービス

[eMAFF IdP]
認証コード

⼊⼒

eMAFF IdP

認証コード
情報 メールアドレスに

紐づくアカウント
取得 ２件以上

アカウント選択
画⾯表⽰

Eエラー画⾯

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

ログインエラー共通申請サービスログイン

ログイン処理

＞
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審査者/
組織管理者/
制度担当者/

システム管理者/
コールセンター*

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

正

誤

パスワードの
正誤

共通申請
サービス

S

10回⽬

ログイン
失敗回数

【1-1.アカウント管理】旧eMAFF IDでログイン（申請者以外）①
ログイン

10回未満

ログイン画⾯

共通申請
サービス

「旧eMAFF IDで
ログイン

共通申請
サービス

ログイン
処理

旧eMAFF ID
（ユーザ名）

パスワード
ログイン

画⾯表⽰

共通申請
サービス

アカウント
ロック処理

共通申請
サービス

ログイン
失敗情報

ログイン
成功情報

ログイン画⾯

ログイン
画⾯表⽰

（ログイン失敗）

システム管理者、コ
ールセンターの場合
はIP制限が許可さ
れていないとログイ
ン不可となる。ログ
インできる場合は⼆
要素認証は⾏わな
い。

ログイン失敗

＞

＞
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＞

審査者

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

【1-1.アカウント管理】旧eMAFF IDでログイン（申請者以外）②
⼆要素認証 ポータル表⽰

共通申請
サービス

⼆要素認証
画⾯

共通申請
サービス

⼆要素認証
画⾯表⽰

認証コード⼊⼒

認証コード情報

正

誤

認証コードドの
正誤

共通申請
サービス 3回⽬

認証
失敗回数

3回未満

共通申請
サービス

認証
失敗情報

認証
成功情報

⼆要素認証
画⾯

ポータル画⾯

ポータル画⾯
表⽰

⼆要素
認証処理

E

認証失敗
画⾯

認証失敗
画⾯表⽰

⼆要素認証
画⾯表⽰

（認証失敗）

⼆要素認証失敗

認証コード
受信

共通申請
サービス

認証コード
送付

＞

E
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アクター

【1-1.アカウント管理】ログアウト（共通）

ログイン前
ポータル画⾯

ログアウト

E

ポータル
メニュー操作

共通申請
サービス

メニュー表⽰

共通申請
サービス

共通申請
サービス

ログイン前
ポータル

画⾯表⽰
ログアウト情報

ログアウト

申請者

共通申請
サービス

連携先
システム

審査者

S 申請者
ロール

ログイン画⾯ E

共通申請
サービス

ログイン
画⾯表⽰

Yes

No
組織管理
者、制度
担当者、
システム
管理者、
コールセン
ターも同
様
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【1-1.アカウント管理】対⾯による本⼈確認

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

本⼈確認（本⼈確認未済の場合のみ）

窓⼝を訪問後
本⼈確認を依頼

本⼈確認
書類のチェック

本⼈確認書類

申請者プロフィール
経営体プロフィール

確認

共通申請
サービス

本⼈確認済
処理

共通申請
サービス

申請者プロフィール
確認

個⼈
プロフィール

確認
（本⼈確認済）

共通申請
サービス

申請者情報
表⽰申請者情報

経営体情報
表⽰

本⼈確認書類と共通申請サービ
スの⼊⼒内容を⽐較/確認する。

本⼈と判断できた場合、本⼈確
認済処理をおこなう。

S E

本⼈確認
済処理

本⼈確認済とし、以降は
eMAFFプライムとして扱う

経営所得安定対策の申請者で、移⾏データが存
在する場合には、3-5 経営体統合に進む。

申請者情報
表⽰

対⾯による本⼈確認は、県地域農業再⽣協議会など、
共通申請サービスの窓⼝が⽤意されている組織のみで実施可能
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【1-1.アカウント管理】オンラインによる本⼈確認（TRUSTDOCK）①

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター 本⼈確認（本⼈確認未済の場合のみ）

共通申請
サービス

公的⾝分証
提出前確認画⾯

S ポータル画⾯
表⽰

本⼈確認を
開始する

共通申請
サービス

本⼈確認未済の場合
ホーム画⾯に表⽰される
「eMAFFプライムを取得」
ボタンより進む。

QRコード
表⽰

TRUSTDOCK

共通申請
サービス

QRコード
読み取り

事前に
TRUSTDOCK
アプリをインストー
ルすること。

TRUSTDOCK

QRコード
情報

公的⾝分証
提出前確認
画⾯表⽰

QRコード
呼び出し

QRコード
表⽰

⾝分証情報の
利⽤⽬的、必要
な個⼈情報など
を表⽰。

マイナンバーカード
読み取り確認

・
署名⽤電⼦証明書

パスワード⼊⼒

TRUSTDOCK

マイナンバー
カード情報
パスワード

QRコード
情報

TRUSTDOCKでの
本⼈確認は、
個⼈事業主のみ
利⽤可能。
※法⼈は利⽤不可。

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

TRUSTDOCK側の内部処理

申
請
者

共通
申請

サービス

TRUST
DOCK
アプリ

書類提出
完了

確認処理

マインバーカードのICチップ情報は
取得・保持対象外。

パスワードの認証を5回失敗するとロック
され、住⺠⾏がある窓⼝でのロック解除
とパスワード再設定が必要。

共通申請
サービス

書類提出完了
画⾯表⽰

本⼈確認状況︓
事務局確認中

共通申請
サービス

確認結果
更新処理

本⼈確認
結果通知

本⼈確認
結果通知

確認
申請者情報

検索

共通申請
サービス

申請者情報
検索条件

本⼈確認 ＞

＞

承諾結果
否認理由
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ポータル画⾯
表⽰

申
請
者

共通
申請

サービス

【1-1.アカウント管理】オンラインによる本⼈確認（TRUSTDOCK）②

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

個⼈
プロフィール

確認
（本⼈確認済）

共通申請
サービス

申請者情報
表⽰

E＞

承認

否認

本⼈確認
結果

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

共通申請
サービス

申請者に
否認結果を
伝達する

本⼈確認を
承認する

共通申請
サービス

本⼈確認
通知確認

本⼈確認
通知

本⼈確認状況︓済

本⼈確認
通知確認

本⼈確認状況︓未済

本⼈確認
通知

本⼈確認（本⼈確認未済の場合のみ）

本⼈確認状況
更新処理

本⼈確認否認

コールセンターが本⼈確認結果を「承認」とする場合は、以下の条
件をすべて満たした場合となる
①TRUSTDOCKでの本⼈確認結果が「承認」であること。
②申請者情報が共通申請サービスへの⼆重登録ではないこと。
③経営体情報が共通申請サービスへの⼆重登録ではないこと。

＞

本⼈確認済
処理

本⼈確認済とし、以降は
eMAFFプライムとして扱う
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【1-1.アカウント管理】審査者による再本⼈確認

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

再本⼈確認（本⼈確認済の場合のみ）

再本⼈確認
依頼

本⼈確認
書類のチェック

本⼈確認書類

経営体プロフィール
確認

共通申請
サービス

共通申請
サービス

経営体プロフィール
確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

経営体情報
表⽰

E

再本⼈確認完了

本⼈確認通知

本⼈確認通知
確認

再本⼈確認完了
処理

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

S 経営体
プロフィール確認
（本⼈確認済）

共通申請
サービス

経営体
プロフィール

更新

経営体情報更新
処理

本⼈確認後、申請者⾃⾝で共
通申請サービス内の経営体情
報（屋号、代表者、住所等）
を変更した場合、再本⼈確認が
完了するまで申請不可。
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【1-1.アカウント管理】コールセンターによる再本⼈確認

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

再本⼈確認（本⼈確認済の場合のみ）

本⼈確認書類
ダウンロード

申請者プロフィール
経営体プロフィール

確認

共通申請
サービス

再本⼈確認
完了処理

共通申請
サービス

共通申請
サービス

本⼈確認書類

正

誤

本⼈確認
結果

共通申請
サービス

本⼈確認
済処理

本⼈確認
結果通知

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

本⼈確認否認時

本⼈確認済とし、以降は
eMAFFプライムとして扱う

申請者情報
経営体情報

表⽰

本⼈確認書類と共通申請
サービスの⼊⼒内容を⽐較/
確認する。

本⼈と判断できた場合、本
⼈確認完了処理をおこなう。

S E本⼈確認
依頼

本⼈確認書類
アップロード

経営体
プロフィール確認
（本⼈確認済）

共通申請
サービス

本⼈確認依頼
表⽰

申請者へ
問い合わせ

お問合せ
通知

内容確認
個⼈

プロフィール確認
（本⼈確認否認）

経営体
プロフィール

確認
（本⼈確認済）

申請者
プロフィール

確認

共通申請
サービス

本⼈確認書類

経営体
プロフィール

更新

共通申請
サービス

申請者情報
表⽰

本⼈確認
結果通知

確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

経営体情報更新
処理

本⼈確認後、申請者⾃⾝で共
通申請サービス内の経営体情
報（屋号、代表者、住所等）
を変更した場合、再本⼈確認が
完了するまで申請不可。
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【1-1.アカウント管理】経営体統合

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

審
査
組
織

経営体統合

経営体
情報確認

共通申請
サービス

統合対象の
経営体検索

共通申請
サービス

経営体
情報確認

（統合結果）

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰経営体情報

表⽰

＞

経営体
情報⽐較

経営体情報
⽐較画⾯表⽰

検索条件

経営体の
統合実⾏

共通申請
サービス

経営体
情報確認

（統合結果）

経営体情報
表⽰

経営体
統合処理

E

E

既に共通申請サービスに登
録されている経営体がないか
「法⼈名/屋号」や「代表者
⽒名」を⼊⼒して検索。

統合元と統合先の経営体情報を
並べて表⽰・確認し、どちらの情報を
優先して残すか判断。

経営体情報に紐づく、⼝座情報、構成員情報、
農地情報、申請情報などが統合される。

営体
統合依頼S

S

既に移⾏済の経営体がある場合や配偶者の
経営体がある場合など、審査者、もしくは、コ
ールセンターに経営体の統合を依頼。統合元

経営体⾝元
確認書類

統合先
経営体⾝元
確認書類

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

経営体情報修正
通知確認

経営体情報修正
通知
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申請者
プロフィール

検索

【1-1.アカウント管理】申請者情報確認／更新
gBizID側で登録情報更新

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

S 個⼈
プロフィール

確認

個⼈
プロフィール

更新

共通申請
サービス

更新情報

本⼈による個⼈プロフィール確認・更新

gBizID
登録情報更新

法⼈共通
認証基盤

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

共通申請
サービス

申請者情報
表⽰

申請者
プロフィール

確認

申請者情報
表⽰

申請者
プロフィール

確認

申請者
プロフィール

更新

共通申請
サービス

更新情報

審査者による申請者プロフィール確認・更新

申請者情報
表⽰

申請者
プロフィール

確認

申請者情報
表⽰

E S E

E

共通申請
サービス

S

検索条件

申請者の個⼈プロフィールは、基本的にgBIZIDの情報を正として、
申請者のログイン時に最新化される。

審査者の閲覧条件は下記となる。
・⾏政事務の場合

全ての申請者情報、経営体を閲覧可能とする。
・⼀般の場合

eMAFFエントリー・プライムとなっている申請者情報、経営体情報を閲覧可能。
eMAFFシードについては、⾃組織が作成した、または、⾃組織宛てに何らか申請が⾏われている
場合のみ、閲覧可能とする。

・補助者の場合
⾃組織宛てに何らかの申請が⾏われている場合のみ、申請に紐づく経営体情報、
申請者情報を閲覧可能とする。
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【1-1.アカウント管理】経営体情報確認／更新
gBizID側で登録情報更新

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

S 経営体
プロフィール

確認

経営体
プロフィール

更新

共通申請
サービス

更新情報

本⼈による経営体プロフィール確認・更新

gBizID
登録情報更新

法⼈共通
認証基盤

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

共通申請
サービス

経営体情報
構成員情報
申請情報
⼝座情報
農地情報

表⽰

経営体
プロフィール

確認

審査者による経営体プロフィール確認・更新

E S E

申請者の個⼈プロフィールは、gBizIDの情報を正として、申請者の
ログイン時に最新化される。

経営体情報
構成員情報
申請情報
⼝座情報
農地情報

表⽰

経営体
情報検索

経営体
情報確認

経営体
情報更新

共通申請
サービス

更新情報

経営体
情報確認 E

共通申請
サービス

S

検索条件
経営体情報
構成員情報
申請情報
⼝座情報
農地情報

表⽰

経営体情報
構成員情報
申請情報
⼝座情報
農地情報

表⽰

gBizID
経営体

情報⽐較

共通申請
サービス

経営体情報
gBizID情報

表⽰

gBizID
経営体

情報⽐較

共通申請
サービス

経営体情報
gBizID情報

表⽰

経営体プロフィールの
主要項⽬（屋号、代
表者名、住所等）を
変更した場合は、再
本⼈確認が必要。

審査者の閲覧条件は下記となる。
・⾏政事務の場合

全ての申請者情報、経営体を閲覧可能とする。
・⼀般の場合

eMAFFエントリー・プライムとなっている申請者情報、経営体情報を閲覧可能。
eMAFFシードについては、⾃組織が作成した、または、⾃組織宛てに何らか申請が⾏われている
場合のみ、閲覧可能とする。

・補助者の場合
⾃組織宛てに何らかの申請が⾏われている場合のみ、申請に紐づく経営体情報、
申請者情報を閲覧可能とする。

※農地情報（⽔⽥台帳由来）は経安提出先（地域名）に設定された組織のみ閲覧可能

経営体の構成員には以下3パターンの構成員区分が設定さ
れる。
構成員区分の変更は、経営体プロフィールより変更可能。ただ
し、申請者の構成員区分により変更可否が異なる。

・管理者・・・申請、経営体プロフィールの編集、申請代⾏委
任管理、グループ管理の編集が可能。１経営体に管理者は
１名のみ。また、構成員区分の変更で管理者の変更は不可
。（変更の場合、管理者権限の譲渡などを実施する）
・副管理者・・・申請、経営体プロフィールの編集、申請代⾏
委任管理、グループ管理の編集が可能。１経営体に複数の
副管理者を指定可能。
・⼀般・・・申請の⼀時保存は可能だが、申請の提出、経営
体プロフィールの編集、申請代⾏委任管理、グループ管理の
編集は不可。
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【1-1.アカウント管理】経営体構成員の招待

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

経営体
管理者

経営体
参加者

申
請
者

経営体構成員の招待

共通申請
サービス

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

＞

招待通知
確認

招待通知
検索条件

招待結果
通知確認

共通申請
サービス

経営体
情報確認 E招待対象者

メールアドレス
確認S 経営体

情報確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

構成員の招待

No

Yes

通報する 参加する
Yes

No

共通申請
サービス

共通申請
サービス

経営体
所属処理

招待結果
通知
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【1-1.アカウント管理】経営体の切替

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

⾃⾝の
経営体

参加した
経営体

申
請
者

経営体の切替

共通申請
サービス

S 経営体の
切替

共通申請
サービス

経営体
情報確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

経営体
情報確認

切替先
経営体情報

経営体情報
表⽰

E参加した経営体から⾃⾝の経
営体への切替フローも同様。

複数経営体に所属しており、⼿
続申請や経営体に関わる確認
・管理などをおこなう場合、該当
の経営体への切替を⾏う。



3131

【1-1.アカウント管理】経営体構成員が⾃ら脱退／管理者が経営体から外す

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

経営体
管理者

経営体
参加者

申
請
者

管理者が経営体から外す経営体構成員が⾃ら脱退

ES 経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体から脱退

経営体情報
表⽰

共通申請
サービス

経営体から脱退
通知の確認

経営体から
脱退通知

経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

経営体
脱退情報

ES 経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体から外す

経営体情報
表⽰

共通申請
サービス

経営体の脱退
通知の確認

経営体の脱退
通知

経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

経営体
脱退情報

経営体からの脱退は、以下の条
件を満たす場合のみ可能。

・経営体の管理者ではない。
・アカウント登録時に所属していた
経営体ではない（あとから参加し
た経営体である）。
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【1-1.アカウント管理】経営体管理者権限の譲渡

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

経営体
管理者

経営体
参加者

申
請
者

経営体管理者権限の譲渡

ES 経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

管理者権限の
譲渡

経営体情報
表⽰

共通申請
サービス

管理者権限の
譲渡依頼
通知確認

譲渡依頼
通知

経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

管理者権限
譲渡情報

共通申請
サービス

承諾
・

不承諾

承諾

不承諾

共通申請
サービス

経営体
所属処理

譲渡結果
通知

譲渡結果
通知確認
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【1-1.アカウント管理】経営体構成員の名簿／定款アップロード

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

経営体
管理者

経営体
参加者

申
請
者

経営体構成員の名簿・定款アップロード

E

S 経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

名簿ファイル
・

定款ファイル
アップロード

経営体情報
表⽰

共通申請
サービス

経営体
プロフィール

確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

名簿ファイル
・

定款ファイル

名簿ファイル
・

定款ファイル
ダウンロード

共通申請
サービス

名簿ファイル
・

定款ファイル
確認

名簿ファイル
・

定款ファイル

経営体構成員の名簿・定款ダウンロード
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農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

【1-1.アカウント管理】資格情報の登録

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

資格情報の登録（本⼈確認済の場合のみ）

資格等
証明書類
ダウンロード

経営体プロフィール
確認

共通申請
サービス

再本⼈確認
完了処理

共通申請
サービス

共通申請
サービス

資格等
証明書類

正

誤

証明書
確認結果

共通申請
サービス

本⼈確認
結果通知

申請否認時

申請者情報
経営体情報

表⽰

S E再本⼈確認
依頼

資格等
証明書類
アップロード

共通申請
サービス

本⼈確認依頼
表⽰

申請者へ
問い合わせ

お問合せ
通知

内容確認
経営体

プロフィール
確認

経営体
プロフィール

確認

資格等
証明書類

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰

確認済
公的資格
情報登録

共通申請
サービス

公的資格
情報

経営体
プロフィール

確認
本⼈確認
結果確認

共通申請
サービス

経営体情報
表⽰
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【1-1.アカウント管理】アカウント情報管理・割当設定

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

審査者
プロフィール

確認

審査者
プロフィール

更新

共通申請
サービス

更新情報

本⼈による審査者プロフィール確認・更新

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

共通申請
サービス

審査者情報
割当設定情報

表⽰

審査者
プロフィール

確認

組織管理者による審査者プロフィール確認・更新

S E

審査者情報
割当設定情報

表⽰

審査者
プロフィール

確認

審査者
プロフィール

更新

共通申請
サービス

更新情報

共通申請
サービス

審査者情報
割当設定情報

表⽰

審査者
プロフィール

確認S E

審査者情報
割当設定情報

表⽰

割当設定
更新

共通申請
サービス

更新情報
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【1-1.アカウント管理】⼈事異動（審査側代理申請者）

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

⾃組織
名義の
申請者

審査者

異動前
組織

管理者

審
査
組
織

異動先
組織

管理者

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

⼈事異動
に伴う

アカウント情報
変更依頼

S E申請者
プロフィール

確認

共通申請
サービス

申請者情報
表⽰

アカウント管理

共通申請
サービス

組織管理者・
審査者等情報

表⽰

対象者アカウント
確認

共通申請
サービス

アカウント管理
画⾯表⽰

所属経営体
変更

共通申請
サービス

変更情報

変更完了
連絡

組織内
異動

No

Yes

E通知確認

アカウント管理

共通申請
サービス

アカウント管理
画⾯表⽰

アカウント
ステータス更新
（無効化）

共通申請
サービス

変更情報

変更完了
連絡

新規アカウ
ント登録

他組織への異動（アカウント再発⾏） 組織内異動（所属経営体変更）
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【1-1.アカウント管理】⼈事異動（審査者）

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

⾃組織
名義の
申請者

審査者

異動前
組織

管理者

審
査
組
織

異動先
組織

管理者

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

⼈事異動
に伴う

アカウント情報
変更依頼

S E審査者情報確認

共通申請
サービス

審査者情報
表⽰

アカウント管理

共通申請
サービス

組織管理者・
審査者等情報

表⽰

対象者アカウント
確認

共通申請
サービス

アカウント管理
画⾯表⽰

割当設定等
変更

共通申請
サービス

変更情報

変更完了
連絡

組織内
異動

No

Yes

E通知確認

アカウント管理

共通申請
サービス

アカウント管理
画⾯表⽰

アカウント
ステータス更新
（無効化）

共通申請
サービス

変更情報

変更完了
連絡

新規アカウ
ント登録

他組織への異動（アカウント再発⾏） 組織内異動（割当設定等変更）
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【1-1.アカウント管理】⼈事異動（組織管理者）
後任者アカウント登録

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

⾃組織
名義の
申請者

審査者

組織
管理者
(現任)

審
査
組
織

組織
管理者
(後任)

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

⼈事異動
に伴う

アカウント情報
変更

S

E通知確認

アカウント管理

共通申請
サービス

アカウント管理
画⾯表⽰

アカウント
ステータス更新
（無効化）

共通申請
サービス

変更情報

変更完了
連絡

新規アカウ
ント登録

現任者アカウント無効化
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【1-2.申請・審査・通知】本⼈申請

アクター

申請者

審査者

共通申請
サービス

申請情報
登録

共通申請
サービス

申請情報
確認 審査

審査結果
確認

審査情報
⼊⼒

共通申請
サービス

審査結果
出⼒

共通申請
サービス

申請情報
出⼒

共通申請
サービス

E申請⼿続
選択Ｓ

申請情報登録 審査 審査結果通知

申請情報 申請情報表⽰ 審査結果表⽰
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【1-2.申請・審査・通知】個別的代理申請

アクター

申請者

申請代⾏者

審査者

共通申請
サービス

S

S 承諾
*契約⾏為

E

申請
代⾏
委任

*契約⾏為

申請
代⾏者
の検索
(経営体
・制度
指定)

代理
申請を
委任

代理申
請依頼
の承諾

公的資格を
証する書類
のアップロ

ード

書類の確認・
公的資格の

登録

共通申請
サービス

代理関係
の解除
通知

E

共通申請
サービス

共通申請
サービス

共通申請
サービス

公的
資格

の確認

代理申
請結果
の受信

代理関係
を解除

申請代⾏者登録 申請代⾏者への委任 代理関係の解除

代理申請
委任通知
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【1-2.申請・審査・通知】個別的代理申請

アクター

申請者

申請代⾏者

審査者

共通申請
サービス

申請情報
確認 審査

審査結果
確認

審査情報
⼊⼒

共通申請
サービス

E

申請情報
作成

申請情報
提出 E申請⼿続

選択

共通申請
サービス

申請名義
選択S

申請情報登録 審査 審査結果通知

申請情報 審査情報申請情報表⽰
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【1-2.申請・審査・通知】機関的代理申請

アクター

申請者

代理申請者

審査者

共通申請
サービス

審査

審査結果
確認

審査情報
⼊⼒

申請情報
確認

申請情報
提出

審査結果
通知S E

共通申請
サービス

*申請情報
CSV

⼀括登録

申請情報
提出

共通申請
サービス

共通申請
サービス

申請書類
作成

新規申請
情報登録

共通申請
サービス

*自治体側のシステム等で

申請情報を取りまとめて
CSVを作成している場合

紙での申請情報提出 代理申請提出・審査 審査結果通知

審査情報

共通申請
サービス

申請情報 審査結果表⽰申請情報表⽰
申請情報
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【1-2.申請・審査・通知】申請作成・提出→市町村審査
申請作成・提出

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

市町村審査

農政局
審査

審
査
者

申請⼊⼒ 申請提出

申請確認 差戻し

共通申請
サービス

申請情報

S

ステータス︓
申請待ち

共通申請
サービス

申請情報表⽰

共通申請
サービス

申請受付

ステータス︓
市町村審査
受付待ち

添付資料

申請情報

添付資料

ステータス
更新

ステータス︓
市町村
審査中

審査／
職権修正

修正確認
依頼

共通申請
サービス

ステータス
更新

ステータス︓
申請待ち

通知確認

差戻通知

申請⼊⼒

8-1-1以降の
フローへ戻る

共通申請
サービス

ステータス︓
修正確認待ち

通知確認

修正確認
依頼通知

修正確認
結果登録

Yes

No No

共通申請
サービス

ステータス
更新

審査／
職権修正

修正確認
結果通知

＞
Yes

ステータス︓
市町村
審査中

取下げ

共通申請
サービス

ステータス
更新

ステータス︓
申請待ち

Yes

No
申請⼊⼒
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【1-2.申請・審査・通知】市町村審査→都道府県審査

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

市町村審査

農政局
審査

審
査
者

却下

共通申請
サービス

ステータス
更新

ステータス︓
都道府県

審査受付待ち

共通申請
サービス

ステータス︓
却下

通知確認

却下通知

Yes

No＞

E

申請確認

共通申請
サービス

申請受付

ステータス
更新

ステータス︓
都道府県
審査中

審査／
職権修正

都道府県審査

差戻し 修正確認依頼

共通申請
サービス

ステータス
更新 差戻通知

共通申請
サービス

ステータス︓
修正確認待ち

※修正確認依
頼は、申請者

まで戻る

通知確認

修正確認
依頼通知

修正確認
結果登録

Yes

No No

共通申請
サービス

ステータス
更新

審査／
職権修正

修正確認
結果通知

＞
Yes

ステータス︓
都道府県
審査中

申請情報表⽰

承諾 通知確認 審査／
職権修正

ステータス︓
市町村
審査中

※差戻しは、申請者
まで戻らずに1つ前の

審査組織に戻る
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【1-2.申請・審査・通知】都道府県審査→農政局審査（審査完了）

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

都道府県審査

農政局
審査

審
査
者

却下

共通申請
サービス

ステータス
更新

ステータス︓
農政局審査
受付待ち

＞

申請確認

共通申請
サービス

申請受付

ステータス
更新

ステータス︓
農政局
審査中

審査／
職権修正

農政局審査

差戻し 修正確認依頼

Yes

No No

Yes

申請情報表⽰

承諾
No

却下のフローは
市町村審査と

同じ

Yes

差戻しのフローは
都道府県審査と

同じ

修正確認依頼のフ
ローは都道府県審

査と同じ

却下
No

Yes

却下のフローは都
道府県審査と同じ

共通申請
サービス

ステータス
更新

ステータス︓
審査完了

承諾

通知確認 E

審査完了
通知
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【1-2.申請・審査・通知】紙申請（市町村による⼊⼒代⾏）
申請書作成

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

申請⼊⼒

S

連携先
システム

紙の媒体による
申請書提出

申請/審査

市町村審査

申請書類

申請提出

共通申請
サービス

申請情報

共通申請
サービス

申請情報表⽰

添付資料

申請情報

添付資料

申請確認

代⾏⼊⼒
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【1-2.申請・審査・通知】申請情報CSV出⼒／申請情報⼀括登録
申請情報CSV出⼒

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

申請情報
CSV出⼒

S

連携先
システム

申請提出の
⽀援依頼

実績データ（過年度
データ等）があれば
CSVを出⼒

登録⽤
CSV加⼯

共通申請
サービス

出⼒条件
⾃⾝が参照権限を持
つ申請情報について
CSVの出⼒が可能

申請情報
CSV

申請情報
⼀括登録

共通申請
サービス

申請情報
CSV

申請情報⼀括登録 市町村審査

申請/審査申請確認

申請情報表⽰

実績データ（過年度データ等）
として取り込んだ場合は、確認を
おこない業務終了
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【1-2.申請・審査・通知】帳票出⼒
帳票出⼒

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

帳票出⼒
画⾯表⽰

共通申請
サービス

S

共通申請
サービス

出⼒条件帳票情報表⽰

連携先
システム

OPROARTS

帳票出⼒
条件⼊⼒

共通申請
サービス

出⼒指⽰

出⼒条件

データ取得 OPROARTS

申請データ

共通申請
サービス

帳票作成

PDF

帳票
ダウンロード

PDF

E
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【1-2.申請・審査・通知】申請に関するお問合せ

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

共通申請
サービス

お問合せ情報
（質問） お問合せ表⽰

お問合せ
新規登録

お問合せ
内容確認

・
回答登録

共通申請
サービス

お問合せ表⽰

お問合せ
回答確認

・
結果登録

お問合せ情報
（回答）

お問合せ登録申請作成・提出

お問合せ
登録

共通申請
サービス

お問合せ
内容確認

・
回答登録

お問合せ情報
（質問） お問合せ表⽰

申請者へ
お問合せ

審査者へ
お問合せ

お問合せ内容確認・回答登録
(審査者⇔審査者）

共通申請
サービス

お問合せ情報
（回答）

お問合せ
結果確認

お問合せ表⽰

解決した

解決した

お問合せ内容確認・回答登録
(申請者⇔審査者）

審査者⇔審査者のやり取りは、審査経路上の
全審査者が確認・回答可能。
※ただし、申請者は参照不可とする。

申請者⇔審査者のやり取りは、申請者および
審査経路上の全審査者が確認・回答可能。

お問合せ
新規登録

申請提出

お問合せ情報
（質問）

審査者⇒
審査者の
お問合せ

申請者⇒
審査者の
お問合せ

審査者⇒
申請者の
お問合せ

審査者へ
お問合せ
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申請提出

【1-2.申請・審査・通知】申請に関する意⾒聴取

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

意⾒聴取表⽰

意⾒聴取登録申請作成・提出

申請受付後

共通申請
サービス

意⾒聴取
内容確認

・
回答登録

意⾒聴取情報
（質問） 意⾒聴取表⽰

意⾒聴取内容確認・回答登録

共通申請
サービス

意⾒聴取情報
（回答）

意⾒聴取
結果確認

意⾒聴取のやり取りは、審査経路上の
全審査者が確認・回答可能。
※申請者は参照不可とする。

意⾒聴取
依頼

共通申請
サービス

意⾒聴取
聴取先追加

ステータス︓
承認・不承認・その他

聴取先には
審査経路上の
全審査組織を
設定可能。

ステータス︓
新規作成

E

共通申請
サービス

依頼内容
PDF

依頼内容
出⼒

意⾒聴取
内容確認

・
依頼内容出⼒

ステータス︓
回答待ち

承認・不承認・その他

共通申請
サービス

回答内容
PDF

回答内容
出⼒

意⾒聴取
内容確認

・
回答内容出⼒

ステータス︓
依頼待ち

ステータス︓
回答待ち

ステータス︓
承認・不承認・その他

依頼内容出⼒ 回答内容出⼒

S E S E
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【1-2.申請・審査・通知】代理関係の構築
代理関係の構築

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

S

連携先
システム

経営体
プロフィール

更新

共通申請
サービス

経営体
プロフィール
更新情報

申請代⾏者
検索

申請代⾏者
情報表⽰

申請代⾏の
委任

共通申請
サービス

代理申請
委任情報

委任依頼
通知確認

共通申請
サービス

不承諾回答

委任依頼
承諾

委任依頼
回答登録

委任依頼
回答確認

委任依頼
回答確認

共通申請
サービス

委任依頼の
承諾通知

委任依頼の
不承諾通知

Yes

No

代理申請の
委任依頼通知

承諾回答

E

実際の申請
代⾏に関する
契約⼿続など

申請/審査

申請作成・申請提出

実際の申請代⾏に
関する契約⼿続や
契約情報は、共通
申請サービスでは扱

わない。

代理申請
関係確認

共通申請
サービス

代理申請関係
情報表⽰

代理関係
構築処理

委任先の経営体と、
申請を委任する制度

を選択する
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【1-2.申請・審査・通知】代理関係の解除
代理関係の解除

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

ES 代理申請
関係確認

共通申請
サービス

代理申請
関係の解除

代理申請関係
情報表⽰

共通申請
サービス

解除通知
の確認

代理申請関係
解除通知

代理申請
関係確認

共通申請
サービス

代理申請関係
情報表⽰

代理申請関係
解除情報
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【1-2.申請・審査・通知】代理申請タスク管理

代理申請タスク管理

共通申請
サービス

アクター

代理
書⼠

経営体
管理者

代理
書⼠

経営体
作業者

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

ES 申請委任
タスク作成

共通申請
サービス

申請委任
タスク登録

申請委任タスク
画⾯表⽰

共通申請
サービス

申請委任
タスク確認

申請委任タスク
画⾯表⽰

担当者追加

共通申請
サービス

申請委任
タスク情報

申請委任
担当者情報

申請委任
タスク

確認画⾯

共通申請
サービス

申請委任タスク
画⾯表⽰

申請委任
タスク

ステータス更新

ステータス︓
未着⼿

共通申請
サービス

ステータス情報

申請委任
タスク

ステータス更新
申請/審査

共通申請
サービス

ステータス情報

ステータス︓
対応中

ステータス︓
完了

申請委任
タスク確認

共通申請
サービス

申請委任タスク
画⾯表⽰
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【1-2.申請・審査・通知】グループ関係の構築
グループ関係の構築

共通申請
サービス

アクター

農業者
(農業
グループ
代表者)

農業者
(農業
グループ
参加者)

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

S

連携先
システム

経営体
プロフィール

更新

共通申請
サービス

設定変更

グループ
参加者検索

グループ参加者
情報表⽰

グループへの
参加依頼

共通申請
サービス

グループ参加
依頼情報

参加依頼
通知確認

共通申請
サービス

グループ
参加情報

参加依頼
承諾参加依頼

回答

参加依頼
回答確認

参加依頼
回答確認

共通申請
サービス

参加依頼の
承諾通知

参加依頼の
不承諾通知

Yes

No

グループへの
参加依頼通知

グループ
参加情報

E
実際の農業

グループに関する
契約⼿続など

申請/審査

申請作成・申請提出

実際の農業グループ
に関する契約⼿続
や契約情報は、共
通申請サービスでは

扱わない。

農業グループ
作成

共通申請
サービス

グループ
情報

グループ
関係確認

共通申請
サービス

グループ
関係情報表⽰

「グループ申請の参加依
頼を許可する」設定
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【1-2.申請・審査・通知】グループ関係の解除

共通申請
サービス

アクター

農業者
(農業
グループ
代表者)

農業者
(農業
グループ
参加者)

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

グループ関係の解除（グループ代表者からの解除）

ES グループ関係
確認

共通申請
サービス

グループ申請
関係の解除

グループ関係
情報表⽰

共通申請
サービス

解除通知
の確認

グループ申請
関係解除通知

グループ申請
関係確認

共通申請
サービス

グループ申請
関係情報表⽰

グループ申請
関係解除情報
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【1-2.申請・審査・通知】グループからの脱退

共通申請
サービス

アクター

農業者
(農業
グループ
代表者)

農業者
(農業
グループ
参加者)

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

農政局
審査

審
査
者

連携先
システム

グループからの脱退（グループ参加者からの解除）

ES グループ関係
確認

共通申請
サービス

グループ関係
の解除

グループ関係
情報表⽰

共通申請
サービス

解除通知
の確認

グループ関係
解除通知

グループ関係
確認

共通申請
サービス

グループ申請
関係情報表⽰

グループ関係
解除情報
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地域マスタ
組織マスタ

【1-3.職員実装】制度・⼿続の作成
事前相談

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

制度・⼿続の作成

電⼦化に向けた
事前相談／ヒアリ

ング
S

審査経路に関わ
るマスタ登録

共通申請
サービス

地域マスタ
組織マスタ

制度担当者
アカウントの発⾏

共通申請
サービス

アカウント情報

組織管理者
アカウントの発⾏

共通申請
サービス

初回ログイン
パスワード設定

アカウント発⾏ アカウント情報

初回ログイン
パスワード設定

アカウント発⾏

帳票機能作成申請⼿続
作成

審査者
アカウントの発⾏

共通申請
サービス

アカウント情報

初回ログイン
パスワード設定

アカウント発⾏

共通申請
サービス

審査者の
割当設定

割当設定

共通申請
サービス

職員実装環境で申請⼿
続を作成する。
・コードマスタの設定
・申請項⽬の設定
・審査経路の設定

OPROARTS

地域マスタ
組織マスタ

申請定義 地域マスタ
組織マスタ

帳票定義

E

帳票を利⽤する場合に
設定する。
帳票出⼒時に使⽤する
、OPROARTS⽤のマッピ
ング名を設定する。

共通申請
サービス

帳票機能を実⾏する際に連携
。
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【1-4. 集計】

アクター

申請者

審査者

組織管理者

制度担当者

システム
管理者

共通申請
サービス

共通申請
サービス

ダッシュボード
作成

ダッシュボード
参照

共通申請
サービス

ポータル画⾯
表⽰

S

E

集計
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システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

【1-5. お知らせ】

S

E

共通申請
サービス

お知らせ情報

お知らせ管理

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

申請者

お知らせ
確認

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

お知らせ確認

お知らせ
新規登録

・更新

共通申請
サービス

お知らせ表⽰
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【1-6. 問い合わせ】コールセンター

S

共通申請
サービス

お問合せ情報
（質問）

お問合せ登録

お問合せ表⽰

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

申請者

お問合せ
新規登録

お問合せ
内容確認

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

お問合せ内容確認・回答登録

お問合せ
回答登録

お問合せ回答確認・結果登録

お問合せ
回答確認

・
結果登録

共通申請
サービス

お問合せ情報
（回答） お問合せ表⽰

エスカレ
ーション

お問合せ
内容確認・

回答

不要

必要

解決した

共通申請
サービス

お問合せ情報
（結果）

解決

共通申請
サービス

お問合せ情報
（再質問）

再質問

お問合せ表⽰

お問合せ
結果確認

お問合せ表⽰

お問合せ
内容確認

お問合せ内容確認・回答登録

E
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【1-6. 問い合わせ】FAQ、問い合わせ機能

アクター

申請者

コールセンター

共通申請
サービス

関連システム

問い
合わせ

FAQ・
マニュアル

参照
回答確認 問い合わせ

問い合わせ
確認
回答

回答確認E S

共通申請
サービス

FAQ
マニュアル

共通申請
サービス

共通申請
サービス

共通申請
サービス

ES

FAQ・マニュアル参照 問い合わせ画⾯利⽤
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【1-6. 問い合わせ】FAQ 管理・確認

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

S

E

共通申請
サービス

FAQ情報

FAQ管理

FAQ表⽰

FAQ
新規登録

・更新

FAQ
確認

FAQ確認
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【1-7.ログ管理】

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

共通申請
サービスに対する

操作

ログ調査

共通申請
サービス

ログ管理

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

S E

共通申請
サービス

操作情報

操作ログ、
アクセスログの蓄積

ログ
調査依頼

ログを検索・確認

ログ調査結果
確認

ログ調査結果
回答
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【1-7.ログ管理】アクセス解析

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

アクセス解析

共通申請
サービスに対する

操作S

GoogleAnalytics

アクセス情報

アクセス情報
解析

アクセス情報
解析結果

確認

GoogleAnalytics

解析条件 アクセス情報
解析結果

E
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【1-8. ポータル管理】操作マニュアル管理・確認

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

申請者

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

S

E

共通申請
サービス

マニュアル情報

マニュアル管理

マニュアル表⽰

マニュアル
新規登録

・更新

マニュアル
確認

マニュアル確認
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【1-8. ポータル管理】制度・⼿続の検索

S

共通申請
サービス

検索条件

制度・⼿続の検索

検索結果表⽰

連携先
システム

共通申請
サービス

ステータス

申請者 制度・⼿続の
検索

審査者

組織
管理者

審
査
組
織

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

制度・⼿続の
検索

申請作成・
申請提出

申請作成・申請提出
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【1-8. ポータル管理】事務連絡
事務連絡作成

共通申請
サービス

アクター

農林
⽔産
業者

申請
⽀援
組織

申
請
者

市町村
審査

都道
府県
審査

国
審査

審
査
者

共通申請
サービス

S

連携先
システム

E事務連絡
新規登録

連絡内容

連絡先組織

連絡内容
確認

事務連絡
情報表⽰

確認結果
回答

共通申請
サービス

確認結果

コメント

回答結果
確認

事務連絡
情報表⽰

連絡内容確認・確認結果回答 回答結果確認

添付資料

市町村への
事務連絡有無

無

有

共通申請
サービス

事務連絡
新規登録

連絡内容

連絡先組織

連絡内容
確認

事務連絡
情報表⽰

添付資料

確認結果
回答

共通申請
サービス

確認結果

コメント

回答結果
確認

事務連絡
情報表⽰

各組織は事務連絡内容の
CSV出⼒可能
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審査者

組織
管理者

審
査
組
織

【1-8. ポータル管理】リマインド通知

連携先
システム

共通申請
サービス

アクター

制度
担当者

システム
管理者

本
省
な
ど

システム
管理者

コール
センター

委
託
事
業
者
な
ど

バッチ実⾏

リマインド通知

申請者

共通申請
サービス

S

E

通知対象
1件以上

0件
リマインド通知

処理実⾏

E

リマインド
通知

リマインド通知
確認
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【1-9. マスタ管理】

アクター

制度担当者

共通申請
サービス

関連システム
共通申請

サービスDB

マスタデータ
収集/登録S

マスタ管理

システム
管理者

eMAFF営業
支援ツール

省内マスタデータ
の格納

省内マスタデータ
の標準化/統合

共通申請
サービスDB

マスタデータの
確認

共通申請
サービスDB

S
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【1-10 台帳管理】台帳作成 / 台帳項⽬設定・紐づけ

アクター

制度担当者

共通申請
サービス

S

台帳作成

審査者

S

台帳作成 申請⼿続作成
台帳との紐づけ

申請⼊⼒ 申請提出

共通申請
サービス

共通申請
サービス

申請情報表⽰

申請確認

申請情報

添付資料

申請情報

添付資料

申請確認

申請情報表⽰

共通申請
サービス

申請受付

ステータス
更新

審査

申請者

共通申請
サービス

台帳情報
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【1-10 台帳管理】台帳⼀括登録 / 参照

アクター

S

台帳⼀括登録

台帳情報欄
追加

台帳情報
全出⼒

台帳情報
出⼒

登録⽤
CSV加⼯

共通申請
サービス

台帳情報
経営体情報

CSV

台帳⼀括登録

共通申請
サービス

台帳情報
経営体情報

CSV

台帳情報参照

台帳情報表⽰

制度担当者

共通申請
サービス

審査者/
組織管理者

申請者

S

台帳情報
⼀覧画⾯

追加

共通申請
サービス

S

出⼒条件

S

参照



■付属書③_画⾯⼀覧

*1 凡例

対象項⽬のみ記載
①・・既存機能の改修
②・・新規開発

画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

1 認証画⾯
（組織管理者ユーザ）

・組織管理者へのアカウント払出の申請画⾯を実装する
（令和5年度実施）

eMAFF開発 - -

2 認証画⾯
（申請者ユーザ）

・法⼈共通認証基盤を介してアクセスする申請者の内、⾝元確認がなされているアカウントについては、シングルサインオンにより
認証する

第1期開発 - -

3 ・申請者の場合、共通申請サービス側の⾝元確認が完了している申請者について、ID、パスワード、及びメールやSMSによるワ
ンタイムパスワード等を利⽤した⼆要素認証により認証する

第1期開発 - -

4 ・eMAFFへの初回ログイン時にプライバシーポリシーへの同意を求める画⾯を実装する（⼜は、既存画⾯に組み込む）
（令和5年度実施）

eMAFF開発 - -

5 認証画⾯
（審査者ユーザ）

・申請者ユーザと同じく、⼆要素認証を⾏う
第1期開発 - -

6 ・法⼈共通認証基盤を介して新規にアクセスされた申請者について、共通申請サービスとしてのアカウントIDを⾃動で⽣成する
第1期開発 - -

7 · 申請者のアカウントについて、下記いずれかの⽅法で⾝元確認する︓
✓ ⾝元証明書等をアップロードし、別途申請者に本⼈限定受取郵便等で郵送されたパスワードをシステムに⼊⼒することにより
⾝元確認を⾏う
✓ ⾝元証明書等をアップロードの際に、併せてタイムスタンプ付きでリアルタイム性が保証された顔写真をアップロードすることで、⾝
元確認を⾏う
✓ ⾝元確認登録権限のある審査者（⾃治体等）に対して、対⾯で⾝分証明書等を提⽰することで⾝元確認を⾏う
※ なお、⾝元確認の際は、提⽰された⾝分証明書等の情報とシステムで保有するデータとの名寄せが必要となる

第1期開発 - -

アカウント発⾏・管理画⾯
（申請者ユーザ）

アカウント

1 / 8



画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

8 ・申請者におけるアカウントIDでは申請者の属性情報（⽒名、住所、連絡先など）や共通申請サービスで申請された⼿続の履
歴に加え、⾝元確認がなされたアカウントについては、申請者のアカウントと、過去データとして移⾏された情報等を紐づけることす
る

第1期開発 - -

9 ・申請者の死亡や承継等の際には、アカウントを無効化する。また、⼀時的な利⽤停⽌や、有効期間（開始⽇、終了⽇）の
設定を⾏う 第1期開発 - -

10 ・アカウントが凍結されていることを表⽰する
第2期開発（拡充） - -

11 ・⾏政職員等の審査者に対するアカウントID・初期パスワードの発⾏する
・⾏政機関外の審査機関（地域再⽣協議会など）に対しても、市町村担当者等の⾏政職員が必要に応じて、審査者権限ア
カウントの払い出し、権限設定を⾏う
・アカウントの無効化や⼀時的な利⽤停⽌、有効期間（開始⽇、終了⽇）の設定を⾏う

第1期開発 - -

12 ・⾏政職員の属性情報を管理する

第2期開発（拡充） - -

13 代理申請権限付与画⾯ · 異なる別のアカウントに対して、代理申請が可能となる権限設定を⾏う
· 代理申請を⾏うアカウントへの過去の申請情報の参照範囲、利⽤可能な機能範囲の設定を⾏う 第1期開発 - 令和8年度末

14 グループ登録画⾯ · 複数の申請者のアカウントを束ね、グループとしてのアカウントを登録する
· グループとして申請した情報や結果はグループ内の申請者アカウントから閲覧する
· グループとしての申請を⾏う 第1期開発 - 令和8年度末

15 ユーザ権限管理画⾯ · 利⽤可能な機能や参照範囲等に関する権限設定をアカウントの種別毎に⾏う
第1期開発 - 令和8年度末

16 閲覧権限設定画⾯ ・⾮正規職員に常に⾒せない申請定義の項⽬を設定する
・ユーザレベルの制御を活⽤することで、⾮正規職員であっても許可された⾮正規職員には開⽰する申請定義の項⽬を設定す
る

第2期開発 - 令和8年度末

17 構成員区分管理画⾯ ・⼤規模な経営体（集落営農組織等）を統廃合する場合に、経営体の構成員区分を変更する
第2期開発 - -

18 代理申請画⾯ ・申請元が正規な⾏政書⼠であることを確認する
・代理申請機能を利⽤する時に、代理申請をお願いする相⼿先⽅が、正規な⾏政書⼠であるか否かの情報を確認する 第2期開発 - 令和8年度末

19 経営体プロフィール管理画⾯ ・職権修正が⾏われた場合、経営体プロフィールに所属する本⼈（管理者・副管理者）に通知する
　また、職権修正をおこなった組織名や担当者、および変更内容を確認する
・農家プロフィールの公開向けと⾮公開を分けて管理する 第2期開発 - -

20 ⼝座情報管理画⾯ ・許可された⾦融機関コード・⽀店コードの事前チェックおよび⼊⼒補助を⾏う
・⼝座名義⼈チェックを⾏う 第2期開発 - 令和8年度末

21 ⾝元確認画⾯ ・コールセンターが個⼈を識別するコードを発⾏し、出⼒する

第2期開発 - -

アカウント発⾏・管理画⾯
（審査者ユーザ）
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

22 ポータル画⾯
（申請者ユーザ）

· 申請者が、共通申請サービスを⽤いた申請⼿続を開始できるメニューを備える
・ おすすめする制度等の表⽰機能を設ける。ログイン有無／住所／個⼈情報の設定有無等の申請者の属性により、おすすめ
する制度等の表⽰が⾃動で切り替えられる
・ 申請⼿続の進捗状況を表⽰する
・　操作に関わるFAQやマニュアル、ヘルプデスク等の問い合わせ窓⼝の案内を表⽰する
・　各組織からのお知らせを掲載する
※その他申請者の利便性向上等に有⽤な情報があれば本省に提案の上でポータル画⾯の設計に含めること

第1期開発 -
令和8年度末

（ログインに関する画⾯・問
合せに関する画⾯は除く。）

23 ポータル画⾯
（審査者ユーザ）

· 審査者向けのメニュー、お知らせ、FAQ、マニュアル等の表⽰・閲覧を⾏う
※その他に、審査者の利便性向上等に有⽤な情報があれば本省に提案の上でポータル画⾯の設計に含めること 第1期開発 - 令和8年度末

24 ポータル管理画⾯ · 未ログインユーザを含む、各種ユーザに対してメニュー、お知らせ、FAQ、マニュアル等の表⽰・掲載を管理する
· ⼿続毎に特定の期間内に申請がない場合、申請者に申請を⾏う注意喚起（リマインド）の設定を⾏う
· 制度や⼿続の情報を掲載する際に、ログイン有無／住所／個⼈情報の設定有無等の申請者の属性を登録することにより、そ
の属性に該当する申請者にのみおすすめする制度等の情報を⾃動表⽰するような制御機能を設ける

第1期開発 - 令和8年度末

25 申請者情報管理・表⽰画⾯
（申請者ユーザ）

· 農⽔省独⾃で管理する申請者情報（農家のプロファイル等）について、登録・編集する· 申請者の属性情報を表⽰する· 申
請者の申請履歴やアップロードした添付資料を確認する 第1期開発 - 令和8年度末

26 申請者情報管理・表⽰画⾯
（審査者ユーザ）

· 農⽔省独⾃で管理する申請者情報（農家のプロファイル等）について、登録・編集する
· 申請者の属性情報を表⽰する
· 申請者の属性情報を⼀覧として表⽰する
· 申請者の申請履歴やアップロードした添付資料の確認を⾏う

第1期開発 - 令和8年度末

27 申請ステータス管理・表⽰画⾯
（申請者ユーザ）

· 各⼿続における申請・審査状況(ステータス)を⼀覧で表⽰する

第1期開発 - 令和8年度末

28 申請ステータス管理・表⽰画⾯
（審査者ユーザ）

· 各⼿続における申請・審査状況(ステータス)を⼀覧で表⽰する
· 申請・審査状況(ステータス)は年度別、⼿続別の申請件数や審査完了済みや申請却下(取り下げ)の件数、補助⾦・交付
⾦額等を表⽰する 第1期開発 - 令和8年度末

29 農地情報紐付画⾯
（申請者ユーザ）

· 地名・地番をキーとして、農地情報と申請情報等を紐づける

第1期開発 - 令和8年度末

30 農地情報紐付画⾯
（審査者ユーザ）

· 地名・地番をキーとして、農地情報と申請情報等を紐づける
· 農地の属性情報を⼀覧として表⽰する

第1期開発 - 令和8年度末

共通
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

31 地図情報紐付画⾯ · 地名・地番等の位置情報と地図情報を紐づける
· 申請に紐づく地名や地番等の農地情報を表⽰する
· 農地の属性情報を⼀覧として表⽰する 第1期開発 - 令和8年度末

32 申請内容照会・確認画⾯ · 審査の過程において申請者への問合せ内容を申請情報に追記し、共通申請サービス上で申請者に問合せを⾏う
· 問合せ時には該当申請者へ(予めアカウント情報として登録されたメールアドレス等へ)通知する

第1期開発 - 令和8年度末

33 照会内容確認・回答画⾯ · 問合せ内容の確認・回答ができる
· 問合せへの回答とともに、申請情報⼊⼒内容の修正や添付書類の差替えができる

第1期開発 - 令和8年度末

34 · 申請情報⼊⼒等の画⾯について、テンプレート使⽤したレイアウトや項⽬の新規作成・変更等をGUI等によるノーコーディング、
ローコーディングで実施する
· 申請情報⼊⼒画⾯においては、必須や⽂字型などの⼊⼒チェックを設定する 第1期開発 - 令和8年度末

35 ・農林⽔産省の職員が画⾯上でトランザクションする項⽬と連携するタイミングを定義する

第2期開発（拡充） - 令和8年度末

36 · 申請者の住所等に応じて、制度ごとの提出先を⾃動で設定する。設定した提出先について、申請者がプロフィール画⾯等で変
更する。同⼀制度の申請先を複数設定できる
· 制度に応じて、申請が複数の審査組織を経由する申請のプロセスを設定する
· 審査経路に設定された各組織で、同⼀組織での審査プロセスについて、並列審査や階層化等の設定を⾏う。審査を⾏う担
当者は個⼈だけでなく、役職等での設定もできる

第1期開発 - 令和8年度末

37 ・審査者の割当設定について、⼈間単位に割当設定を⾏うのではなく、プロファイルやロール等の概念ごとの割当設定もできる

第2期開発（拡充） - 令和8年度末

38 事務連絡画⾯ ・国→都道府県→市町村等の経路で事務連絡を⾏う
・農林⽔産省の職員が、市町村における対応状況を確認する

第2期開発 - 令和8年度末

39 帳票作成画⾯ · 改変不可とするPDF形式や、画像の埋め込み（印影など）が可能な帳票を作成できる

第1期開発 - 令和8年度末

申請画⾯作成画⾯

申請経路設定画⾯
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

40 帳票出⼒画⾯ · 改変不可とするPDF形式や、画像の埋め込み（印影など）が可能な帳票を出⼒できる
· 共通申請サービスから出⼒するPDFファイルに電⼦署名、QRコード＋パスコードを付与する

第1期開発 - 令和8年度末

41 ファイル出⼒画⾯ · 申請情報等について、制度・⼿続単位で任意の項⽬を絞り込み条件を設定し、エクセル等の形式にて出⼒する

第1期開発 - 令和8年度末

42 ダッシュボード画⾯
（申請者ユーザ）

· 申請情報を基に、年間の作付⾯積や、経営⾯積などを集計する
· 所定の条件、項⽬に基づいた集計を⾏う

第1期開発 - 令和8年度末

43 ダッシュボード画⾯
（審査者ユーザ）

· 申請情報を基に、年間の作付⾯積や、経営⾯積、認定農業者数など集計する
· 所定の条件、項⽬に基づいた集計する

第1期開発 - 令和8年度末

44 全⽂検索画⾯ · 農地など、管理するデータベースを対象に全⽂検索する

第1期開発 - 令和8年度末

45 システム利⽤⽅法等問合せ画⾯（コールセ
ンター）（申請者ユーザ）

· 共通申請サービスに係る問合せをシステム上で実施する

第1期開発 - －

46 システム利⽤⽅法等問合せ画⾯（コールセ
ンター）（審査者ユーザ）

· 共通申請サービスに係る問合せをシステム上で実施する

第1期開発 - 令和8年度末

47 システム利⽤⽅法等問合せ回答画⾯
（コールセンター）

· 申請者、審査者からの共通申請サービスに係る問合せをシステム上で確認し、回答する
· 申請者、審査者からの共通申請サービスに係る問合せについて、システム上で対応ステータスを管理する
· 申請者、審査者からの共通申請サービスに係る電話での問合せについて、対応ステータスを管理する 第1期開発 - －

48 ログ管理画⾯ · 権限のあるユーザが、全ユーザのログイン履歴（⽇時、ブラウザ、IPアドレス、ユーザ情報等）を閲覧する
· 権限のあるユーザが、全ユーザの操作履歴（⽇時、機能、ユーザ情報等）を取得し、閲覧する

第1期開発 - -
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

49 アクセス解析画⾯ ・共通申請サービスに導⼊したアクセス解析ツールの分析結果の確認を⾏う

第2期開発 - -

50 ログイン前画⾯ ・共通申請サービスにログインする前に表⽰する

第2期開発 - -

51 有効期限確認画⾯ ・市役所職員等による審査者が、失効期限間近な対象者⼀覧を確認する

第2期開発 - 令和8年度末

52 マスタメンテナンス画⾯ ・メンテナンスを⾏うマスタを選択し、操作する
・共通申請サービス内で標準化したマスタデータを管理する

第1期開発 - 令和8年度末

53 申請情報登録画⾯ · 申請情報の⼊⼒・添付書類アップロードを⾏う
· 申請情報を提出する
· ⼀度提出した申請について、修正可能な項⽬（例えば、交付⾦の振込⼝座等）の修正を⾏う
· ⼀度提出した申請について取り下げを⾏う
· 画像認識機能を⽤いた⼊⼒機能による申請データの取り込みをPoCとして⾏うようにする。
· 申請データ受信時の形式による審査結果の返信を⾏う。
· ⼤規模な代理申請組織による以下の管理を⾏う。
　①代理申請組織内のメンバ管理
　②案件進捗管理
　③メール受信管理（案件担当グループが必要なメールや通知を受け取る仕組み）
　④農業者から代理申請業者に依頼する際に、依頼先として指定する

第1期開発 - 令和8年度末

54 申請情報⼀括登録画⾯ · 申請情報の⼊⼒・添付書類アップロードを⼀括で⾏う
· 申請情報を⼀括で提出する
· ⼀度提出した申請について、修正可能な項⽬（例えば、交付⾦の振込⼝座等）の修正を⼀括で⾏う
· ⼀度提出した申請について⼀括で取り下げを⾏う
※ 但し、⼀括での変更・取下げ機能の実装要否は要精査

第1期開発 - 令和8年度末

55 申請情報審査画⾯ · 審査者が申請情報を閲覧し審査する
· 申請情報と地図上の位置情報を紐付けて表⽰する
· 該当の申請情報を審査した者だけでなく、参照権限を持つ者においても申請情報を表⽰（参照）する
· 申請者の属性情報を⼀覧として表⽰する
· 申請者の申請情報やアップロードした添付資料を確認する

第1期開発 - 令和8年度末

56 申請差戻し画⾯ · 審査の過程において申請者⼜は前の審査者への差戻しを⾏う

第1期開発 - 令和8年度末

申請情報審査

申請情報登録
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

57 申請情報修正画⾯ · 申請情報の修正する
· 複数件分の申請情報の修正をCSV等のファイルにより⼀括で登録する

第1期開発 - 令和8年度末

58 申請情報修正結果確認画⾯ · 修正された申請内容について、該当申請者が修正内容を参照する

第1期開発 - 令和8年度末

59 審査結果登録画⾯ · 審査結果を登録する
· 審査者が審査結果や処理の履歴等をコメント形式等により追記する
· 複数件分の申請を⼀括で承認する 第1期開発 - 令和8年度末

60 ⽂書番号管理画⾯ · 受理・承認した申請に対して統⼀的な番号を払い出す

第1期開発 - 令和8年度末

61 確定登録 経費実績報告画⾯ · 経費実績の⼊⼒・添付書類アップロードを⾏う
· 経費実績を提出する
· ⼀度提出した報告について取り下げを⾏う 第1期開発 - 令和8年度末

62 経費実績閲覧画⾯ · 審査者が経費実績を閲覧し審査する
· 該当の申請情報を審査した者だけでなく、参照権限を持つ者においても申請情報を表⽰（参照）する
· 申請者の属性情報及び申請情報を⼀覧として表⽰する
· 申請者の申請情報やアップロードした添付資料の確認ができる

第1期開発 - 令和8年度末

63 報告差戻し画⾯ · 審査の過程において申請者⼜は前の審査者への差戻しを⾏う

第1期開発 - 令和8年度末

64 経費実績修正画⾯ · 経費実績の修正を⾏う

第1期開発 - 令和8年度末

65 経費実績修正結果確認画⾯ · 修正された申請内容について、該当申請者が修正内容を参照する

第1期開発 - 令和8年度末

確定検査
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画⾯要件
No. 分類 画⾯名 画⾯概要 開発期間区分 開発区分* 廃⽌予定時期

66 経費実績確認結果登録画⾯ · 確認結果を登録する
· 審査者が確認結果や処理の履歴等をコメント形式等により追記する
· 複数件分の経費実績報告を⼀括で承認する 第1期開発 - 令和8年度末

67 アカウント 経営体ID発⾏管理画⾯ ・共通申請サービスを利⽤する、本⼈確認が完了した農業者に経営体IDを発⾏する
・共通申請サービスを使⽤しない農業者についても、CSVファイル等を⽤いて経営体IDを⼀括登録する。
・原則として、1つの農家には1つの経営体IDを発⾏する。 第1期開発 - 令和8年度末
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■付属書④_帳票・ファイル⼀覧
*凡例
①・・既存機能の改修
②・・新規開発

帳票・ファイル要件
開発期間区分

1 申請者マスタファイル · 申請者情報が記載されたファイル CSV形式 随時 第1期開発 -
2 アカウント情報ファイル（初期通知⽤） · アカウントの登録及びパスワード初期化の際にユーザに結果を通知するためのファイルで、異動区分(登録/パ

スワード初期化のいずれか)、ユーザ情報（ユーザID等）、パスワードで構成される
CSV形式 随時 第1期開発 -

3 アカウント情報ファイル（⼀括登録⽤） · アカウント情報を⼀括で登録/変更/削除を⾏う際に使⽤するファイル CSV形式 随時 第1期開発 -
4 アクセスログ情報 · ログ情報検索⼀覧画⾯の表⽰内容を出⼒したファイル CSV形式 随時 第1期開発 -
5 申請ステータス管理ファイル · 各⼿続における申請・審査状況(年度別、⼿続別の申請件数や審査完了済みや申請却下(取り下げ)の

件数、補助⾦・交付⾦額等)を出⼒したファイル
CSV形式 随時 第1期開発 令和8年度末

6 審査完了証明ファイル ・共通申請サービスから出⼒するPDFファイルの真正性を証明するため、審査者による審査が完了した申請情
報をQRコード＋パスコード付きのPDFで出⼒する。

PDF 随時 第2期開発 令和8年度末

7 審査未完了の帳票 ・共通申請サービスから出⼒するPDFファイルの真正性を証明するため、審査者による審査が完了していない
申請情報を出⼒する際、QRコードの代わりに審査未完了の旨を刻印する。なお、詳細は設計⼯程の中で検
討することとし、帳票データの改修に限らず当該ステータスの帳票を出⼒不可とする等の⽅策も検討する。

PDF形式 随時 （令和5年度実
施）eMAFF開発

令和8年度末

8 台帳データファイル ・職員実装で定義して拡張DBに格納された台帳データを帳票として出⼒する。 CSV形式 随時 第2期開発（拡
充）

令和8年度末

9 台帳データファイル ・台帳データの帳票出⼒について柔軟な出⼒ができるようにする。 CSV形式
PDF形式

随時 令和5、６年度
eMAFF運⽤保守等

業務

令和8年度末

廃⽌予定時期No. 帳票名 概要 ⼊出⼒形式 頻度
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■付属書⑤_情報・データ⼀覧
データ定義
本システムのデータ定義の基本要件を以下に記す。なお、データ定義に関する要件については、汎⽤機能と2023年度にオンライン化する制度で共通とする。

·データの構造化を⾏い再利⽤しやすいデータとすること
·インターフェースとなるデータに関しては、データの意味や記述⽅法を定義したインターフェース仕様書（API の場合、API 仕様書）を作成すること
·データ設計にあたっては、政府CIO ポータルの「⾏政運営基本データ設計・運⽤実践ガイドブックβ」を参照すること
·コードを使う必要がある場合には、できるだけ既存のコードを活⽤すること。コードの設計に当たっては、政府CIO ポータルの「コード（分類体系）設計・運⽤実践ガイドブックβ」を参照すること
·他システムとの連携や過去データの参照等が必要な場合には、そのデータのコンバージョンを実施すること
·⽒名や法⼈名等の特段の指⽰がない場合には、⽂字は以下の条件で整備すること
　・取り扱う⽇本語⽂字集合の範囲︓JIS X 0213:2012
　・符号 JIS X 0221:2014（ISO/IEC 10646（UCS））のUSC-2 の範囲を符号化
　・⽂字の符号化⽅式︓UTF-8
令和8年度廃⽌・改修要件として、データ消去予定時期を以下に⽰す。なお、eMAFF廃⽌に伴うデータの消去にあたっては、必要な移⾏データの出⼒が完了していることを確認の上、消去すること。
また、政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン 表3.1,1-1 情報の抹消⽅法の例⼜は表3.1,1-2 機密性の⾼い情報の抹消⽅法の例 に記載されている消去⽅法で⾏うこと。なお、データ消去対象となる機器について、
個⼈情報⼜は機密性３情報が含まれる場合は、⽶国国家安全保障局（NSA）⽅式⼜は⽶国国防省（DoD5220.22-M）⽅式で消去の上、完了した旨を⽰す、データ消去完了報告書を提⽰すること。
また、物理破壊については、破壊前後の写真及び物理破壊が完了した旨を⽰す、データ消去完了報告書を提⽰すること。

情報・データ⼀覧

1
お知らせ情報 · ポータル等でユーザに対してお知らせする内容やタイトル、表⽰の開始・終了時期などの情報 第1期開発 令和8年度末

2
集計⽤情報 · 集計に使⽤する申請情報及び審査結果等の情報 第1期開発 令和8年度末

3
農地情報 · 申請者(個⼈・法⼈)の耕作する住所、耕作品⽬、耕作⾯積などの農地情報 第1期開発 ー

4
農家詳細情報 · 申請者(個⼈・法⼈)の⽒名、住所、都道府県、地域協議会、認定の有無などの詳細情報 第1期開発 ー

5
権限マスタ · 申請者に設定された権限に関する情報 第1期開発 ー

6
申請グループ情報 · グループで申請を⾏う際の、申請グループに関する情報 第1期開発 ー

7
申請者マスタ · 申請者の⽒名、分類など申請者に関する情報 第1期開発 ー

8
所属組織(審査機関)
情報

· 審査者の所属する組織名などの情報 第1期開発 ー

9
審査者マスタ · 審査者の⽒名、申請者分類、所属組織、権限などの情報 第1期開発 ー

10
制度情報 · 所属組織に応じた制度名、所管組織などの情報 第1期開発 ー

No. データ名 ⽤途 廃⽌に伴うデータ消去
予定時期

開発期間区分
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情報・データ⼀覧
No. データ名 ⽤途 廃⽌に伴うデータ消去

予定時期
開発期間区分

11
メニュー情報 · メニュー表⽰にあたり利⽤する⼿続、制度、メニュー名などの情報 第1期開発 ー

12
申請経路マスタ · 申請経路として設定された、申請経路、申請単位などの情報 第1期開発 ー

13
申請マスタ · 申請書を構成するにあたり利⽤する制度、申請名、申請項⽬情報、申請画⾯レイアウト、所属組織、申請経路などの情報 第1期開発 ー

14
申請情報 · 申請データとしての申請内容(XML)、添付ファイル、審査結果などの情報 第1期開発 ー

15
⼝座情報 ・申請者の⼝座番号、⼝座名義⼈などの情報 第2期開発 ー

16
代理申請情報 ・経営体ID、代表者名などの代理経営体情報 第2期開発 ー

17
申請通知情報 ・申請⽇時、申請ステータスなどの情報 第2期開発 ー

18
申請修正履歴情報 ・申請が修正された履歴を管理する際に利⽤する修正⽇時、修正者などの情報 第2期開発 ー

19
FAQ情報 ・申請者や審査者からのお問い合わせ内容と回答などの情報 第2期開発 ー

20
お問い合わせ情報 ・申請者から審査者、申請者・審査者からコールセンター、もしくは審査者同⼠で⾏う質問内容と回答内容などの

  情報
第2期開発 ー

21
操作マニュアル情報 ・操作マニュアルの掲載⽇時、バージョン、操作⽅法などの情報 第2期開発 ー

22
連絡⽂書情報 ・国から県の連絡と県から市の連絡を⾏う際に利⽤する連絡⽇時、連絡内容などの情報 第2期開発 令和8年度末

23
帳票出⼒情報 ・共通申請サービスから出⼒するPDFファイルの正当性を証明する際に利⽤する承認⽇時、承認元などの情報 第2期開発 令和8年度末

24
アクセス解析情報 ・アクセス解析ツールでユーザの⾏動履歴を分析するための情報 第2期開発(拡充) 令和8年度末

25
農地台帳 ・eMAFF地図から連携される農業委員会事務の的確な実施のため、農地法に基づき農業委員会が整備した農地情報 第2期開発(拡充) ー

26
農業共済情報 ・eMAFF地図から連携される災害などで被害が発⽣した場合の共済⾦⽀払いのために使⽤する農地情報 第2期開発(拡充) ー

27
⽇本型直払農地情報 ・eMAFF地図から連携される⽇本型直払(多⾯的機能⽀払、中⼭間地域等直接⽀払、環境保全型農業直接⽀払)で使⽤す

るため市町村が保持している農地情報
第2期開発(拡充) ー
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情報・データ⼀覧
No. データ名 ⽤途 廃⽌に伴うデータ消去

予定時期
開発期間区分

28
台帳情報 ・職員実装機能で定義した台帳の情報 第2期開発(拡充) ー

29
職員属性情報 ・ADから連携される職員属性に係る情報 令和5、6年度eMAFF運⽤保

守等業務
ー

30
補助⾦情報 ・jGrants、制度ナビ、共通申請サービス間で連携する補助⾦情報 令和5、6年度eMAFF運⽤保

守等業務
令和8年度末

31
アカウント払出情報 ・利⽤者拡⼤を⽬指し、アカウントの払出状況を確認する情報 令和5、6年度eMAFF運⽤保

守等業務
ー

32
オンライン申請率情報 ・eMAFF営業⽀援ツールの制度・⼿続き単位の全申請数及びeMAFFの当該情報制度・⼿続き単位のオンライン申請数から算

出されるオンライン申請率を確認する情報
令和5、6年度eMAFF運⽤保

守等業務

3 / 3



■付属書⑥_外部インターフェース⼀覧

外部インターフェース⼀覧

開発区分 連携終了予定
時期

システム名称等 所管省庁 送受信区分 送受信⽅法
1 法⼈認証基盤 デジタル庁 認証情報連携インターフェース ・法⼈認証基盤から共通申請サービスへ、申請者のアカウント情報を連携するインターフェース 受信 ⾃動 API テキスト 法⼈認証基盤 共通申請サービス オンライン

（即時）
リアルタイム アカウント情報

第1期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

2 交付⾦算定システム 農林⽔産省 交付⾦算定システムインターフェース（送信） ・共通申請サービスから交付⾦算定システムへ、各種申請情報を連携するインターフェース 送信 ⾃動 API テキスト 共通申請サービス 交付⾦算定システム オンライン
（即時）

リアルタイム 申請者情報
添付書類
申請情報

審査結果情報
第1期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

3 交付⾦算定システム 農林⽔産省 交付⾦算定システムインターフェース（受信） ・交付⾦算定システムから共通申請サービスへ、各種⽀払情報を連携するインターフェース 受信 ⾃動 API テキスト 交付⾦算定システム 共通申請サービス オンライン
（即時）

リアルタイム 各種⽀払情報
第1期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

4 MAFFアプリ 農林⽔産省 MAFFアプリインターフェース ・MAFFアプリへの情報提供を⾏うインターフェース 送信 ⾃動 API テキスト 共通申請サービス MAFFアプリ オンライン
（即時）

リアルタイム お知らせ
第1期開発 - 令和7年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

5 WAGRI(農業データ連携基盤) WAGRI協議会 WAGRIインターフェース（受信） ・WAGRIから共通申請サービスへ、申請及び審査に活⽤できる情報を連携するインターフェース 受信 ⾃動 API 画像、テキスト WAGRI 共通申請サービス オンライン
（即時）

リアルタイム 農地情報
第1期開発 - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

6 農業共済システム 農業共済組合 農業共済インターフェース（送信） ・共通申請サービスで登録された営農計画書の情報のうち、農業共済に関連する項⽬を連携するインターフェース 送信 ⾃動 API テキスト 共通申請サービス 農業共済ネットワーク化情報シ
ステム

（⽇次） （バックグラウンド） 営農計画書情報（農
業共済関連項⽬） 第1期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

7 収⼊保険システム 農林⽔産省 収⼊保険システムインターフェース（受信） ・共通申請サービスで登録された収⼊保険の申請⼊⼒情報のインタフェース 送信 ⾃動 API テキスト 共通申請サービス 農業経営収⼊保険事務処理
システム

オンライン
（即時）

リアルタイム 申請者情報
添付書類
申請情報

第1期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

8 歳⼊⾦電⼦納付システム連携基盤 財務省 ⼿数料納付データ連携基盤インターフェース ・申請者が申請時に⽀払う⼿数料が納付済みであることを連携するインターフェース 送受信 ⾃動 API テキスト等 歳⼊⾦電⼦納付システム
連携基盤

共通申請サービス オンライン
（即時）

リアルタイム 申請情報
第2期開発 - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

9 歳⼊⾦電⼦納付システム 財務省 ⼿数料納付データ連携インターフェース ・申請者が申請時に⽀払う⼿数料が納付済みであることを連携するインターフェース 送受信 ⾃動 MQ テキスト等 歳⼊⾦電⼦納付システム 歳⼊⾦電⼦納付システム連携
基盤

オンライン
（即時）

リアルタイム 申請情報
第2期開発 - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

10 交付⾦算定システム 農林⽔産省 交付⾦算定インターフェース ・交付⾦算定システムへのデータ出⼒及び同システムからのデータ取込みの双⽅向でのデータを連携するインターフェース 送受信 ⾃動 API CSV 共通申請サービス 交付⾦算定システム オンライン
（即時）

リアルタイム 申請情報
第2期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

11 農産物検査システム 農林⽔産省 農産物検査インターフェース ・農産物検査データを共通申請サービスと連携するインターフェース 受信 ⾃動 API CSV 農産物検査システム 共通申請サービス オンライン
（即時）

リアルタイム 農産物検査データ
第2期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

12 収⼊保険システム 農林⽔産省 収⼊保険インターフェース ・共通申請プラットフォームのIdPを利⽤した、収⼊保険事務処理
システムへのシングルサインオンおよびeMAFFデータの連携を⾏うインターフェース

送信 ⾃動 IdP テキスト等 共通申請サービス 収⼊保険事務処理
システム

オンライン
（即時）

リアルタイム eMAFFデータ
第2期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

13 gBizINFO デジタル庁 gBizINFOインターフェース ・gBizINFOの情報を共通申請サービスに連携するインターフェース 受信 ⾃動 API テキスト等 gBizINFO 共通申請サービス オンライン
（即時）

リアルタイム 法⼈情報
第2期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

14 MAFFアプリ 農林⽔産省 MAFFアプリインターフェース ・MAFFアプリへの情報提供を⾏うインターフェース 送受信 ⾃動 API テキスト等 共通申請サービス/MAFFアプリ MAFFアプリ
/共通申請サービス

オンライン
（即時）

リアルタイム お知らせ
第2期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

15 地理情報共通管理システム(eMAFF地図) 農林⽔産省 地理情報共通管理システムインターフェース ・共通申請プラットフォームのIdPを利⽤した、地理情報共通管理システムとの連携を⾏うインターフェース 送受信 ⾃動 IdP テキスト等 共通申請サービス
/地理情報共通管理システム

地理情報共通管理システム/
共通申請サービス

オンライン
（即時）

リアルタイム 申請・審査情報
第2期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

16 農地情報公開システム 農林⽔産省 農地情報公開システムインターフェース（申請・審
査情報連携)

・申請・審査状況の連携を⾏うインターフェース 送受信 ⾃動 API テキスト等 共通申請サービス
/地理情報共通管理システム

地理情報共通管理システム/
共通申請サービス

オンライン
（即時）

リアルタイム 申請・審査情報
第2期開発 - ー

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

17 eMAFF営業⽀援ツール 農林⽔産省 eMAFF営業⽀援ツールインターフェース ・進捗管理機能について、共通申請サービスとAPI連携を⾏い、共通申請側でアカウント発⾏、⼿続の移⾏、データクリアを
⾃動連係するインターフェース
・eMAFF営業⽀援ツールが保持する農林⽔産省の交付⾦・補助⾦、⾏政⼿続の情報を共通申請サービスにデータ提供す
るインターフェース

送受信 ⾃動 API テキスト等 共通申請サービス
/eMAFF営業⽀援ツール

eMAFF営業⽀援ツール
/共通申請サービス

オンライン
（即時）

リアルタイム 交付⾦・補助⾦データ、
⾏政⼿続データ

第2期開発 -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

18 歳⼊⾦電⼦納付システム連携基盤 財務省 ⼿数料納付データ連携基盤インターフェース ・申請者が申請時に⽀払う⼿数料が納付済みであることを連携するインターフェース
送受信 ⾃動 API テキスト等 歳⼊⾦電⼦納付システム

連携基盤 共通申請サービス オンライン
（即時） リアルタイム

申請情報
第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

19 歳⼊⾦電⼦納付システム 財務省 ⼿数料納付データ連携インターフェース ・申請者が申請時に⽀払う⼿数料が納付済みであることを連携するインターフェース
送受信 ⾃動 MQ テキスト等 歳⼊⾦電⼦納付システム 歳⼊⾦電⼦納付システム連携

基盤
オンライン
（即時） リアルタイム

申請情報
第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

20 jGrants デジタル庁 jGrantsインターフェース ・補助⾦の電⼦申請システム（デジタル庁）の補助⾦等の申請情報を連携を⾏うインターフェース
送受信 ⾃動

（対向先に準じる） （対向先に準じる） jGrants 共通申請サービス （対向先に準じる） （対向先に準じる） 補助⾦等申請データ
第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

21 法⼈登記簿システム 法務省 法⼈登記簿インターフェース ・根拠法令等情報を提供し、法⼈登記簿情報（法務省）と連携を⾏うインターフェース 送受信 ⾃動 （対向先に準じる） （対向先に準じる） 法⼈登記簿システム/共通申請サービ
ス

共通申請サービス/法⼈登記
簿システム

オンライン
（定期）

定期
(最低1週間毎)

法⼈登記簿データ
第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

22 登記事項証明書閲覧システム 法務省 登記事項証明書閲覧システムインターフェース ・根拠法令等情報を提供し、登記事項証明書閲覧システム（法務省）の登記事項証明書情報と連携するインターフェース 送受信 ⾃動 （対向先に準じる） （対向先に準じる） 登記事項証明書閲覧システム/共通申
請サービス

共通申請サービス登記事項証
明書閲覧システム

オンライン
（定期）

定期
(最低1週間毎)

登記事項証明書データ
第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

23 マイナポータル デジタル庁 マイナポータルインターフェース ・資格情報の双⽅向の提供や共通申請サービスの認証連携を⾏うインターフェース 送受信 ⾃動 （対向先に準じる） （対向先に準じる） マイナポータル/共通申請サービス 共通申請サービス/マイナポータ
ル

オンライン
（即時）

リアルタイム 資格データ
認証データ 第2期開発(拡充) - 令和8年度末

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

25 地理情報共通管理システム(eMAFF地図) 農林⽔産省 地理情報共通管理システム(eMAFF地図)インター
フェース

・共通申請プラットフォームのIdPを利⽤した、地理情報共通管理システムとの連携を⾏うインターフェース
送受信 ⾃動 IdP テキスト等 共通申請サービス

/地理情報共通管理システム
地理情報共通管理システム/
共通申請サービス

オンライン
（即時） リアルタイム

申請・審査情報
⽔⽥台帳データ

地図情報

（令和5年度実施）eMAFF開
発

-
第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

26 農地情報公開システム 農林⽔産省 農地情報公開システムインターフェース（申請・審
査情報連携)

・申請・審査状況の連携を⾏うインターフェース
送受信 ⾃動 API テキスト等 共通申請サービス

/地理情報共通管理システム
地理情報共通管理システム/
共通申請サービス

オンライン
（即時） リアルタイム

申請・審査情報
第2期開発(拡充) -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

27 農業共済事務処理システム 農林⽔産省 農業共済事務処理システムインターフェース ・共通申請プラットフォームのIdPを利⽤した、農業共済事務処理システムへのシングルサインオンを⾏うインターフェース 送信 ⾃動
IdP テキスト等 共通申請サービス

/農業共済事務処理システム
農業共済事務システム/共通
申請サービス

オンライン
（即時） リアルタイム

アカウント情報
第2期開発(拡充) -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

28 精液等情報システム 農林⽔産省 精液等情報システムインターフェース ・共通申請プラットフォームのIdPを利⽤した、精液等情報システムへのシングルサインオンを⾏うインターフェース 送信 ⾃動
IdP テキスト等 共通申請サービス

/精液等情報システム
精液等情報システム/共通申
請サービス

オンライン
（即時） リアルタイム

アカウント情報
第2期開発(拡充) -

第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

29 農薬登録情報システム 農林⽔産省 農薬登録情報システムインターフェース ・農薬登録情報システムのAPIをコールし、MAFFアプリに情報連携するインターフェース 送受信 適時
API テキスト等 農薬登録情報システム/MAFFアプリ MAFFアプリ/農薬登録情報シ

ステム
 オンライン

(即時) リアルタイム
農薬登録情報

第2期開発(拡充) - 令和8年度末
第2期開発(拡充)調達仕様書の
情報を引⽤

30 飼養衛⽣管理⽀援システム 農林⽔産省 飼養衛⽣管理⽀援システムインターフェース ・飼養衛⽣管理⽀援システムのAPIをコールし、情報連携を⾏うインターフェース 送受信 適時
API テキスト等 共通申請サービス/飼養衛⽣管理⽀援

システム
飼養衛⽣管理⽀援システム/
共通申請サービス オンライン（即時） リアルタイム

アカウント情報
申請情報 （令和5年度実施）eMAFF開

発
- 令和8年度末

eMAFF開発業務調達仕様書の
情報を引⽤

31 災害復旧⽀援システム 農林⽔産省 災害復旧⽀援システムインターフェース ・災害復旧⽀援システムのAPIをコールし、情報連携を⾏うインターフェース 送受信 適時
API テキスト等 共通申請サービス/災害復旧⽀援シス

テム
災害復旧⽀援システム/共通
申請サービス オンライン（即時） リアルタイム

アカウント情報
申請情報 （令和5年度実施）eMAFF開

発
- 令和7年度末

eMAFF開発業務調達仕様書の
情報を引⽤

※凡例
①・・既存機能の改修
②・・新規開発

備考連携システム等 連携頻度 連携タイミングデータ形式概要 情報種連携先 開発期間区分No. インターフェース名 送受信区分 連携⽅式 連携元
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AWS/Azure設定確認リスト 凡例：〇：責任者、△：サポート

MAFFクラウド管理者(PMO) PJMO

IDおよびアクセス管理

組織が許可したアカウントの管理 〇

管理者アカウントに対する多要素認証の利用 △ 〇 多要素認証を設定していない限りあらゆるAWS/Azureリソースの操作が出来ないよう設定

管理者アカウントに紐づく最新の連絡先の登録と定期的な見直し △ 〇 年度末に実施

必要最低限の管理者権限の割当て △ 〇
AWS：Configを利用して実施

Azure：Azure Policyを利用して実施

グループを利用した権限の設定 〇

管理者アカウントに関する復旧手段の確保 〇

すべてのアカウントへのパスワードポリシーの適用 △ 〇
AWS：Configを利用して実施

Azure：Azure Policyを利用して実施

アクセスキー、サービスアカウントキー等の適切な管理 〇

管理者アカウントと日常的に使用するアカウントの分離 〇 ユーザーの払い出しはPJMO管理

アカウント・権限・認証情報の定期的な見直し 〇 年度末に実施

AWSにおいて考慮すべき設定

AWS サポートセンターへのアクセス設定 〇

IAMに保存されているサーバ証明書の管理 〇

IAM Access analyzerの有効化 〇

Azureにおいて考慮すべき設定

Microsoft Azure サポートセンターへのアクセス設定 〇

Azure App Serviceに保存されているサーバ証明書の管理 〇

ログの記録と監視

ログの有効化及び取得 △ 〇 MAFFクラウド管理者側で有効化の為の手順を作成し、PJMOに配布

ログの一元管理 △ 〇

ログの保護 △ 〇 管理者アカウントで保管

ログの監視/通知の設定 △ 〇

AWS：アクセスログなどは管理者アカウント側でGuardDutyを用いて対応。

Azure：アクセスログなどは管理アカウント側でMicrosoft Defender for Cloudを用いて対応。

そのほかのログについてはPJMOに一任。

ネットワーク

ロードバランサの接続設定 〇

仮想マシン

最新のOSパッチの適用確認 〇

不正プログラム対策ソフトウェアの導入 〇

攻撃対象となるネットワークポートへのアクセス制限 〇

ストレージ

匿名/公開アクセスの禁止 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

ストレージアクセスの通信設定 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

AWSにおいて考慮すべき設定

Amazon RDSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Amazon EBSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Azureにおいて考慮すべき設定

Azure Databaseの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Azure Disk Storageの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

【PaaS/IaaS】基本的な設定すべきセキュリティ対策（AWS/Azure）
担当

役割分担に関する補足

別添1
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1 認証・認可 1.1 ユーザー認証 1.1.1 特定のユーザーや管理者のみに表⽰・実⾏を許可すべき画⾯や機能、API

では、ユーザー認証を実施すること
特定のユーザーや管理者のみにアクセスを許可したいWebシステムでは、
ユーザー認証を⾏う必要があります。また、ユーザー認証が成功した後に
はアクセス権限を確認する必要があります。そのため、認証済みユーザー
のみがアクセス可能な箇所を明⽰しておくことが望ましいでしょう。
リスクベース認証や⼆要素認証など認証をより強固にする仕組みもありま
す。不特定多数がアクセスする必要がない場合には、IPアドレスなどによ
るアクセス制限も効果があります。
OpenIDなどIdP(ID Provider)を利⽤する場合には信頼できるプロバイダ
であるかを確認する必要があります。IdPを使った認証・認可を⾏う場合
も他の認証・認可に関する要件を満たすものを利⽤することが望ましいで
す。

必須

1.1.2 上記画⾯や機能に含まれる画像やファイルなどの個別のコンテンツ（⾮
公開にすべきデータは直接URLで指定できる公開ディレクトリに配置し
ない）では、ユーザー認証を実施すること

必須

1.1.3 多要素認証を実施すること 多要素認証（Multi Factor Authentication: MFA）とは、例えばパスワー
ドによる認証に加え、TOTP (Time-Based One-Time Password：時間
ベースのワンタイムパスワード）やデジタル証明書など⼆つ以上の要素を
利⽤した認証⽅式です。⼿法については NIST Special Publication 800-
63B などを参照してください。

推奨

1.2 ユーザーの再認証 1.2.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページに遷移する際には、再認証を実施
すること

ユーザー認証はセッションにおいて最初の⼀度だけ実施するのではなく、
重要な情報や機能へアクセスする際には再認証を⾏うことが望ましいで
しょう。

推奨

1.2.2 パスワード変更や決済処理などの重要な機能を実⾏する際には、再認証
を実施すること

推奨

1.3 パスワード 1.3.1 ユーザー⾃⾝が設定するパスワード⽂字列は最低 8⽂字以上であること 認証を必要とするWebシステムの多くは、パスワードを本⼈確認の⼿段と
して認証処理を⾏います。そのためパスワードを盗聴や盗難などから守る
ことが重要になります。

必須

1.3.2 登録可能なパスワード⽂字列の最⼤⽂字数は64⽂字以上であること パスワードを処理する関数の中には最⼤⽂字数が少ないものもあるので注
意する必要があります。

必須

1.3.3 パスワード⽂字列として使⽤可能な⽂字種は制限しないこと 任意の⼤⼩英字、数字、記号、空⽩、Unicode⽂字など任意の⽂字が利⽤
可能である必要があります。

必須

1.3.4 パスワード⽂字列の⼊⼒フォームはinput type="password"で指定する
こと

基本的にinputタグのtype属性には「password」を指定しますが、パス
ワードを⼀時的に表⽰する可視化機能を実装する場合にはこの限りではあ
りません。

必須

1.3.5 ユーザーが⼊⼒したパスワード⽂字列を次画⾯以降で表⽰しないこと
（hiddenフィールドなどのHTMLソース内やメールも含む）

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1.3.6 パスワードを保存する際には、平⽂で保存せず、Webアプリケーション

フレームワークなどが提供するハッシュ化とsaltを使⽤して保存する関数
を使⽤すること

関数が存在しない場合にはパスワードは「パスワード⽂字列＋salt（ユー
ザー毎に異なるランダムな⽂字列）」をハッシュ化したものとsaltのみを
保存する必要があります。（saltは20⽂字以上であることが望ましい）
パスワード⽂字列のハッシュ化をさらに安全にする⼿法としてストレッチ
ングがあります。

必須

1.3.7 ユーザー⾃⾝がパスワードを変更できる機能を⽤意すること 必須
1.3.8 パスワードはユーザー⾃⾝に設定させること

システムが仮パスワードを発⾏する場合はランダムな⽂字列を設定し、
安全な経路でユーザーに通知すること

推奨

1.3.9 パスワードの⼊⼒欄でペースト機能を禁⽌しないこと ⻑いパスワードをユーザーが利⽤出来るようにするためにペースト機能を
禁⽌しないようにする必要があります。

推奨

1.3.10 パスワード強度チェッカーを実装すること 使⽤する⽂字種や⽂字数を確認し、ユーザー⾃⾝にパスワードの強度を⽰
せるようにします。またユーザーIDと同じ⽂字列や漏洩したパスワードな
どのリストとの突合を⾏う必要があります。⼿法については NIST 
Special Publication 800-63B などを参照してください。

推奨

1.4 アカウントロック機能について 1.4.1 認証時に無効なパスワードで10回試⾏があった場合、最低30分間はユー
ザーがロックアウトされた状態にすること

パスワードに対する総当たり攻撃や辞書攻撃などから守るためには、試⾏
速度を遅らせるアカウントロック機能の実装が有効な⼿段になります。ア
カウントロックの試⾏回数、ロックアウト時間については、サービスの内
容に応じて調整することが必要になります。

必須

1.4.2 ロックアウトは⾃動解除を基本とし、⼿動での解除は管理者のみ実施可
能とすること

推奨

1.5 パスワードリセット機能について 1.5.1 パスワードリセットを実⾏する際にはユーザー本⼈しか受け取れない連
絡先（あらかじめ登録しているメールアドレス、電話番号など）にワン
タイムトークンを含むURLなどの再設定⽅法を通知すること

連絡先については、事前に受け取り確認をしておくことでより安全性を⾼
めることができます。
使⽤されたワンタイムトークンは破棄し、有効期限を12時間以内とし必
要最低限に設定してください。

必須

1.5.2 パスワードはユーザー⾃⾝に再設定させること 必須
1.6 アクセス制御について 1.6.1 Web ページや機能、データをアクセス制御（認可制御）する際には認証

情報・状態を元に権限があるかどうかを判別すること
認証により何らかの制限を⾏う場合には、利⽤しようとしている情報や機
能へのアクセス（読み込み・書き込み・実⾏など）権限を確認することで
アクセス制御を⾏うことが必要になります。
画像やファイルなどのコンテンツ、APIなどの機能に対しても、全て個別
にアクセス権限を設定、確認する必要があります。
これらはアクセス権限の⼀覧表に基づいて⾏います。
CDNなどを利⽤してコンテンツを配置するなどアクセス制御を⾏うことが
困難な場合、予測が困難なURLを利⽤することでアクセスされにくくする
⽅法もあります。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1.6.2 公開ディレクトリには公開を前提としたファイルのみ配置すること 公開ディレクトリに配置したファイルは、URLを直接指定することでアク

セスされる可能性があります。そのため、機微情報や設定ファイルなどの
公開する必要がないファイルは、公開ディレクトリ以外に配置する必要が
あります。

必須

1.7 アカウントの無効化機能について 1.7.1 管理者がアカウントの有効・無効を設定できること 不正にアカウントを利⽤されていた場合に、アカウントを無効化すること
で被害を軽減することができます。 推奨

2 セッション
管理

2.1 セッションの破棄について 2.1.1 認証済みのセッションが⼀定時間以上アイドル状態にあるときはセッ
ションタイムアウトとし、サーバー側のセッションを破棄しログアウト
すること

認証を必要とするWebシステムの多くは、認証状態の管理にセッションID
を使ったセッション管理を⾏います。認証済みの状態にあるセッションを
不正に利⽤されないためには、使われなくなったセッションを破棄する必
要があります。セッションタイムアウトの時間については、サービスの内
容やユーザー利便性に応じて設定することが必要になります。また、
NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。

必須

2.1.2 ログアウト機能を⽤意し、ログアウト実⾏時にはサーバー側のセッショ
ンを破棄すること

ログアウト機能の実⾏後にその成否をユーザーが確認できることが望まし
い。

必須

2.2 セッションIDについて 2.2.1 Webアプリケーションフレームワークなどが提供するセッション管理機
能を使⽤すること

セッションIDを⽤いて認証状態を管理する場合、セッションIDの盗聴や推
測、攻撃者が指定したセッションIDを使⽤させられる攻撃などから守る必
要があります。
また、セッションIDは原則としてcookieにのみ格納すべきです。

必須

2.2.2 セッションIDは認証成功後に発⾏すること
認証前にセッションIDを発⾏する場合は、認証成功直後に新たなセッ
ションIDを発⾏すること

必須

2.2.3 ログイン前に機微情報をセッションに格納する時点でセッションIDを発
⾏または再⽣成すること

必須

2.2.4 認証済みユーザーの特定はセッションに格納した情報を元に⾏うこと 必須
2.3 CSRF（クロスサイトリクエストフォージェ

リー）対策の実施について
2.3.1 ユーザーにとって重要な処理を⾏う箇所では、ユーザー本⼈の意図した

リクエストであることを確認できるようにすること
正規ユーザー以外の意図により操作されては困る処理を⾏う箇所では、
フォーム⽣成の際に他者が推測困難なランダムな値（トークン）を
hiddenフィールドやcookie以外のヘッダーフィールド（X-CSRF-TOKEN
など）に埋め込み、リクエストをPOSTメソッドで送信します。フォーム
データを処理する際にトークンが正しいことを確認することで、正規ユー
ザーの意図したリクエストであることを確認することができます。
また、別の⽅法としてパスワード再⼊⼒による再認証を求める⽅法もあり
ます。
cookieのSameSite属性を適切に使うことによって、CSRFのリスクを低
減する効果があります。SameSite属性は⼀部の状況においては効果がな
いこともあるため、トークンによる確認が推奨されます。

必須

3 ⼊⼒処理 3.1 パラメーターについて 3.1.1  URLにユーザーID やパスワードなどの機微情報を格納しないこと URLは、リファラー情報などにより外部に漏えいする可能性がありま
す。そのため URLには秘密にすべき情報は格納しないようにする必要
があります。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
3.1.2 パラメーター（クエリーストリング、エンティティボディ、cookieな

どクライアントから受け渡される値）にパス名を含めないこと
ファイル操作を⾏う機能などにおいて、URL パラメーターやフォー
ムで指定した値でパス名を指定できるようにした場合、想定して
いないファイルにアクセスされてしまうなどの不正な操作を実⾏されて
し まう可能性があります。

必須

3.1.3 パラメーター要件に基づいて、⼊⼒値の⽂字種や⽂字列⻑の検証を⾏う
こと

各パラメーターは、機能要件に基づいて⽂字種・⽂字列⻑・形式を定義す
る必要があります。⼊⼒値に想定している⽂字種や⽂字列⻑以外の値の⼊
⼒を許してしまう場合、不正な操作を実⾏されてしまう可能性がありま
す。サーバー側でパラメーターを受け取る場合、クライアント側て
゙の⼊⼒値検証の有無に関わらず、⼊⼒値の検証はサーバー側で実
施する必要があります。

必須

3.2 ファイルアップロードについて 3.2.1 ⼊⼒値としてファイルを受け付ける場合には、拡張⼦やファイルフォー
マットなどの検証を⾏うこと

ファイルのアップロード機能を利⽤した不正な実⾏を防ぐ必要がありま
す。画像ファイルを扱う場合には、ヘッダー領域を不正に加⼯したファイ
ルにも注意が必要です。

必須

3.2.2 アップロード可能なファイルサイズを制限すること 圧縮ファイルを展開する場合には、解凍後のファイルサイズや、ファイル
パスやシンボリックリンクを含む場合のファイルの上書きにも注意が必要
です。

必須

3.3 XMLを使⽤する際の処理について 3.3.1 XMLを読み込む際は、外部参照を無効にすること ⼿法についてはXML External Entity Prevention Cheat Sheetなどを参
照してください。
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Ent
ity_Prevention_Cheat_Sheet.html

必須

3.4 デシリアライズについて 3.4.1 信頼できないデータ供給元からのシリアライズされたオブジェクトを受
け⼊れないこと

デシリアライズする場合は、シリアライズしたオブジェクトにデジタル署
名などを付与し、信頼できる供給元が発⾏したデータであるかを検証して
ください。

必須

3.5 外部リソースへのリクエスト送信について 3.5.1 他システムに接続や通信を⾏う場合は、外部からの⼊⼒によって接続先
を動的に決定しないこと

外部から不正なURLやIPアドレスなどが挿⼊されると、SSRF(Server-
Side Request Forgery)の脆弱性になる可能性があります。外部からの⼊
⼒によって接続先を指定せざるを得ない場合は、ホワイトリストを基に⼊
⼒値の検証を実施するとともに、アプリケーションレイヤーだけではなく
ネットワークレイヤーでのアクセス制御も併⽤する必要があります。

推奨

4 出⼒処理 4.1 HTMLを⽣成する際の処理について 4.1.1 HTMLとして特殊な意味を持つ⽂字（< > " ' &）を⽂字参照によりエス
ケープすること

外部からの⼊⼒により不正なHTMLタグなどが挿⼊されてしまう可能性が
あります。「<」→「&lt;」や「&」→「&amp;」、「"」→「&quot;」の
ようにエスケープを⾏う必要があります。スクリプトによりクライアント
側でHTMLを⽣成する場合も、同等の処理が必要です。実装の際にはこれ
らを⾃動的に実⾏するフレームワークやライブラリを使⽤することが望ま
しいでしょう。また、その他にもスクリプトの埋め込みの原因となるもの
を作らないようにする必要があります。
XMLを⽣成する場合も同様にエスケープが必要です。

必須

4.1.2 外部から⼊⼒したURLを出⼒するときは「http://」または「https://」
で始まるもののみを許可すること

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
4.1.3 <script>...</script>要素の内容やイベントハンドラ（onmouseover=””

など）を動的に⽣成しないようにすること
<script>...</script>要素の内容やイベントハンドラは原則として動的に
⽣成しないようにすべきですが、jQueryなどのAjaxライブラリを使⽤する
際はその限りではありません。ライブラリについては、アップデート状況
などを調べて信頼できるものを選択するようにしましょう。

必須

4.1.4 任意のスタイルシートを外部サイトから取り込めないようにすること 必須
4.1.5 HTMLタグの属性値を「"」で囲うこと HTMLタグ中のname=”value”で記される値(value)にユーザーの⼊⼒値を

使う場合、「”」で囲わない場合、不正な属性値を追加されてしまう可能
性があります。

必須

4.1.6 CSSを動的に⽣成しないこと 外部からの⼊⼒により不正なCSSが挿⼊されると、ブラウザに表⽰される
画⾯が変更されたり、スクリプトが埋め込まれる可能性があります。

必須

4.2 JSONを⽣成する際の処理について 4.2.1 ⽂字列連結でJSON⽂字列を⽣成せず、適切なライブラリを⽤いてオブ
ジェクトをJSONに変換すること

適切なライブラリがない場合は、JSONとして特殊な意味を持つ⽂字（ " \ 
, : { } [ ] ）をUnicodeエスケープする必要があります。

必須

4.3 HTTPレスポンスヘッダーについて 4.3.1 HTTPレスポンスヘッダーのContent-Typeを適切に指定すること ⼀部のブラウザではコンテンツの⽂字コードやメディアタイプを誤認識さ
せることで不正な操作が⾏える可能性があります。これを防ぐためには、
HTTPレスポンスヘッダーを「Content-Type: text/html; charset=utf-
8」のように、コンテンツの内容に応じたメディアタイプと⽂字コードを
指定する必要があります。

必須

4.3.2 HTTPレスポンスヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないよ
うにすること

HTTPヘッダーフィールドの⽣成時にユーザーが指定した値を挿⼊できる
場合、改⾏コードを⼊⼒することで不正なHTTPヘッダーやコンテンツを
挿⼊されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、HTTPヘッ
ダーフィールドを⽣成する専⽤のライブラリなどを使うようにすることが
望ましいでしょう。

必須

4.4 その他の出⼒処理について 4.4.1 SQL⽂を組み⽴てる際に静的プレースホルダを使⽤すること SQL⽂の組み⽴て時に不正なSQL⽂を挿⼊されることで、SQLインジェク
ションを実⾏されてしまう可能性があります。これを防ぐためにはSQL⽂
を動的に⽣成せず、プレースホルダを使⽤してSQL⽂を組み⽴てるように
する必要があります。
静的プレースホルダとは、JIS/ISOの規格で「準備された⽂(Prepared 
Statement)」と規定されているものです。

必須

4.4.2 プログラム上でOSコマンドやアプリケーションなどのコマンド、シェ
ル、eval()などによるコマンドの実⾏を呼び出して使⽤しないこと

コマンド実⾏時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、外部から任意
のコマンドを実⾏されてしまう可能性があります。コマンドを呼び出して
使⽤しないことが望ましいでしょう。

必須

4.4.3 リダイレクタを使⽤する場合には特定のURLのみに遷移できるようにす
ること

リダイレクタのパラメーターに任意のURLを指定できる場合（オープンリ
ダイレクタ）、攻撃者が指定した悪意のあるURLなどに遷移させられる可
能性があります。

必須

4.4.4 メールヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにする
こと

メールの送信処理にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、不正なコマ
ンドなどを挿⼊されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、不
正な改⾏コードを使⽤できないメール送信専⽤のライブラリなどを使うよ
うにすることが望ましいでしょう。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
4.4.5 サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤する際に、テンプレートの変更

や作成に外部から受け渡される値を使⽤しないこと
サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤してテンプレートを組み⽴てる際
に不正なテンプレートの構⽂を挿⼊されることで、任意のコードを実⾏さ
れる可能性があります。
外部から渡される値をテンプレートの組み⽴てに使⽤せず、レンダリング
を⾏う際のデータとして使⽤する必要があります。
また、レンダリング時にはクロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在
しないか確認してください。

必須

5 HTTPS 5.1 HTTPSについて 5.1.1 Webサイトを全てHTTPSで保護すること 適切にHTTPSを使うことで通信の盗聴・改ざん・なりすましから情報を
守ることができます。次のような重要な情報を扱う画⾯や機能では
HTTPSで通信を⾏う必要があります。
・⼊⼒フォームのある画⾯
・⼊⼒フォームデータの送信先
・重要情報が記載されている画⾯
・セッションIDを送受信する画⾯
HTTPSの画⾯内で読み込む画像やスクリプトなどのコンテンツについて
もHTTPSで保護する必要があります。

必須

5.1.2 サーバー証明書はアクセス時に警告が出ないものを使⽤すること HTTPSで提供されているWebサイトにアクセスした場合、Webブラウザ
から何らかの警告がでるということは、適切にHTTPSが運⽤されておら
ず盗聴・改ざん・なりすましから守られていません。適切なサーバー証明
書を使⽤する必要があります。

必須

5.1.3 TLS1.2以上のみを使⽤すること SSL2.0／3.0、TLS1.0／1.1には脆弱性があるため、無効化する必要があ
ります。使⽤する暗号スイートは、7.2.1を参照してください。

必須

5.1.4 レスポンスヘッダーにStrict-Transport-Securityを指定すること Hypertext Strict Transport Security(HSTS)を指定すると、ブラウザが
HTTPSでアクセスするよう強制できます。

必須

6 cookie 6.1 cookieの属性について 6.1.1 Secure属性を付けること Secure属性を付けることで、http://でのアクセスの際にはcookieを送出
しないようにできます。特に認証状態に紐付けられたセッションIDを格納
する場合には、Secure属性を付けることが必要です。

必須

6.1.2 HttpOnly属性を付けること HttpOnly属性を付けることで、クライアント側のスクリプトからcookie
へのアクセスを制限することができます。

必須

6.1.3 Domain属性を指定しないこと セッションフィクセイションなどの攻撃に悪⽤されることがあるため、
Domain属性は特に必要がない限り指定しないことが望ましいでしょう。

推奨

7 その他 7.1 エラーメッセージについて 7.1.1 エラーメッセージに詳細な内容を表⽰しないこと ミドルウェアやデータベースのシステムが出⼒するエラーには、攻撃のヒ
ントになる情報が含まれているため、エラーメッセージの詳細な内容はエ
ラーログなどに出⼒するべきです。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
7.2 暗号アルゴリズムについて 7.2.1 ハッシュ関数、暗号アルゴリズムは『電⼦政府における調達のために参

照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）』に記載のものを使⽤
すること

広く使われているハッシュ関数、疑似乱数⽣成系、暗号アルゴリズムの中
には安全でないものもあります。安全なものを使⽤するためには、『電⼦
政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リ
スト）』や『TLS暗号設定ガイドライン』に記載されたものを使⽤する必
要があります。

必須

7.3 乱数について 7.3.1 鍵や秘密情報などに使⽤する乱数的性質を持つ値を必要とする場合に
は、暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤すること

鍵や秘密情報に予測可能な乱数を⽤いると、過去に⽣成した乱数値から⽣
成する乱数値が予測される可能性があるため、ハッシュ関数などを⽤いて
⽣成された暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤する必要があり
ます。

必須

7.4 基盤ソフトウェアについて 7.4.1 基盤ソフトウェアはアプリケーションの稼働年限以上のものを選定する
こと

脆弱性が発⾒された場合、修正プログラムを適⽤しないと悪⽤される可能
性があります。そのため、⾔語やミドルウェア、ソフトウェアの部品など
の基盤ソフトウェアは稼働期間またはサポート期間がアプリケーションの
稼働期間以上のものを利⽤する必要があります。もしアプリケーションの
稼働期間中に基盤ソフトウェアの保守期間が終了した場合、危険な脆弱性
が残されたままになる可能性があります。

必須

7.4.2 既知の脆弱性のないOSやミドルウェア、ライブラリやフレームワーク、
パッケージなどのコンポーネントを使⽤すること

利⽤コンポーネントにOSSが含まれる場合は、SCA（ソフトウェアコンポ
ジション解析）ツールを導⼊し、依存関係を包括的かつ正確に把握して対
策が⾏えることが望ましいでしょう。

必須

7.5 ログの記録について 7.5.1 重要な処理が⾏われたらログを記録すること ログは、情報漏えいや不正アクセスなどが発⽣した際の検知や調査に役⽴
つ可能性があります。認証やアカウント情報の変更などの重要な処理が実
⾏された場合には、その処理の内容やクライアントのIPアドレスなどをロ
グとして記録することが望ましいでしょう。ログに機微情報が含まれる場
合にはログ⾃体の取り扱いにも注意が必要になります。

必須

7.6 ユーザーへの通知について 7.6.1 重要な処理が⾏われたらユーザーに通知すること 重要な処理（パスワードの変更など、ユーザーにとって重要で取り消しが
困難な処理）が⾏われたことをユーザーに通知することによって異常を早
期に発⾒できる可能性があります。

推奨

7.7 Access-Control-Allow-Originヘッダーについ
て

7.7.1 Access-Control-Allow-Originヘッダーを指定する場合は、動的に⽣成せ
ず固定値を使⽤すること

クロスオリジンでXMLHttpRequest (XHR)を使う場合のみこのヘッダー
が必要です。不要な場合は指定する必要はありませんし、指定する場合も
特定のオリジンのみを指定する事が望ましいです。

必須

7.8 クリックジャッキング対策について 7.8.1 レスポンスヘッダーにX-Frame-OptionsとContent-Security-Policyヘッ
ダーのframe-ancestors ディレクティブを指定すること

クリックジャッキング攻撃に悪⽤されることがあるため、X-Frame-
OptionsヘッダーフィールドにDENYまたはSAMEORIGINを指定する必要
があります。
Content-Security-Policyヘッダーフィールドに frame-ancestors 'none' 
または 'self' を指定する必要があります。
X-Frame-Options ヘッダーは主要ブラウザーでサポートされていますが
標準化されていません。CSP レベル 2 仕様で frame-ancestors ディレク
ティブが策定され、X-Frame-Options は⾮推奨とされました。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
7.9 キャッシュ制御について 7.9.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページがキャッシュされないよう Cache-

Control: no-store を指定すること
個⼈情報や機密情報が含まれたページはCDNやロードバランサー、ブラウ
ザなどのキャッシュに残ってしまうことで、権限のないユーザーが閲覧し
てしまう可能性があるためキャッシュ制御を適切に⾏う必要があります。

必須

7.10 ブラウザのセキュリティ設定について 7.10.1 ユーザーに対して、ブラウザのセキュリティ設定の変更をさせるような
指⽰をしないこと

ユーザーのWebブラウザのセキュリティ設定などを変更した場合や、認証
局の証明書をインストールさせる操作は、他のサイトにも影響します。

必須

7.11 ブラウザのセキュリティ警告について 7.11.1 ユーザーに対して、ブラウザの出すセキュリティ警告を無視させるよう
な指⽰をしないこと

ブラウザの出す警告を通常利⽤においても無視させるよう指⽰をしている
と、悪意のあるサイトで同様の指⽰をされた場合もそのような操作をして
しまう可能性が⾼まります。

必須

7.12 WebSocketについて 7.12.1 Originヘッダーの値が正しいリクエスト送信元であることが確認できた場
合にのみ処理を実施すること

WebSocketにはSOP (Same Origin Policy)という仕組みが存在しないた
め、Cross-Site WebSocket Hijacking(CSWSH)対策のためにOriginヘッ
ダーを確認する必要があります。

必須

7.13 HTMLについて 7.13.1 html開始タグの前に<!DOCTYPE html>を宣⾔すること DOCTYPEで⽂書タイプをHTMLと明⽰的に宣⾔することでCSSなど別
フォーマットとして解釈されることを防ぎます。

必須

7.13.2 CSSファイルやJavaScriptファイルをlinkタグで指定する場合は、絶対パ
スを使⽤すること

linkタグを使⽤してCSSファイルやJavaScriptファイルを相対パス指定し
た場合にRPO (Relative Path Overwrite) が起きる可能性があります。

必須

8 提出物 8.1 提出物について 8.1.1 サイトマップを⽤意すること 認証や再認証、CSRF対策が必要な箇所、アクセス制御が必要なデータを
明確にするためには、Webサイト全体の構成を把握し、扱うデータを把握
する必要があります。そのためには上記の資料を⽤意することが望ましい
でしょう。

必須

8.1.2 画⾯遷移図を⽤意すること 必須
8.1.3 アクセス権限⼀覧表を⽤意すること 誰にどの機能の利⽤を許可するかまとめた⼀覧表を作成することが望まし

いでしょう。
必須

8.1.4 コンポーネント⼀覧を⽤意すること 依存しているライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネ
ントに脆弱性が存在する場合がありますので、依存しているコンポーネン
トを把握しておく必要があります。

推奨

8.1.5 上記のセキュリティ要件についてテストした結果報告書を⽤意すること ⾃社で脆弱性診断を実施する場合には「脆弱性診断⼠スキルマッププロ
ジェクト」が公開している「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライ
ン」などを参照してください。

推奨
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【別紙2】個別アドオン運⽤⼀覧（予定）

所管課 事業名 事業概要 令和8年度
運⽤保守対象

1 経営局 経営政策課 認定農業者制度 経営改善を推進する農家に対し市町村等が⽀援措置を講ずる認定農業者制度の申請⼿続きについて、申請先が都道府県・国となる申請、及び、⼀部の市町村への申請をオンライン化
することで、農家による⾃主的な営農に寄与する。 ○

2 林野庁 整備部整備課 森林環境保全整備事業 森林環境保全整備事業に係る申請等⼿続きのオンライン化により申請者及び都道府県・国の作業担当者の負荷軽減を⾏い、制度の利⽤促進を実現することで、林野の持つ多⾯的機
能の持続的発展及び林業の成⻑産業化を図る。 ○

3 経営局 経営政策課 強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦ 産地・担い⼿の発展の状況に応じて必要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援する強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦について、農業者の減少や労働⼒不⾜等⽣産構造の急速な変
化に対応するための⽣産事業モデルや農業⽀援サービス事業の育成⽀援を⾏い、産地の収益⼒強化と担い⼿の経営発展を図る。 -

4 ⽣産局 総務課 ⽣産推進室 農業強化経営基盤強化準備⾦ ⻘⾊申告による確定申告を⾏う農業者を対象とする経営所得安定対策等の交付⾦申請に係る⼿続きについて、簡素化・効率化により証明関連事務及び申請データ提出プロセスを改
善し、申請者及び審査者双⽅の負担軽減を図る。 ○

5 農産局 穀物課 経営安定対策室 収⼊保険事務 収⼊保険事務処理システムへのシングルサインオンの実現 ○

6 農村振興局 整備部農地資源課 多⾯
的機能⽀払推進室 多⾯的機能⽀払交付⾦ 農業・農村の有する多⾯的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る⽀援を⾏い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多⾯的機能が今

後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い⼿農家への農地集積という構造改⾰を後押しする。 -

7 経営局 保険課 農業共済事業（加⼊申込及び事故発⽣通知）
農業者の経営安定を図るため、⾃然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんする。被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ掛⾦を出し
合って共同準備財産を造成し、被害が発⽣した場合にはその共同準備財産から共済⾦を⽀払う。本制度の農業者が⾏う⼿続（加⼊申込及び事故発⽣通知）を、共通申請サービスを
利⽤してオンラインで⾏えるようにする。

○

8 農村振興局 整備部防災課 農地・農業⽤施設等災害復旧⽀援システム (共通申請サービスの標準機能を活⽤するとともに、災害復旧事業特有の計算（補助率、耕作者実数等）など共通申請サービスの標準機能にはないものについてはアドオン開発し、申
請業務の効率化を実現する。) -

9 消費安全局 動物衛⽣課 飼養衛⽣管理⽀援システム (飼養衛⽣管理基準の⾃⼰点検結果（⽣産者）、飼養衛⽣管理基準遵守の確認（家保獣医師等）、病性鑑定等の検査結果、予防的ワクチンの接種状況に関する情報を共通申
請サービスの申請機能及びデータベースを活⽤し飼養衛⽣管理情報･共有システムとの連携を実現する。） ○

10 輸出・国際局規制対策グループ 中国向け輸出農林⽔産物⾷品施設認定 事業者からの申請に対して、⾃動採番機能を追加開発。また、本省審査担当者が認定番号をキーに審査完了済の申請情報を⼀括更新する機能を開発する。 ○

11 消費・安全局消費者⾏政・⾷育課⽶穀
流通・⾷品表⽰監視室 ⽶穀流通・⾷品表⽰システム（KANSYS） ⾷品表⽰法を始めとする7法に基づく監視業務を⾏っている。2023年度までにeMAFF営業⽀援ツールを活⽤して職員実装した新システム（⽶穀流通・⾷品表⽰監視システム）を

2024年3⽉から稼働し（現在運⽤している2つのシステムは2025年3⽉末で廃⽌）、より効果的・効率的な監視業務を実現する。 ○

12 ⼤⾂官房統計部経営・構造統計課セ
ンサス統計室 2025年農林業センサス 2025年農林業センサス（2025年2⽉（⽯川県の⼀部地域は同年9⽉まで））の実施に向け、農林業の⽣産構造及び就業構造等の実態や農⼭村地域の現状を把握のために⾏政

⼿続き同様に農林⽔産省共通申請サービスでオンライン対応すべきとの⽅針のもと、統計調査に必要な機能について個別アドオン改修を⾏いオンライン調査を実現する。
令和8年4⽉廃⽌

予定

13 輸出・国際局 知的財産課　地理的表
⽰保護推進室 地理的表⽰登録審査・監視システム 地理的表⽰の登録申請を管理する機能を開発する。 ○



【別紙3】サービス・ライセンス情報⼀覧

No. ⽤途 製品名・提供事業者名 サービス・ライセンス名 数量 単位 補⾜
1 LGWAN-ASPサービス R-Cloudサービス R-Cloud LGWANクラウドサービス 48 Mbps eMAFFのLGWANでのサービス利⽤（IdP認証基盤に係る通信を含む）
2 VPN接続 両備システムズ 両備システムズ共有環境基盤 48 Mbps eMAFFのLGWANサービス提供回線（IdP認証基盤に係る通信を含む）
3 無害化サービス 両備システムズ VOTIRO

1
環境
・無害化処理数30ファイル/時
・無害化保存容量0.2GB

eMAFFのLGWANへのファイル無害化サービス

4 REPS接続汎受基盤 IBM MQ MQ Processor Value Unit継続ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ&ｻﾎﾟｰﾄ 280 ライセンス
140ライセンス=1コア

財務省会計センターと接続する農林⽔産省の汎受基盤側でのIBM　MQ利⽤ライセンス

5 REPS連携環境 Amazon Web Services Cloud Platform Enterprise Agreement
Analytics Cloud for bi, predictive edition,public option (user)

1 環境 IBM MQを搭載している汎⽤受信等システムで利⽤するクラウド環境

6 IdP認証基盤 Amazon Web Services Cloud Platform Enterprise Agreement
Analytics Cloud for bi, predictive edition,public option (user)

1 環境 IdP認証基盤で利⽤するクラウド環境

9 拡張DB基盤環境 Amazon Web Services Amazon Elastic Compute Cloud 1 環境 拡張DB基盤(Heroku)のログデータを永続的に管理するための環境
8 IdP認証基盤 Auth0 Enterprise（インターネット向けのPublic CloudのAuth0利⽤ライセンス）

Enterprise（LGWAN向けのPrivate CloudのAuth0利⽤ライセンス）
20,000 接続アクティブユーザ数 IdP認証基盤で利⽤

9 ウィルス対策 WithSecure WithSecure CPSF Custom Org License 200,000 ライセンス eMAFF利⽤者がアップロードしたファイルやURLによって引き起こされるエンドポイントによるリスク
を軽減するためのマルウェア等の対策サービス利⽤ライセンス

10 ウィルス対策 WithSecure WithSecure CPSF Platform License 11,000 ライセンス eMAFF利⽤者がアップロードしたファイルやURLによって引き起こされるエンドポイントによるリスク
を軽減するためのマルウェア等の対策サービス利⽤ライセンス

11 職員実装帳票ツール OPROARTS Private 1 式 職員実装帳票ツール
12 職員実装帳票ツール OPROARTS BusinessPlus 1 式 職員実装帳票ツール

（参考情報）令和8年度廃⽌予定 ︓ MAFFアプリ配信環境は令和7年度末にサービス終了予定。事業者にて令和8年初旬に廃⽌作業を実施する
1 MAFFアプリ配信環境 Amazon Web Services AWS Elastic Beanstalk（Windows Server 2016、IIS 10.0、.NET

Framework 4.6.1）
1 環境 MAFFアプリ環境等サービス

2 MAFFアプリ配信環境 Amazon Web Services Amazon RDS for SQL Server（SQL Server Express 2016） 1 環境 MAFFアプリ環境等サービス
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（別紙４）

eMAFFシステムの廃⽌・離脱⽅針リスト（令和7年9⽉29⽇更新）
（凡例：→：現⾏稼働／■：離脱・廃⽌／□：⼀部廃⽌／×：終了（対eMAFF））

1Q2Q3Q4Q 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 共通申請
共通申請プラットフォーム
（個別API（Salesforce））

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 検討中 検討中 → → → → → 未 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 −

2 共通申請
共通申請プラットフォーム
（標準API（Salesforce））

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 検討中 検討中 → → → → → 未 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 −

3 共通申請
共通申請プラットフォーム
（帳票ダウンロード（CSV））

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年度末 → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × −

4 共通申請
共通申請プラットフォーム
（画⾯（Salesforce個別画⾯））

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年度末 → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × −

5 共通申請
共通申請プラットフォーム
（ポータル）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年度末 → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × −

6 IdP認証基盤 IdP認証基盤
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 検討中 検討中 → → → → → 未 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 −

7
REPS連携基
盤

REPS連携基盤
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年度末まで → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × −

8
MAFFアプ
リ

MAFFアプリ
（政策情報API）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年3〜4⽉ ■ × × × × × → → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

9
MAFFアプ
リ

MAFFアプリ
（農薬検索）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和8年3〜4⽉ ■ × × × × × → → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

10
拡張DB・
バッチ処理

Heroku
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和9年3⽉ → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × −

11
拡張DB・
バッチ処理

バッチ処理
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

須⽥ 純平 廃⽌ 令和9年3⽉ → → → → ■ × → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × −

令和7年度
データ移⾏時期⽅針 予定時期

R
7
d

R8d R
9
d

令和8年度 令和9年度 データ移⾏
の有無

＃ 種別 システム・アドオン名 担当課
担当者

（敬称略）



eMAFFシステム連携先システムの離脱⽅針リスト（令和7年9⽉29⽇更新）
（凡例：→：現⾏稼働／■：離脱・廃⽌／□：⼀部廃⽌／×：終了（対eMAFF））

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1
連携システム
（⇔共通申請・個別API）

農業委員会サポートシステム
経営局農地政策課／農業委
員会

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

2
連携システム
（⇔共通申請・個別API）

eMAFF地図（地理情報共通管理シス
テム）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

3
連携システム
（⇔共通申請・標準API）

収⼊保険事務処理システム 経営局保険課 検討中 検討中

4
連携システム
（⇔共通申請・標準API）

農業委員会サポートシステム
経営局農地政策課／農業委
員会

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

5
連携システム
（⇔共通申請・標準API）

飼養衛⽣管理等⽀援システム 農林⽔産省 消費・安全局 独⽴ 令和9年3⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 必要
令和8年3⽉
（⼿続き単位で段階移⾏を実
施。最終移⾏は令和8年度末）

6
連携システム
（⇔共通申請・標準API）

漁獲番号等伝達システム（スマート
⽔産業情報システム）

⽔産庁加⼯流通課
連携先変更
（次期）

令和9年2⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × 必要 その他（⾃由⼊⼒）

7
連携システム
（⇔共通申請・帳票DL）

農薬登録情報システム
消費・安全局農産安全管理
課

連携先変更
（次期）

令和9年2⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × 不要

8
連携システム
（⇔共通申請・帳票DL）

副作⽤データベース（動物⽤医薬品
DB）

動物医薬品検査所 連携解除
令和8年12
⽉

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × 不要

9
連携システム
（⇔共通申請・帳票DL）

鶏卵価格差補てん事業電算システム
畜産局⾷⾁鶏卵課／養鶏協
会

連携先変更
（次期）

令和8年12
⽉

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × 必要 令和8年度第3四半期

10
連携システム
（⇔共通申請・個別画⾯）

農業共済事務処理システム（家畜、
園芸施設）

経営局保険課 検討中 検討中 不要

11
連携システム
（⇔共通申請・ポータル）

収⼊保険事務処理システム 経営局保険課 検討中 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

12
連携システム
（⇔共通申請・ポータル）

農業共済事務処理システム（家畜、
園芸施設）

経営局保険課 検討中 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

13
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

2025年農林業センサス審査集計プロ
グラム

⼤⾂官房統計部経営・構造
統計課センサス統計室

連携解除 令和7年度末 → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

14
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

農業委員会サポートシステム
経営局農地政策課／農業委
員会

連携維持 − → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

15
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

ワンデスクシステム（全国DB）
経営局農地政策課／農業委
員会

連携維持 − → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

16
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

収⼊保険事務処理システム 経営局保険課 検討中 検討中

　接続先eMAFF資産　　　　　共通申請・標準API　（原則令和８年度末廃止予定）※IdP連携基盤関係機能は調整中

　接続先eMAFF資産　　　　　共通申請・帳票DL　（令和８年度末廃止予定）

　接続先eMAFF資産　　　　　共通申請・個別画面　（令和８年度末廃止予定）

　接続先eMAFF資産　　　　　共通申請・ポータル　（令和８年度末廃止予定）

　接続先eMAFF資産　　　　　IdP連携基盤　（原則令和８年度末廃止予定）

　　接続先eMAFF資産　　　　　共通申請・個別API　（原則令和８年度末廃止予定）※IdP連携基盤関係機能は調整中

予定時期
令和7年度 令和9年度 データ移⾏の有

無
データ移⾏予定時期

令和8年度
＃ 種別 システム名 担当課 ⽅針

別途調整

別途調整



17
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

農業共済事務処理システム（家畜、
園芸施設）

経営局保険課 検討中 検討中

18
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

⽇本公庫ダイレクト 経営局⾦融調整課 連携解除 令和8年度中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × ×

19
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

e肥料（肥料情報システム）
消費・安全局農産安全管理
課

連携解除 令和9年3⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 不要

20
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

飼養衛⽣管理等⽀援システム 消費・安全局 連携解除 令和9年3⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 必要
令和8年3⽉
（⼿続き単位で段階移⾏を実
施。最終移⾏は令和8年度末）

21
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

⽶穀流通・⾷品表⽰システム
（KANSYS）

消費・安全局消費者⾏政・
⾷育課⽶穀流通・⾷品表⽰
監視室

連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 不要

22
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

輸出相談DBシステム（eMAFF営業⽀
援ツール）

輸出・国際局 総務課 連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

23
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

eMAFF地図 （現地確認アプリ）
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

24
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

eMAFF紐付け管理Webシステム
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

25
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

地図管理Web
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

連携維持 検討中 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定未定 不要

26
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

eMAFF営業⽀援ツール（⻘画⾯・⾚
画⾯）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

廃⽌ 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

27
連携システム
（⇔IdP認証基盤）

MAFFアプリ
⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

廃⽌ 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

28
連携システム
（⇔REPS連携基盤）

e肥料（肥料情報システム）
消費・安全局農産安全管理
課

連携解除 令和8年9⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

29
連携システム
（⇔REPS連携基盤）

品種登録業務関連システム 輸出・国際局知的財産課 連携解除 令和9年1⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × 不要

30
連携システム
（⇔REPS連携基盤）

⼀元的な輸出証明書発給システム 輸出・国際局 総務課 連携解除 令和9年2⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × 不要

31
連携システム
（⇔MAFFアプリ）

みんなの農業広場（MAFFアプリ情
報）

株式会社クボタ 連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

32
連携システム
（⇔MAFFアプリ）

⽇本公庫ダイレクト 経営局⾦融調整課 連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

33
連携システム
（⇔拡張DB・バッチ）

経営所得安定対策等
農産局 穀物課 経営安定対
策室

連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要 令和7年度第3四半期

34
連携システム
（⇔拡張DB・バッチ）

eMAFF地図（地理情報共通管理シス
テム）

⼤⾂官房デジタル戦略グ
ループ

連携解除 令和8年3⽉ → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

　接続先eMAFF資産　　　　　MAFFアプリ　（令和7年度末廃止予定）

　接続先eMAFF資産　　　　　拡張DB・バッチ　（令和８年度末廃止予定）

　接続先eMAFF資産　　　　　REPS連携基盤　（令和８年度末廃止予定）

別途調整



（別紙５）

eMAFF個別アドオンシステムの離脱スケジュール（令和7年9⽉29⽇更新）
（凡例：→：現⾏稼働／■：離脱・廃⽌／□：⼀部廃⽌／×：終了（対eMAFF））

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1
個別アドオ
ン

収⼊保険事務 経営局 保険課 検討中 検討中

2
個別アドオ
ン

農業共済事業（加⼊申込及び事故発
⽣通知）

経営局 保険課 検討中 検討中 不要

3
個別アドオ
ン

農業経営基盤強化準備⾦ 経営局 経営政策課
次期システム
を利⽤

令和9年2⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × 必要 令和9年2⽉

4
個別アドオ
ン

中国向け輸出農林⽔産物⾷品施設認
定

輸出・国際局規制対策グ
ループ（農畜産物T）

次期システム
を利⽤

令和9年2⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × 必要 令和9年2⽉

5
個別アドオ
ン

⽶穀流通・⾷品表⽰システム
（KANSYS）

消費・安全局消費者⾏政・
⾷育課⽶穀流通・⾷品表⽰

移管 令和9年4⽉（移管時期） → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ → → → → → → → → → → → 不要 その他（環境移管）

6
個別アドオ
ン

強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交
付⾦

農産局 総務課 ⽣産推進室 離脱 令和8年1⽉ → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

7
個別アドオ
ン

認定農業者制度 経営局 経営政策課 離脱 令和8年12⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × 不要

8
個別アドオ
ン

飼養衛⽣管理⽀援システム 消費安全局 動物衛⽣課 離脱 令和9年3⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 必要
令和8年3⽉
（⼿続き単位で段階移⾏を実
施。最終移⾏は令和8年度末）

9
個別アドオ
ン

2025年農林業センサス
⼤⾂官房統計部経営・構造
統計課センサス統計室

離脱 令和8年4⽉ → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

10
個別アドオ
ン

森林環境保全整備事業 林野庁 整備部整備課 廃⽌ 令和8年4⽉ → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

11
個別アドオ
ン

地理的表⽰(GI)登録審査・監視 輸出・国際局 知的財産課 離脱 令和9年3⽉末 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × 必要 令和8年度第4四半期

＃ 種別 システム・アドオン名 担当課
令和7年度

データ移⾏時期⽅針 予定時期
令和8年度 令和9年度 データ移⾏

の有無

別途調整



（別紙６）

eMAFFシステム（本体制度）の廃⽌・移⾏⽅針リスト（令和7年9⽉9⽇更新）
（凡例：→：現⾏稼働／■：離脱・廃⽌／□：⼀部廃⽌／×：終了（対eMAFF））

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 共通申請 保安林制度 林野庁 e-Gov（未定） （不明）
未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

未
定

調査中

2 共通申請 みどり法の⽣産者計画認定制度 ⼤⾂官房

jグランツ
⇒jグランツを利⽤しな
い⽅針に変更されてい
る可能性⼤

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 不要

3 共通申請
環境負荷低減のクロスコンプライア
ンス

環境バイオマス課
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

4 共通申請 環境負荷低減の取組の「⾒える化」 環境バイオマス課
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 不要

5 共通申請 JAS制度 新事業・⾷品産業部
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年1⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × 必要

6 共通申請 まぐろ類の輸⼊に係る報告の徴収 ⽔産庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

7 共通申請
特定⽔産動植物等の国内流通の適正
化法に関する法律

⽔産庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

8 共通申請 ⽔産基盤整備事業 ⽔産庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

9 共通申請 漁港機能増進事業 ⽔産庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

10 共通申請 地⽅創⽣推進交付⾦ ⽔産庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

11 共通申請 施設園芸等燃料価格⾼騰対策 農産局
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

12 共通申請
「緑の雇⽤」事業研修修了者名簿へ
の登録（⼤⾂登録）

林野庁
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

13 共通申請 農業協同組合法 経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

14 共通申請 農地法に基づく農地等の権利移動 経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

15 共通申請
農地所有適格法⼈以外の者による事
業等の報告

経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

16 共通申請
農業共済（農作物共済・畑作物共
済・家畜共済・園芸施設共済・果樹
共済）団体から来る申請のみ

経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

17 共通申請
農地法に基づく農地所有適格法⼈の
報告

経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

18 共通申請 農業経営基盤強化準備⾦制度 経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

19 共通申請 地域農業経営基盤強化促進計画 経営局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年10⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

20 共通申請 輸出検疫 消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

令和9年度 データ移⾏
の有無

令和8年度
＃ 種別 制度名 担当課 ⽅針 予定時期

令和7年度



（別紙６）

21 共通申請

動物薬事申請（承認申請）（調査関
係）（治験関係）（国家検定関係）
（取扱数量）（注意事項等情報関
係）

消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

22 共通申請 獣医師法第22条の届出 消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 不要

23 共通申請
愛がん動物⽤飼料の安全性の確保に
関する法律

消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

24 共通申請 農薬取締法 消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

25 共通申請
動物薬事申請（販売業）（製造販売
業）（国内製造業）（外国製造業）
（修理業）（その他）

消費・安全局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

26 共通申請 鶏卵⽣産者経営安定対策事業 畜産局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年12⽉ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × 必要

27 共通申請 ⽇本型直接⽀払交付⾦ 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 不要

28 共通申請
⼟地改良財産の改築、追加⼯事等の
承認

農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

（不明） 調査中

29 共通申請
⼟地改良財産の他⽬的使⽤、収益の
承認（新規）

農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

（不明） 調査中

30 共通申請 ⼟地改良財産の管理状況の報告 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

（不明） 調査中

31 共通申請
⼟地改良財産の他⽬的使⽤、収益の
承認（期間更新）

農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

32 共通申請 中⼭間地農業ルネッサンス事業 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

33 共通申請 多⾯的機能⽀払交付⾦ 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 必要

34 共通申請 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦ 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 不要

35 共通申請 ⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦ 農村振興局
次期オンライン申請シ
ステム

令和9年4⽉（P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × 不要

36 共通申請 指定種苗制度 輸出・国際局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年10⽉中旬 → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

37 共通申請
中国向け輸出農林⽔産物・⾷品施設
認定

輸出・国際局
次期オンライン申請シ
ステム

令和8年2⽉-3⽉ → → → → → → → → → → ■ ■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 必要

38 共通申請 関税割当 輸出・国際局
次期オンライン申請シ
ステム

令和８年12⽉(P) → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → ■ × × × × × × × × × × × × × × × 必要

39 共通申請 新たな環境直接⽀払交付⾦ 環境バイオマス課 次期システム以外 ー 調査中

40 共通申請 森林×ACTチャレンジ 林野庁 次期システム以外 ー 調査中

41 共通申請
畜舎等の建築等及び利⽤の特例に関
する法律

畜産局 次期システム以外 ー 調査中

42 共通申請
EC向け輸出野菜種⼦の品種維持に係
る公的管理

輸出・国際局 システムを利⽤しない ー 不要

43 共通申請 沖縄漁業基⾦事業 ⽔産庁 システムを利⽤しない ー 調査中
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44 共通申請 ⻨等輸⼊納付⾦納付変更申出 農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

45 共通申請
⻨等輸⼊納付⾦：東京・神奈川・⼤
阪・兵庫・福岡

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

46 共通申請
⻨等輸⼊納付⾦：東京・神奈川・⼤
阪・兵庫・福岡以外

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

47 共通申請
⽶等輸⼊納付⾦：東京・神奈川・⼤
阪・兵庫・福岡

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

48 共通申請
⽶等輸⼊納付⾦：東京・神奈川・⼤
阪・兵庫・福岡以外

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

49 共通申請
⽶穀の輸出数量の届出：東京神奈川
⼤阪兵庫福岡以外

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

50 共通申請
⽶穀の輸出数量の届出：東京神奈川
⼤阪兵庫福岡

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

51 共通申請
国産シェア拡⼤対策（⻨・⼤⾖）の
うち⻨・⼤⾖機械導⼊対策

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

52 共通申請
国産農産物⽣産基盤強化等対策事業
費補助⾦(国産⼩⻨・⼤⾖供給⼒強化
総合対策事業費補助⾦)

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

53 共通申請
国産農産物⽣産基盤強化等対策地⽅
公共団体事業費補助⾦(国産⼩⻨・⼤
⾖供給⼒強化総合対策事業費補助⾦)

農産局 システムを利⽤しない ー 調査中

54 共通申請 森林病害⾍等防除事業費補助⾦等 林野庁 システムを利⽤しない ー 調査中

55 共通申請
農地法に基づく農地等の賃貸借の解
約等

経営局 システムを利⽤しない ー 調査中

56 共通申請 受験資格の認定（獣医師法） 消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

57 共通申請 ⼥性農業委員数のとりまとめ 経営局 システムを利⽤しない ー 調査中

58 共通申請 往診診療者等の開設の届出 消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

59 共通申請 診療施設の開設の届出 消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

60 共通申請
診療施設の休⽌、廃⽌、届出事項変
更の届出

消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

61 共通申請
診療簿及び検案簿の検査結果の報告
（獣医師法）

消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

62 共通申請 臨床研修の実績報告（獣医師法） 消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

63 共通申請
集落営農活性化プロジェクト促進事
業費補助⾦

経営局 システムを利⽤しない ー 調査中

64 共通申請
地域計画策定推進緊急対策事業費補
助⾦（地域計画策定推進緊急対策事
業）

経営局 システムを利⽤しない ー 調査中
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65 共通申請
患畜処理⼿当等交付⾦(へい殺畜等棄
却⼿当交付⾦)

消費・安全局 システムを利⽤しない ー 調査中

66 共通申請 農産物検査 農産局 独⾃システム ー 調査中

67 共通申請 地理的表⽰登録審査・監視システム 輸出・国際局 独⾃システム ー 調査中

68 共通申請 死亡等の届出（獣医師法） 消費・安全局 独⾃システム ー 調査中

69 共通申請 登録事項の変更（獣医師法） 消費・安全局 独⾃システム ー 調査中

70 共通申請 免許証の再交付(獣医師法） 消費・安全局 独⾃システム ー 調査中

71 共通申請 品種登録制度 輸出・国際局 独⾃システム ー 調査中

72 共通申請
農業経営改善関係資⾦（Ｌ資⾦、⻘
年等就農資⾦等）

経営局 独⾃システム ー 調査中

73 共通申請 農林漁業セーフティネット資⾦ 経営局 独⾃システム ー 調査中

74 共通申請 ⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦ 農産局 独⾃システム ー 調査中

75 共通申請 施設園芸等燃油価格⾼騰対策 農産局 不明 ー 調査中

76 共通申請 【ALIC】指定野菜価格安定対策事業 農産局 不明 ー 調査中

77 共通申請 【ALIC】野菜価格安定対策事業 農産局 不明 ー 調査中

78 共通申請
ジャパンフラワー強化プロジェクト
推進

農産局 不明 ー 調査中

79 共通申請
⾷料安全保障確⽴対策推進交付⾦(そ
の他分)

消費・安全局 不明 ー 調査中

80 共通申請

農地集積・集約化等対策地⽅公共団
体事業費補助⾦(農地集積・集約化等
対策事業推進費補助⾦)（担い⼿育成
農地集積資⾦）

経営局 不明 ー 調査中

81 共通申請
国産農産物⽣産基盤強化等対策事業
費補助⾦(⽢味資源作物産地⽣産体制
強化緊急対策事業費補助⾦)

農産局 不明 ー 調査中

82 共通申請
持続的⽣産⽀援交付⾦(持続的⽣産強
化対策交付⾦)

農産局 不明 ー 調査中

83 共通申請 野菜価格安定対策費補助⾦ 農産局 不明 ー 調査中

84 共通申請 果樹対策（果樹経営⽀援対策事業） 農産局 不明 ー 調査中

85 共通申請
【ALIC】野菜価格安定事業適正化推
進業務委託事業

農産局 不明 ー 調査中

86 共通申請
市街化区域内にある農地の転⽤のた
めの権利移動の届出

農村振興局 メール ー 不要

87 共通申請 農地の転⽤の許可 農村振興局 メール ー 不要
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88 共通申請
市街化区域内にある農地の転⽤の届
出

農村振興局 メール ー 不要

89 共通申請
⻘年等就農計画制度（認定新規就農
者）

経営局 メール ー 不要

90 共通申請 認定農業者制度 経営局 メール ー 不要

91 共通申請 国有農地等事務取扱交付⾦ 経営局 メール ー 不要

92 共通申請
農業経営⾦融⽀援対策費補助⾦(公益
法⼈分)

経営局 メール ー 不要

93 共通申請
農地集積・集約化等対策推進交付⾦
(農地集積・集約化等対策推進交付
⾦)

経営局 メール ー 不要

94 共通申請 農業委員会交付⾦ 経営局 メール ー 不要
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情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

 

Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守 

１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則（平成

27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明を受けるとともに、本業務に係

る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群（以下「統一

基準群」という。）に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏ま

えて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 

２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施し

ていること。 

 

Ⅱ 応札者に関する情報の提供 

１ 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者（契

約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専門性

（保有資格、研修受講実績等）・実績（業務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記

載した資料を提出すること。 

 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業

務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等にお

ける従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（又は□％）等）を記載すること。また、この

場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供するこ

と。 

２ 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいず

れかの証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC27001 等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等 

（２）プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等 

（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、かつ

各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書 

 

Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の

措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 

（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了

後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。 
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（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す

ること。 

（３）本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内

容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能とな

るよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。 

（４）本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該

情報（複製を含む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信

・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 

（５）農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農

林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリテ

ィ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 26 条第１項第２号に基づく監査等を含む。以下同

じ。）を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した

内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 

（６）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると

認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 

（７）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生

した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出す

ること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等

に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 

２ 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。 

（１）情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含

む情報セキュリティ対策を実施すること。また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の

上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 

ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持 

イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御 

ウ ログの取得・監視 

エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護 

オ 情報を取り扱う要員への周知と統制 

カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価 

キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護 

ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し 

（２）本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 

（３）本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場

合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。 

（４）私物（本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。）の機器等を本業

務に用いないこと。 
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（５）本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却

又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

３ 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。 

（１）本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告

すること。 

（２）成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアに

よる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処す

るとともに、確認結果（確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイル

のバージョン等）を成果物等に記載又は添付すること。 

（３）本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう

抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

４ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置が

ある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 

 

 

Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講

ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 

（１）本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情

報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされてい

ること（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理

体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。）。 

（２）本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったとき

に、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及

び体制（例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場

合には提出するなど）を整備していること。 

２ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要

件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 

（１）情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運

用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本

業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 

ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務

の成果物に明記すること。 

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要

な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 

（ア）農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ
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ービス不能攻撃を監視する機能 

（イ）不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通

信を監視する機能 

（ウ）端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置におい

て不正プログラムの挙動を監視する機能 

（エ）農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能 

（オ）端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能 

（カ）サーバ装置等の機器の動作を監視する機能 

（キ）ネットワークセグメント間の通信を監視する機能 

（２）開発する情報システムに関連する脆（ぜい）弱性への対策が実施されるよう、以下を含む

対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 既知の脆（ぜい）弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構

成要素としないこと。 

イ 開発時に情報システムに脆（ぜい）弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実

装方針を定めること。 

ウ セキュリティ侵害につながる脆（ぜい）弱性が情報システムに存在することが発覚した

場合に修正が施されること。 

エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 

（３）開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全

て含む対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等

が組み込まれていないことを確認すること。 

イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入される

ことを防ぐための対策を講ずること。 

ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変

更が加えられないための管理体制を求めること。 

（４）要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、

情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成

果物に明記すること。 

ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件 

イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップ

の要件 

ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件 

（５）開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務

の成果物に明記すること。 

ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム（クラウドサービスを含
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む。）から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分

離を確実にするための要件 

イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要

な通信要件 

ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般の

ネットワーク構成に関する要件 

エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要

否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件 

３ 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置

を適切に実施すること。 

（１）情報システムのセキュリティ要件の適切な実装 

ア 主体認証機能 

イ アクセス制御機能 

ウ 権限管理機能 

エ 識別コード・主体認証情報の付与管理 

オ ログの取得・管理 

カ 暗号化機能・電子署名機能 

キ 暗号化・電子署名に係る管理 

ク 監視機能 

ケ ソフトウェアに関する脆（ぜい）弱性等対策 

コ 不正プログラム対策 

サ サービス不能攻撃対策 

シ 標的型攻撃対策 

ス 動的なアクセス制御 

セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ 

ソ 政府ドメイン名（go.jp）の使用 

タ 不正なウェブサイトへの誘導防止 

チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知 

（２）監視機能及び監視のための復号・再暗号化 

監視のために必要な機能について、２（１）イの各項目を例として必要な機能を設けること。

また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの

再暗号化のための機能を設けること。 

（３）情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定 

情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能

な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情

報を農林水産省に提供すること。 
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ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフ

サイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等

を考慮して選定すること。 

（４）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施 

ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離 

イ 試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施 

ウ 試験の実施記録の作成・保存 

（５）情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策 

ア 変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を

防止するための管理 

イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施 

ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われている

ことを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並

びにこれに基づいたレビューの実施 

エ オフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止 

（６）政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策 

ガバメントソリューションサービス（ＧＳＳ）等、政府共通利用型システムが提供するセキュリ

ティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が

定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下さ

せることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。 

４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む

措置を適切に実施すること。 

（１）情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切

に実施すること。 

ア 情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備 

イ 情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法 

ウ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策 

エ 運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することが判明した場合の情報セキュ

リティ対策 

オ 利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告 

カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最

終改定：2025 年 5 月 27 日)の「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準

シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を

記載した情報資産管理標準シートの提出 

キ アプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポ

ート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージ
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ョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正 

（２）情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を

含む情報セキュリティ対策を行うこと。 

ア 情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備 

イ 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

ウ 情報セキュリティインシデント（可能性がある事象を含む。以下同じ。）を認知した際の

対処方法の確立 

（３）情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、

適切に監視運用すること。 

ア 監視するイベントの種類や重要度 

イ 監視体制 

ウ 監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段 

エ 情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順 

オ 監視運用における情報の取扱い（機密性の確保） 

（４） 情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的

に見直しを行うこと。 

（５） 情報システムにおいて定期的に脆（ぜい）弱性対策の状況を確認すること。 

（６）情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に

報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆（ぜい）弱性の対策を行うこと。 

（７）要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。 

ア 情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取

得及びバックアップ要件の確認による見直し 

イ 情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年１回の頻度で定

期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し 

（８）ガバメントソリューションサービス（ＧＳＳ）等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型シス

テムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利

用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システ

ム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ

水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。 

（９）不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡でき

るように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成

や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要

に応じて見直すこと。 

５ 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報シス

テムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。 

（１）情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策 
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（２）情報システム廃棄時の不要な情報の抹消 

 

Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保 

応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス（クラウド

サービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。）に関する業務を実施する場合は、

業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。 

１ 業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用

性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。 

（１）業務委託サービス中断時の復旧要件 

（２）業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法 

２ 業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されて

いる独立した地域（リージョン）が国内であること。 

３ 業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。 

４ ペネトレーションテストや脆（ぜい）弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関

する情報が開示されていること。 

５ 業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁

止すること。 

６ 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委

託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行わ

れないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること（例えば、品

質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機

関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること）。 

７ 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行わ

れる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者（契約社員、派遣社員等の雇用

形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属、専門性（情報セキュリティに係る資

格、研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。 

８ 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの２で掲げる証明書等

または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。 

９ 情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。 

10 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。 

11 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。 

12 業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法

等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順に

より情報を取り扱うこと。 

 

Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保 
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応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラ

ウドサービスごとに以下の措置を講ずること。また、当該クラウドサービスの活用が本業務の

再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。 

１ サービス条件 

（１）クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設

置されている独立した地域（リージョン）が国内であること。 

（２）クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。 

（３）クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。 

（４）本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。 

（５）クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者

（契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）のうち農林

水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性

のある者の所属、専門性（情報セキュリティに係る資格、研修実績等）、実績及び国籍に関

する情報を記載した資料を提出すること。 

（６）ペネトレーションテストや脆（ぜい）弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に

関する情報が開示されていること。 

（７）原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト（以下

「ISMAP クラウドサービスリスト等」という。）に登録されているクラウドサービスであること。 

（８）ISMAP クラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAP の

管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準

における統制目標（３桁の番号で表現される項目）及び末尾にＢが付された詳細管理策（４

桁の番号で表現される項目）を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農

林水産省の承認を得ること。 

２ クラウドサービスのセキュリティ要件 

（１）クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。 

ア クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求

事項を満たすこと。 

イ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御

できること。 

ウ クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定さ

れていること。 

エ クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。 

オ クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェア

のクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。 

カ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、

その機能を確認していること。 
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キ 暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類

の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサー

ビス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。 

ク 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。 

ケ クラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の

要求事項を満たすこと。 

（２）クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満た

していること。 

ア クラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コー

ドの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理 

イ クラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス

利用者に対する、強固な認証技術による認証 

ウ クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省

の要求事項を満たすための措置の実施 

（３）クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たし

ていること。 

ア クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセ

ス制御 

イ インターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずに

クラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切な

セキュリティ対策 

（４）クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしてい

ること。 

ア クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制 

イ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合

の利用者の制限 

（５）クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たして

いること。 

ア クラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がな

されていないことの検証を行うために必要なログの管理 

（６）クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしている

こと。 

ア クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施 

イ 情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等

の関連する規則の確認 

ウ 暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件 
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エ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイク

ルにおける適切な管理 

（７）クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要

件を満たしていること。 

ア クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策 

イ クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とそ

の活用 

ウ クラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とそ

の活用 

エ クラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策 

（８）クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。 

ア クラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリテ

ィ要件の異なるネットワーク間の通信の監視 

イ 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能につ

いての監視と将来の予測 

ウ クラウドサービス内における時刻同期の方法 

エ 利用するクラウドサービスの不正利用の監視 

（９）クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となって

いること。 

（10）クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバッ

クアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する

対策要件が策定されていること。 

３ クラウドサービスを利用した情報システム 

クラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。 

（１）導入・構築時の対策 

ア クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手

順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。 

（ア）クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順 

（イ）クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順 

イ 情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリ

ティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を

整備すること。 

（ア）クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理 

（イ）クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項 

（ウ）クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制 

ウ クラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整
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備すること。なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とするこ

と。 

（２）運用・保守時の対策 

ア クラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実

施すること。 

（ア）クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認 

（イ）クラウドサービス上で利用するＩＴ資産の適切な管理 

イ クラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以

下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。 

（ア）管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確

実な記録 

（イ）クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直

し 

ウ クラウドサービスで利用する機能に対する脆（ぜい）弱性対策を実施すること。 

エ クラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情報セキ

ュリティ対策を実施すること。 

（ア）クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合

の利用者の制限 

（イ）クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策 

（ウ）クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下で

の実施 

オ クラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施す

ること。 

（ア）クラウドサービスの不正利用の監視 

（イ）クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視 

カ クラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュ

リティ対策を実施すること。 

（ア）不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施 

（イ）要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る

定期的な訓練の実施 

（ウ）クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順

の確認 

キ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのラ

イフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施 

（３）更改・廃棄時の対策 

ア クラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策
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を実施すること。 

（ア）クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄 

（イ）暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄 

（ウ）作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除 

（エ）利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却 

（オ）クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄 

 

Ⅶ Web システム／Web アプリケーションに関する情報セキュリティの確保 

受託者は、本業務において、Web システム／Web アプリケーションを開発、利用または運用

等を行う場合、別紙「Web システム／Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項

目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。 

 
Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特

定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等（以下「機器等」という。）を納品、賃貸借等

をする場合には、以下の措置を講ずること。 

１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう

適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施

状況を証明する資料を提出すること。 

２ 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除

できる体制を整備していること。 

３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 

４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 

５ 脆（ぜい）弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認

できること。 

６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該

認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れ

ていないこと。） 

７ 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サ

ポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフト

ウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事

前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年

数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 

８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 

（１）調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況（セキュリティ要件に係る試験
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の実施手順及び結果） 

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（最新の定義ファイル等を適用した不正プ

ログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられ

ていないことを確認した結果等） 

 

Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法 

１ 本業務に係る全ての契約（クラウドサービスを含む。以下同じ。）に関して訴訟の必要が生

じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 

２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする

こと。 

 

Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の一部を再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業

者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合には、受託者が上

記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１及びⅣの１において提出することとしている資料等と同等の再委託

先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申

請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 

２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託

先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を

定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほ

か、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査

を受け入れるものとすること。 

３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策

の履行状況を報告すること。 

 

Ⅺ 資料等の提出 

 上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅳの１、Ⅴの６、Ⅴの７、Ⅴの８、Ⅵの１（５）、Ⅵの１（６）、Ⅵの１

（８）、Ⅷの１及びⅧの６において提出することとしている資料等については、最低価格落札方

式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って

提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添

付して提出すること。 

 

Ⅻ 変更手続 

 受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変

更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許

可を得ること。 



 

【別紙８】 

 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～エの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 



 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

エ みどり戦略の理解に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説

書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関

係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 



【別紙９】資料閲覧申請書 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

 デジタル政策推進チーム 宛 

 

 

 

資料閲覧申請書 

 

 

「令和８年度 eMAFF 運用保守等業務」に係る資料閲覧を申請します。 

 

申込日： 令和  年  月  日 

 

１ 会 社 名：  

 

 

２ 住  所：  

 

 

３ 部署名・担当者名： 

 

 

４ 電話番号：  

 

 

５ E-mail アドレス：  

 

 

６ 閲覧日時：第 1 候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

     第 2 候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

     第 3 候補日 令和 年  月  日  時  分～   時  分 

 

７ 閲覧者氏名：  

          ：  

          ：  

          ：  

          ：  



【別紙 10】機密保持誓約書 

農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ 

 デジタル政策推進チーム 宛 

 

 

 

機密保持誓約書 

 

 

「令和 8 年度 eMAFF 運用保守等業務」に係る資料閲覧に当たり、下記の事項を遵

守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開示し

た情報（公知の情報を除く。）を本調達の目的以外に使用、又は第三者に開示、

若しくは漏洩することのないよう、必要な措置を講じます。 

 

２ 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。 

 

３ 本業務に係る調達の期間中及び終了後に関わらず、守秘義務を負います。 

 

４ 上記 1～3 に反して、情報の開示、漏えい若しくは使用した場合、法的な責任を

負うものであることを確認し、これにより農林水産省が被った一切の損害を賠

償します。また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けること

とし、誠実に対応します。 

 

令和  年  月  日 

 

住 所  

 

会 社 名  

 

代表者名   



【別紙11】質問書 事業者名：
日付： 令和　　年　　月　　日

№ 資料名 頁 仕様書の該当記載内容
分類

(意見/質問)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

意見/質問内容



別紙12　証明書別添資料

仕様書
該当箇所

仕様書
記載内容

回答欄

9 ⼊札参加資格に関する事
項
(１)  競争参加資格

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐⼈⼜は被補助⼈であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 令和7・8・9年度全省庁統⼀資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者である
こと。

9 ⼊札参加資格に関する事
項
(２)  実績等

応札者は、本調達の実績以前5年以内に、クライアント端末が3,000台以上を有し、かつ、全国規模の情報ネットワー
クシステムの設計開発、運⽤保守を⾏った実績を複数有するものであること。
また、受注者は、本システムで利⽤中のパブリッククラウドにおいて運⽤・保守を⾏った実績を過去3年以内に有すること。
ただし、実績があったとしても、情報システムの受注者から請負、委任、代理⼜は下請けされたものである場合は、ここで
いう実績には含まれない。

9 ⼊札参加資格に関する事
項
(３)  公的な資格や認証等の
取得

ア　応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
 　(ア)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」⼜は｢ISO9001」（登録活動範囲が情報処理に関する

ものであること。）の認定を、業務を遂⾏する組織が有しており、認証が有効であること。
 　(イ)上記と同等の品質管理⼿順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること

（管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理⼿順規定等を提⽰すること。）。

イ　応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
 　(ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」⼜は「ISMS」の認証を有しており、認証

が有効であること。
 　(イ)⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、⼜は同等の個⼈

情報保護のマネジメントシステムを確⽴していること。
 　(ウ)個⼈情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。

ウ　応札者は以下のいずれかの条件を満たすこと。
 　(ア)クラウドサービスプロバイダーから代理店の認定を受け、かつAWS Solution Provider Program（SPP）の登

録を受けていること。加えて、本案件の関係者が、⽇本国内のクラウドサービスプロバイダーから⽇本語で契約や技術に
関するサポートを受けられる商流であること。

 　(イ)国内企業のディストリビュータ経由でクラウドサービスの再販が可能であること。

9 ⼊札参加資格に関する事
項
(４)  複数事業者による共同
⼊札

ア　複数の事業者が共同⼊札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同⼊札の代表者
を定めるとともに、本代表者が本調達に対する⼊札を⾏うこと。

イ　共同⼊札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂⾏に当たっては、代
表者を中⼼に、各事業者が協⼒して⾏うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発⽣に際しては、その当事者となる
当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。

ウ　共同⼊札を構成する全ての事業者は、本⼊札への単独提案⼜は他の共同⼊札への参加を⾏っていないこと。

エ　共同事業体の代表者は⼊札参加資格の全て、共同事業体の構成員は⼊札参加資格のうち全省庁統⼀資格に
おける格付以外のものを満たすこと。

オ　共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の⼊
札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。

9 ⼊札参加資格に関する事
項
(５)  ⼊札制限

ア　本業務を直接担当する農林⽔産省ITアドバイザー（デジタル統括アドバイザーに相当）、当省全体管理組織
（PMO）⽀援スタッフ及び当省最⾼情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務
諸表等の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則」（昭和38年⼤蔵省令第59号）第8条に規定する親会社及び⼦
会社、同⼀の親会社を持つ会社、請負先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して⼊札に参
加できないものとする。

イ　次の事業者（再請負先等を含む。）及びこの事業者の「財務諸表等の⽤語、様式及び作成 ⽅法に関する規
則」（昭和38年11⽉27⽇⼤蔵省令第59号）第８条に規定する親会社及び⼦会社、同⼀の親会社を持つ会社
並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、⼊札には参加できない。

 ①　「令和7年度eMAFF脆弱性診断及び運⽤計画等検討⽀援業務」及び「令和７年度農林⽔産省次期オンライン
申請システムの導⼊及びeMAFFからの移⾏に係るコンサルティング業務」の受注事業者

 ②「令和8年度農林⽔産省次期オンライン申請システムの導⼊及びeMAFFからの移⾏に係るコンサルティング業務」の
受注事業者



別紙7　情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様「Ⅺ　資料等の提出」
該当箇所 記載内容 回答欄

Ⅱの１ 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者（契約社員、派遣社員等の
雇⽤形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専⾨性（保有資格、研修受講実績等）・実績（業
務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
　なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に
関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部⾨等における従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（⼜
は□％）等）を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報
を提供すること。

Ⅱの２ 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ⽔準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提
出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。）
（１）ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等
（２）プライバシーマーク⼜はそれと同等の認証の証明書等
（３）独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利⽤した⾃⼰評
価を⾏い、その評価結果において、全項⽬に係る平均値が４に達し、かつ各評価項⽬の成熟度が２以上であることが
確認できる確認書

Ⅲの１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する
資料を提出すること。
（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第
三者に開⽰し、⼜は本業務以外の⽬的で利⽤しないこと。
（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。
（３）本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整
備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等
を⾏う実施内容及び管理体制とすること。
（４）本業務において、個⼈情報⼜は農林⽔産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報（複製を含
む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセス
を⾏わないこと。
（５）農林⽔産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林⽔産省⼜は農林⽔産省が選定した
事業者による⽴⼊調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）第26条
第１項第２号に基づく監査等を含む。以下同じ。）を受け⼊れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受
託者が⾃ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
（６）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可⽤性を確保する必要があると認めた場合は、サー
ビスレベルの保証を⾏うこと。
（７）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発⽣した場合は、担当部署に
対し、速やかに電話、⼝頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林⽔産省の指⽰に従い、事態の収
拾、被害の拡⼤防⽌、復旧、再発防⽌等に全⼒を挙げること。なお、これらに要する費⽤の全ては受託者が負担するこ
と。

Ⅳの１ 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を⾏う場合には、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以
下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
（１）本業務の各⼯程において、農林⽔産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が⾏わ
れないことを保証する管理が、⼀貫した品質保証体制の下でなされていること（例えば、品質保証体制の責任者や各
担当者がアクセス可能な範囲等を⽰した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出す
ること。）。
（２）本業務において、農林⽔産省の意図しない変更が⾏われるなどの不正が⾒つかったときに、追跡調査や⽴⼊調
査等、農林⽔産省と連携して原因を調査し、排除するための⼿順及び体制（例えば、システムの操作ログや作業履歴
等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど）を整備していること。

Ⅴの６ 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先⼜はその他の者によっ
て、農林⽔産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が⾏われないことを保証する管理が、⼀貫した品質保証体制
の下でなされていること（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を⽰した管理体制図、
第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること）。

Ⅴの７ 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が⾏われる施設等の場所、業務
委託サービス提供に従事する者（契約社員、派遣社員等の雇⽤形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の
所属、専⾨性（情報セキュリティに係る資格、研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出す
ること。

Ⅴの８ 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ⽔準を証明する、Ⅱの２で掲げる証明書等または同等以上の国際規格
等の証明書の写しを提出すること。

Ⅵの１（５） クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者（契約社員、派遣社員等の
雇⽤形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）のうち農林⽔産省の情報⼜は農林⽔産省が利⽤するクラウド
サービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専⾨性（情報セキュリティに係る資格、研修実績等）、実績
及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。

Ⅵの１（６） ペネトレーションテストや脆（ぜい）弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受⼊に関する情報が開⽰されている
こと。

Ⅵの１（８） ISMAPクラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAPの管理基準に従い、ガバナンス基
準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制⽬標（３桁の番号で表現される項⽬）及び
末尾にＢが付された詳細管理策（４桁の番号で表現される項⽬）を原則として全て満たしていることを証明する資料
を提出し、農林⽔産省の承認を得ること。

Ⅷの１ 納⼊する機器等の製造⼯程において、農林⽔産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当
該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。

Ⅷの６ ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採⽤することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合
は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。）
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